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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

１．公共工事の現状

, Kyusyu Regional Development Bureau

公共工事の現状（建設産業の役割と課題）

建設産業は､地域のインフラの整備やメンテナンス等の担い手であると同時に､

地域経済・雇用を支え､災害時には最前線で地域社会の安全・安心の確保を担う地域の守り手と

して、国民生活や社会経済を支える大きな役割を担う。

○（一社）熊本県建設業協会
平成２８年熊本地震では、被災状況の把握に努めると
共に道路啓開作業や応急作業等を迅速に対応。

【ミシシッピ川に係る高速道路橋の落橋事故
（2007年米ミネソタ州）】（出典：MN/DOT)

香川・徳島県境無名橋（鋼２径間単純トラス
橋）の落橋（２００７年）

【インフラメンテナンスの必要性】【災害の応急対応】
▼社会資本の老朽化による被害

建設産業の役割

現下の建設産業を取り巻く環境

中長期的なインフラの品質確保等のため、国土・地域づくりの担い手として、持続可能な建設産業の構築が課題。

近年の建設投資の急激な減少や競争の激化等により、建設企業の経営を取り巻く環境の悪化と、現場の技
能労働者の減少、若手入職者の減少といった構造的な課題に直面。
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公共工事の現状（九州の建設投資、許可業者数及び建設就業者数の推移）
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千業者、万人兆円

年度

民間建設投資（H28以降建築）

政府建設投資（H28以降土木）

建設業許可業者数

建設業就業者

政府投資のピーク

4兆円（H10年度）

建設投資のピーク

7.7兆円（H6年度）

民間投資のピーク

4.3兆円（H2年度）

許可業者数のピーク

6万4千人（H11年度）

就業者数のピーク

73万3千人（H11年平均）

就業者ピーク時比
▲24.6%

許可業者ピーク時比
▲21.4%

建設投資(全体)
ピーク時比

▲31.9%

建設投資(民間)
ピーク時比

▲37.5%

建設投資(政府)
ピーク時比

▲37.3%

ピーク時（Ｈ６）の５２.５％

↑

○建設投資額（平成30年度見通し）は前年度１．９％減の５．２１兆円で、ピーク時（６年度）から約３１．９％減。 全国比 ９.１％
○建設業者数（３０年度末）は約５万業者で、ピーク時（１１年度末）から約２１．４％減。 全国比 １０.５％
○建設業就業者数（３０年平均）は約５５万人で、ピーク時（１１年平均）から約２４．６％減。 全国比 １０.９％

資料： 投資額については平成27年度まで実績、28年度・29年度は見込み、30年度は見通し
（Ｈ２８以降は、建築＝民間投資、土木＝政府投資として作成している）
許可業者数は、国土交通省調べ（各年度末現在）
就業者数は、総務省及び沖縄県の「労働力調査」より作成（年平均） 4

公共工事の現状（九州の建設業許可業者数、建設就業者数）
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大臣許可業者 (766)

福岡 408

佐賀 72

長崎 56

熊本 77

大分 49

宮崎 45

鹿児島
59

●九州の建設業許可業者数（平成31年3月31日現在）

●九州の建設業就業者数 【総務省労働力調査（九州）より】

知事許可業者 (49,146)

福岡
20311

佐賀
3082

長崎
4865

熊本
6562

大分
4483

宮崎
4305

鹿児島
5538

※括弧書きは平成30年3月末現在からの増減

平成１１年平均 ７３．３万⼈ 平成３０年平均 ５５万⼈ ▲２５．０％

福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 計

(▲ 2) (▲ 1) ( 0) ( 2) (▲ 4) (▲ 2) (▲ 4) (▲ 11)

408 72 56 77 49 45 59 766

( 217) ( 28) ( 14) ( 99) ( 36) ( 8) ( 74) ( 476)

20,311 3,082 4,865 6,562 4,483 4,305 5,538 49,146
対ピーク年度末比減少率 ▲21.0% ▲25.7% ▲22.0% ▲20.3% ▲15.8% ▲32.5% ▲16.3% ▲21.4%

（ピーク年度） （Ｈ１１） （Ｈ１１） （Ｈ１６） （Ｈ１１） （Ｈ１１） （Ｈ１１） （Ｈ１５） （Ｈ１１）
（昨年度からの増減） ( 215) ( 27) ( 14) ( 101) ( 32) ( 6) ( 70) ( 465)

計 20,719 3,154 4,921 6,639 4,532 4,350 5,597 49,912

（昨年度からの増減）

　大臣許可

（昨年度からの増減）

　知事許可

（平成２９年平均 ５４万人）



公共工事の現状（九州各県別建設業倒産件数及び全業種に占める建設業者の倒産の割合）

福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県

Ｈ２５年 92 12 5 18 17 10 16

Ｈ２６年 66 6 10 14 12 10 18

Ｈ２７年 64 6 13 17 16 12 13

Ｈ２８年 64 5 6 9 12 5 23

Ｈ２９年 49 6 9 6 7 8 11

Ｈ３０年 51 8 7 4 6 3 16
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○九州７県の合計の倒産件数 Ｈ２５ １７０件 Ｈ２６ １３６件 Ｈ２７ １４１件 Ｈ２８ １２４件 Ｈ２９ ９６件 Ｈ３０ ９５件（全国比６．６％）
○九州７県の全業種に占める建設業者の倒産の割合 Ｈ２５ ２４．５％ Ｈ２６ ２０．８％ Ｈ２７ ２１．２％ Ｈ２８ ２１．３％ Ｈ２９ １８．８％ Ｈ３０ １６．０％ （全国１７．３％）

＊）出所：東京商工リサーチ資料より作成。負債額総額１，０００万円以上を集計

全産業に占める建設業の倒産の割合

倒産件数

福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県

Ｈ２５年 26.2% 23.5% 10.2% 25.0% 29.3% 26.3% 21.1%

Ｈ２６年 20.1% 16.2% 15.6% 21.5% 28.6% 23.8% 24.0%

Ｈ２７年 18.1% 17.1% 32.5% 23.9% 26.2% 30.8% 20.3%

Ｈ２８年 19.9% 12.5% 15.4% 21.4% 30.8% 16.1% 33.3%

Ｈ２９年 17.0% 18.2% 29.0% 16.2% 20.6% 28.6% 18.0%

Ｈ３０年 15.8% 23.5% 14.9% 10.0% 14.6% 9.4% 21.1% 6

建設業の売上高売上総利益率、営業利益率の推移
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○建設業就業者：

○技術者

○技能者

685万人（H9）

： 41万人（H9）

： 455万人（H9）

→ 498万人（H22） → 503万人（H30）

→ 31万人（H22） → 33万人（H30）

→ 331万人（H22） → 328万人（H30）

○ 建設業就業者は、55歳以上が約35％、29歳以下が約11%と

高齢化が進行し、次世代への技術承継が大きな課題。
※実数ベースでは、建設業就業者数のうち平成29年と比較して

55歳以上が約5万人増加、29歳以下は約1万人増加。

出典：総務省「労働力調査」を基に国土交通省で算出
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（※平成23年データは、東日本大震災の影響により推計値）
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技能労働者等の推移 建設業就業者の高齢化の進行

公共工事の現状（建設業就業者の現状）
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公共工事の現状（平成３１年３月から適用する公共工事設計労務単価について）

9

単価設定のポイント
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公共工事設計労務単価 全国全職種加重平均値の推移

注1）金額、伸率とも加重平均値にて表示。加重平均値は、平成25年度の標本数をもとにラスパイレス式で算出した。
注2）平成18年度以前は、交通誘導警備員がA・Bに分かれていないため、交通誘導警備員A・Bを足した人数で加重平均した。

建設投資の減少に伴う労働需給
の緩和により下降

単価算出手法の大幅変更
・必要な法定福利費相当額の反映
・東日本大震災による入札不調状況に応じた
被災三県における単価引き上げ措置

等を実施

全国全職種平均値の公表を開始
した平成９年度以降で最高値

○７年連続で引き上げにより、全国全職種平均値の公表を開始した平成9年度以降で最高値

（円/1日8時間当たり）

公共工事の現状（公共工事設計労務単価の推移）
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公共工事の現状（平成３０年度総合評価実施状況）

工種別タイプ別契約件数
平成３０年４月～平成３１年３月契約分

※（港湾空港部除く）



公共工事の現状（総合評価実施状況（落札率の推移））

※（港湾空港部除く）

12

平成18年12月8日手続き
開始より施工体制確認型
を試行開始

平成20年12月15日手続き開始より
・一千万円を超える工事全てで施工体制確認型を実施
・追加資料未提出によるペナルティの廃止

平成23年4月1日公告より
調査基準価格の見直し

調査基準価格の改定及び施工体制確認型の拡大により、平成１８年度以降は上向き傾向であり、
平成２５年度以降は９０％前後で推移している。

平成24年10月1日公告より技
術提案評価型（二極化）の実施

平成28年4月1日公告より
調査基準価格の見直し

平成25年5月16日公告より
調査基準価格の見直し

平成21年4月3日公告より
調査基準価格の見直し

平成20年4月1日公告より
調査基準価格の見直し

平成29年4月1日公告より
調査基準価格の見直し

平成１８年４月～平成３１年３月契約分

87.3% 87.4% 88.0% 88.9% 87.5% 88.1% 88.1% 90.4% 91.0% 89.1% 90.8% 92.09% 91.81%
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平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

工事数 平均落札率 年度別平均落札率（件数） （落札率）

低入札価格調査基準の改定（工事）

※計算式により算出した額が上記の「範囲」を上回った（下回った）場合には、上限（下限）値で設定。

【範囲】

予定価格の

7.0/10～9.0/10

【計算式】

・直接工事費×0.97

・共通仮設費×0.90

・現場管理費×0.90

・一般管理費等×0.55

上記の合計額×1.08

現行 H31.4.1～

【範囲】

予定価格の

7.5/10～9.2/10

【計算式】

・直接工事費×0.97

・共通仮設費×0.90

・現場管理費×0.90

・一般管理費等×0.55

上記の合計額×1.08

低⼊札価格調査基準とは
■ 予算決算及び会計令第８５条に規定
■ 「当該契約の内容に適合した履⾏がされないこととなるおそれがあると認められる場合」の基準
■ この基準に基づいて算出した価格を下回った場合には、履⾏可能性についての調査を実施

履⾏可能性が認められない場合には、落札者としない。

低⼊札価格調査基準の⾒直しについて

○平成31年4⽉1⽇以降に⼊札公告を⾏う⼯事を対象に、低⼊札価格調査基準の範囲を0.70〜0.90から
0.75〜0.92へ引き上げ

○あわせて、低⼊札価格調査等の簡素化を図るとともに、⼯事規模に応じて技術開発を促す仕組みを導⼊
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公共工事の現状（総合評価の導入と工事成績評定点）

 工事成績は年々上昇する傾向にあり、価格競争に比べると施工能力評価型及び技術提案評価型の
方が高い傾向にある。

 「工事成績」は、価格競争よりも施工能力評価型、施工能力評価型よりも技術提案評価型が高い。

注１） 8地方整備局の工事を対象。（港湾・空港関係工事を除く）
注２） 価格競争を含む
注３） 注1）、注2）を満たす工事のうち、工事成績データ

（平成28年度完成分まで）と契約データのマッチングができたものを対象
注４） 各年度の工事件数は契約年度別で整理
注５） 平成26年度完成工事の価格競争には土砂災害の緊急復旧工事が含まれているため、工事成績評定点が高くなっている。

（１）総合評価落札方式の実施率と工事成績評定点の変化

※以下の工事は完成工事件数が少ないため参考値とする。
・平成27年度：価格競争
・平成28年度：価格競争、総合評価（簡易型・標準Ⅱ型・施工能力評価型）、総合評価（旧標準型・標準Ⅰ型・技術提案評価型）
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H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

総
合
評
価
実
施
率

工
事
成
績
評
定
点

工事成績（価格競争） 工事成績（簡易型・標準Ⅱ型・施工能力評価型）

工事成績（旧標準型・標準Ⅰ型・技術提案評価型） 総合評価実施率

H17 品確法施行

総合評価方式

本格実施

H21末

工事成績評定要領改正

77.7点（参考値）

76.5点（参考値）

75.8点（参考値）

77.8点（参考値）

H17件数 H18件数 H19件数 H20件数 H21件数 H22件数 H23件数 H24件数 H25件数 H26件数 H27件数 H28件数

7,088 2,385 2,054 827 223 193 76 34 50 77 13 13

680 4,923 8,269 8,645 8,949 7,643 7,932 7,963 9,125 6,830 5,797 3,003

378 686 921 725 691 211 255 219 428 303 199 54

価格競争

総合評価（簡易型・標準Ⅱ型・施工能力評価型）

総合評価（旧標準型・標準Ⅰ型・技術提案評価型）

※平成27年度の工事（価格競争）及びＨ２８年度契
約の工事に ついては、完了した工事が少ないた
め参考値としている。
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品確法と建設業法・入契法等の一体的改正について

品確法（公共工事の品質確保の促進に関する法律）の改正品確法（公共工事の品質確保の促進に関する法律）の改正

■建設⼯事の担い⼿の育成・確保
・建設業者、建設業者団体、国土交通大臣による担い手の育成・確保の責務

■基本理念の追加：将来にわたる公共⼯事の品質確保とその中⻑期的な担い⼿の確保、ダンピング防⽌ 等

■発注者の責務（基本理念に配慮して発注関係事務を実施）を明確化
（例）予定価格の適正な設定、低入札価格調査基準等の適切な設定、計画的な発注、円滑な設計変更

■事業の特性等に応じて選択できる多様な⼊札契約⽅式の導⼊・活⽤を位置づけ、それにより⾏き過ぎた価格競争を是正

入契法（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律）の改正

■ダンピング対策の強化
・ダンピング防止を入札契約の適正化の柱として追加
・入札の際の入札金額の内訳の提出、発注者による確認

建設業法の改正

■適正な施⼯体制確保の徹底
・業種区分を見直し、解体工事業を新設
・建設業の許可等について暴力団排除条項を整備

インフラ等の品質確保とその担い手確保を実現するため、公共工事の基本となる「品確法」を中心に、
密接に関連する「入契法」、「建設業法」も一体として改正。

＜⽬的＞ 公共⼯事の品質確保の促進
→そのための基本理念や発注者・受注者の責務を明確化し、品質確保の促進策を規定

■契約の適正な履⾏（＝公共⼯事の適正な施⼯）を確保
・施工体制台帳の作成・提出義務を拡大

品確法の基本理念を実現するため必要となる基本的・具体的措置を規定
＜建設業法等の⼀部を改正する法律＞

＜⽬的＞ 公共⼯事の⼊札契約の適正化
→公共工事の発注者・受注者が、入札契約適正化のために

講ずべき基本的・具体的な措置を規定

＜⽬的＞ 建設⼯事の適正な施⼯確保と建設業の健全な発達
→建設業の許可や欠格要件、建設業者としての責務等を規定

基本理念を実現するため

（平成２６年６月４日公布・施行）
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品確法改正の概要（公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律）

☆ 改正のポイントⅡ：発注者責務の明確化
○担い手の中長期的な育成・確保のための適正な利潤が確保できるよう、

市場における労務、資材等の取引価格、施工の実態等を的確に反映した
予定価格の適正な設定

○不調、不落の場合等における見積り徴収
○低入札価格調査基準や最低制限価格の設定
○計画的な発注、適切な工期設定、適切な設計変更 ○発注者間の連携の推進 等

各発注者が基本理念にのっとり発注を実施

効果効果

○ダンピング受注、行き過ぎた価格競争 ○現場の担い手不足、若年入職者減少
○発注者のマンパワー不足 ○地域の維持管理体制への懸念 ○受発注者の負担増大

＜目的＞インフラの品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保

＜背景＞

☆ 改正のポイントⅠ：目的と基本理念の追加
○⽬的に、以下を追加
・現在及び将来の公共⼯事の品質確保 ・公共⼯事の品質確保の担い⼿の中⻑期的な育成・確保の促進

○基本理念として、以下を追加
・施⼯技術の維持向上とそれを有する者の中⻑期的な育成・確保 ・適切な点検・診断・維持・修繕等の維持管理の実施
・災害対応を含む地域維持の担い⼿確保へ配慮 ・ダンピング受注の防⽌
・下請契約を含む請負契約の適正化と公共⼯事に従事する者の賃⾦、安全衛⽣等の労働環境改善
・技術者能⼒の資格による評価等による調査設計(点検・診断を含む)の品質確保 等

☆ 改正のポイントⅢ：多様な入札契約制度の導入・活用

○技術提案交渉⽅式 →⺠間のノウハウを活⽤、実際に必要とされる価格での契約
○段階的選抜⽅式（新規参加が不当に阻害されないように配慮しつつ⾏う） →受発注者の事務負担軽減
○地域社会資本の維持管理に資する⽅式（複数年契約、⼀括発注、共同受注）→地元に明るい中⼩業者等による安定受注
○若⼿技術者・技能者の育成・確保や機械保有、災害時の体制等を審査・評価

法改正の理念を現場で実現するために、 ○国と地方公共団体が相互に緊密な連携を図りながら協力
○国等が講じる基本的な施策を明示 （基本方針を改正）
○国が地方公共団体、事業者等の意見を聴いて発注者共通の運用指針を策定

・最新単価や実態を反映した予定価格
・歩切りの根絶
・ダンピング受注の防止 等
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品確法改正の概要（品確法基本方針改正の概要）

品確法基本⽅針とは：品確法（※）に基づき、政府が作成。（現行の方針はH17閣議決定）

 発注関係事務に関する事項だけでなく、公共工事の品質確保とその担い手の確保のために講ずべき施策を広く規定
 国、地方公共団体等は、基本方針に従って措置を講ずる努力義務

 公共工事の品質確保の担い手の中長期的な育成・確保のため、発注者責務の拡大や多様な入札契約制度
の導入・活用等を規定する品確法の改正法が成立

改正のポイント

Ⅰ．各発注者が取り組むべき事項を追加
○発注者の責務

・担い手育成・確保のための適正な利潤が確保できるような予定価格の適正な設定（歩切りの禁止、見積りの活用等）
・ダンピング受注の防止（低入札価格調査基準又は最低制限価格の適切な設定）
・計画的な発注、適切な工期設定及び設計変更（債務負担行為の活用等による発注・施工時期の平準化等） 等

○多様な入札契約方式の導入・活用
・技術提案・交渉方式、段階的選抜方式、地域における社会資本の維持管理に資する方式等の活用

（※）公共工事の品質確保の促進に関する法律

Ⅲ．その他国として講ずべき施策を追加
・公共事業労務費調査の適切な実施と実勢を反映した公共工事設計労務単価の適切な設定
・中長期的な担い手育成・確保の観点から適正な予定価格を定めるための積算基準の検討
・調査及び設計の品質確保に向けた資格制度の確立
・発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）の策定及びそのフォローアップ、地方公共団体への支援 等

Ⅱ．受注者の責務に関する事項を追加
○受注者による技術者、技能労働者等の育成・確保や賃金、安全衛生等の労働環境の改善等が適切に行われるよう、

・技能労働者の適切な賃金水準確保や社会保険等への加入徹底等についての要請の実施
・教育訓練機能の充実強化や土木・建築を含むキャリア教育・職業教育の促進、女性も働きやすい現場環境の整備等

運用指針とは：発注関係事務に関する国、地方公共団体等に共通の運用の指針
・基本理念にのっとり、地方公共団体、学識経験者、民間事業者等から現場の課題や制度の運用等に関する意見を聴取し、国が作成
・国は、指針に基づき発注関係事務が適切に実施されているかについて定期的に調査を行い、その結果をとりまとめ、公表

公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針（品確法基本方針）

改正の概要（平成２６年９月３０日閣議決定）

18

必要に応じて完成後の一定期間を経過した後において施工状況の確

認及び評価を実施する。

品確法改正の概要（「必ず実施すべき事項」 と 「実施に努める事項」）

骨子案への反映状況

予定価格の設定に当たっては、適正な利潤を確保することがで

きるよう、市場における労務及び資材等の取引価格、施工の実態

等を的確に反映した積算を行う。積算に当たっては、適正な工期

を前提とし、最新の積算基準を適用する。

ダンピング受注を防止するため、低入札価格調査制度又は最低

制限価格制度の適切な活用を徹底する。予定価格は、原則として事

後公表とする。

歩切りは、公共工事の品質確保の促進に関する法律第７条第１項

第１号の規定に違反すること等から、これを行わない。

入札に付しても入札者又は落札者がなかった場合等、標準積算と現

場の施工実態の乖離が想定される場合は、見積りを活用すること

により予定価格を適切に見直す。

債務負担行為の積極的な活用や年度当初からの予算執行の徹底な

ど予算執行上の工夫や、余裕期間の設定といった契約上の工夫等

を行うとともに、週休２日の確保等による不稼働日等を踏まえた

適切な工期を設定の上、発注・施工時期等の平準化を図る。

各発注者は受注者からの協議等について、速やかかつ適切な回答

に努める。設計変更の手続の迅速化等を目的として、発注者と受

注者双方の関係者が一堂に会し、設計変更の妥当性の審議及び工

事の中止等の協議・審議等を行う会議を、必要に応じて開催する。

地域発注者協議会等を通じて、各発注者の発注関係事務の実施

状況等を把握するとともに、各発注者は必要な連携や調整を行い、

支援を必要とする市町村等の発注者は、地域発注者協議会等を通

じて、国や都道府県の支援を求める。

必ず実施すべき事項 実施に努める事項

施工条件と実際の工事現場の状態が一致しない等の場合、適切

に設計図書の変更及びこれに伴って必要となる請負代金の額や工

期の適切な変更を行う。

予定価格の適正な設定

歩切りの根絶

低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定・活用の徹底等

適切な設計変更

発注や施工時期の平準化

見積りの活用

完成後一定期間を経過した後における施工状況の確認・評価

受注者との情報共有、協議の迅速化

各発注者は、工事の性格や地域の実情等に応じて、多様な入札契約

方式の中から適切な入札契約方式を選択し、又は組み合わせて適用

する。

工事の性格等に応じた入札契約方式の選択・活用

発注者間の連携体制の構築
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建設生産システムの構築
大・中・小の循環システム

品確法の制定
公共工事の品質確保

担い手３法の改正

【発注関係事務を取り巻く課題（現場の声）】
①発注者が歩切りをしている
②積算もせず、赤字覚悟で入札する業者がみられる
③予定価格が施工の実態と合っていない
④市場価格が急激に変動し適切な単価が設定されない
⑤工期が短く、資材や労務の調達コストが増える
⑥年度末は工事が集中するが、年度当初の工事量は少ない
⑦請負代金額や工期の変更を発注者が認めてくれない
⑧次世代を担う若者たちがいない、育たない
⑨他産業より労働環境が悪い
⑩地域を守る仕事が地域の企業で受注できるようにしたい
⑪発注関係事務を適切に実施できる職員が不足している
⑫膨大な事務量や複雑な手順のため円滑に発注できない

【品確法制定までの背景】
・厳しい財政状況
・不良・不適格業者の参入
・ダンピングの増加
・発注者の技術的能力差
・談合

建設業法の改正（※２）

建設工事の適正な施工確保
と建設業の健全な発展

入契法の改正（※１）

公共工事の入札契約
の適正化

公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づく発注者・受注者の責務

（平成１７年３月３０日公布
・平成１７年４月１日施行）

（平成２６年６月４日公布・施行）

品確法の改正
現在及び将来の

公共工事の品質確保
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現在及び将来の公共工事の品質確保

適正な額の請負金額での下請契約の締結に努める
技術者・技能労働者の育成および確保に努める

賃金、労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善に努める
社会保険等への加入を徹底に努める
学校におけるキャリア教育・職業教育の支援に努める
女性も働きやすい現場環境の整備に努める

適切な点検・診断・維持・修繕による維持管理を実施します

資格制度の確立、技術者能力の資格による評価により

調査及び設計の品質確保を図ります

⑧⑩多様な入札契約方式の選択・活用により、
地域における社会資本を支える企業の確保を図ります

①適正な積算に基づく設計書金額の一部を控除する

歩切りは行いません

②低入札価格調査基準、最低制限価格の設定により

ダンピング受注を防止します（※１）

③④不調・不落が発生し積算と現場の施工実態が合わない場合、

見積りの活用により、速やかな契約締結を図ります。

③④実勢価格を踏まえた労務・資材単価、施工実態等を踏まえた

積算基準により、適正な予定価格を設定します

⑪⑫地域発注者協議会等を通じた情報交換、共有の課題への対応や

工事成績データの共有化・相互活用を行い、発注者間の連携強化
により効率的かつ円滑な事務の運用を図ります

担い手の中長期的な育成・確保
《適正な利潤の確保に向けた取組み》

（品確法第７条）

⑤⑥計画的な発注、適切な工期設定により

発注・施工時期の平準化が図られます

完成後、一定期間を経過した後における施工状況の確認・評価

⑦設計変更ガイドライン、工事一時中止ガイドラインを活用し、

受注者との情報共有、協議の迅速化を図り、

⑦適切な設計変更、工期の変更を行います

⑨施工状況の確認により、
施工体制の確認、建設業許可部局との連携 （※２）、

労働条件・安全衛生その他の労働環境の改善指導を行います

（品確法第８条）

■基本方針
（受注者の責務に関する事項）

■運用指針

受注者の責務

凡例：運用指針における位置付け

実施に努める事項

必ず実施すべき事項

発注者の責務
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受発注者間の連携



地方自治体における発注・施工時期の平準化
（社会資本整備総合交付金事業等における債務負担行為の活用）

〇 事業の平準化を図る観点から、国土交通大臣に提出された社会資本総合整備計画に係る交付金事業等において、
地方公共団体が債務負担行為を設定し事業を実施することも可能。
（過年度に設定した債務負担行為の後年度支出分に対し、配分された予算の範囲内で社会資本整備総合交付金等を充
てることができる。）

【債務負担行為の活用の例】

県費

単年度で実施
H28年度工事

債務負担行為の活用

国費
（200）

二カ年県債の活用
実績有り

ゼロ県債の活用

（180）
10

10

10

10

90

90

H27年度工事 H28年度工事

例：12月議会 県債務負担行為の設定
上程 （H27-28）

交付金示達後

（200）
0

0

0

0

100

100

H27年度工事 H28年度工事

例：12月議会 県債務負担行為の設定
上程 （H27-28）

交付金示達後

県費

国費

県費

国費

県費

国費

県費

国費

※ 債務負担行為を設定することに対し、
交付金の配分を保証するものではない。 22

受発注者間の連携

① 発注者と業界団体等との意見交換

○業界団体等との意見交換会の主なテーマ
・改正品確法の的確な運用
・入札契約制度
・各機関の発注見通しの共有化
・工事発注の平準化
・適切な工事価格及び工期の設定
・若手・女性技術者及び女性技能者の育成
・いきいき現場づくりの更なる充実
・労働環境、労働条件の改善

団体名
・日本建設業連合会
・日本道路建設業協会
・日本橋梁建設協会
・プレストレスト・コンクリート建設業協会
・建設コンサルタンツ協会
・全国建設業協会
・建設産業専門団体連合会
・九州地区土木施工管理技士会連合会
・九州地質調査業協会
・全国測量設計業協会連合会

公共事業の品質確保や工事の円滑化並びに地域における建設業の健全な発展と信頼性の向上
を図るため業界団体との意見交換会を行っている。

②建設業の今後の取り組みに関する実務者ＷＧ

○３つの分野にてＷＧを設置し検討を実施
①防災関連
②契約手続き、現場の課題
③建設業界のイメージアップ

九州７県の建設業協会とのＷＧ（ワーキング・グループ）を開催し、受発注者間の課題解決の検討
を実施している。
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建設業のイメージアップのための取り組み

◆開催主旨

○建設業界の土木広報のための具体な取り組みの一環として、発注者・受注者共同で、その家族への現場見
学会を平成25年度から九州地区一斉に実施。

◆開催目的

○建設会社の社員、発注者、協力会社の身近な家族に間近で実際の仕事場での父親（おやじ）の働く姿を見
てもらうことにより、子供たちに土木工事の理解を深めてもらうとともに、もっと父親（おやじ）の仕事
を知ってもらうことを目的としている。

◆開催実績

・平成25年度 ：16現場（参加者336名）
・平成26～２７年度：13現場（参加者752名 うち小学生以下361名）
・平成28年度 ： ９現場（参加者531名 うち小学生以下217名）
・平成29年度 ： 6現場（参加者510名 うち小学生以下261名）
・平成30年度 ： 9現場（参加者452名 うち小学生以下215名）

○発注者・受注者共同現場見学会「おやじの日」の継続的な実施

24
開催状況写真

①公共工事の品質確保の促進に関する施策
発注体制の把握と自己評価等による発注関係事務の適切な実施に向けた取り組み

※一層の発注関係事務の改善に向けた全国統一指標の導入
発注見通しの統合公表の取り組み

※発注情報の一元化に向けた取り組み
各発注者における総合評価落札方式の取り組み状況について情報共有

Ｈ２９年度より実施

③発注者の支援に関する施策
総合評価落札方式等の入札契約方式の導入に対する支援
県部会を通じた市町村への施策実施に向けた働きかけ、技術的支援等

④その他、協議会の目的を達成するために必要な事項
新たな入札契約制度等に関する情報提供等

②建設生産システムにおける生産性向上に関する施策
i-Constructionなど建設現場の生産性向上に向けた取り組みの情報共有等

九州ブロック発注者協議会について

◆目的達成に向けた各種施策

Ｈ２９年度より実施
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「公共工事の品質確保の促進に関する法律」等の趣旨を踏まえ、各発注者が以下の取り組みを実施することにより、
九州ブロックにおける現在及び将来にわたる公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成及び確保の促進に
寄与すること

・公共工事の品質確保の促進に向けた取り組み等についての情報交換
・発注者間における連携体制の強化
・建設生産システムにおける生産性向上に関する各種施策の推進

◆九州ブロック発注者協議会の目的



＜目 的＞
・「公共工事の品質確保の促進に関する法律（品確法）」、「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本
的な方針（基本指針）」及び「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）」の趣旨を踏まえ、国、特殊法人等及び地方公共団体の
各発注者が、公共工事の品質確保の促進に向けた取り組み等について情報交換を行うなどの連携を図り、発注者間の協力体制を強化す
るとともに、建設生産システムの効率化に関する各種施策の推進を図り、もって九州ブロックにおける現在及び将来にわたる公共工事
の品質確保とその担い手の中長期的な育成及び確保の促進に寄与することを目的とする。

＜構成員＞
（国）九地整局長、関係省庁出先機関部長等
（県・政令市・代表市）土木部長等
（特殊法人等）九州に組織を有する機関の部長等

① 九州ブロック発注者協議会

＜活動内容＞
・各種施策の取り組み状況の情報交換及び推進・強化に向けた意見交換等

＜構成員＞
（国）九地整企画部長、関係省庁出先機関課長等
（県・政令市・代表市）技術管理担当課長等
（特殊法人等）九州に組織を有する機関の課長等

② 幹事会

＜活動内容＞
・市町村へ施策実施に向けた働きかけ、支援要望等の情報
交換（品確協議会県部会の組織を存続）

＜構成員＞
（県）土木部長等
（市町村）技術管理担当部長、課長等

④ 県部会
＜活動内容＞
・地域の実情を踏まえた各種施策の推進を図るため、実務
担当者による施策検討・情報共有等
（品確協議会作業部会、発注者間の連携強化に向けた検討
会の組織を存続）

③ 専門部会

＜活動内容＞
・実務担当者による情報交換等
（品確協議会県部会品質確保研究会の組織を存続）

⑤ 品質確保研究会

連

携

九州ブロック発注者協議会について（協議会組織図）
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・全国的に一層の発注関係事務の改善に取り組むためには、自らの発注関係事務について客観的な
状況を把握できる指標の設定が有効

・重点項目を選定し、取り組むことが効果的

③施工時期等の平準化
指標③-１：平準化率

②適切な設計変更
指標②-１：設計変更ガイドラインの策定・活用状況
指標②-２：設計変更の実施工事率

①適正な予定価格の設定
指標①-１：最新の積算基準の適用状況及び基準対象外の際の対応状況（見積り等の活用）
指標①-２：単価の更新頻度

◆全国統一指標（案）

＜重点項目（案）＞

発注者協議会への
意見照会結果を反映

・継続的な各機関の指標値把握と結果の公表
・各発注者の立ち位置等を把握した後、目標設定及び指標の活用策等を検討

◆今後の予定

平成27年11月 発注体制の把握と自己評価の実施
※運用指針における発注関係事務を適切に実施するための取り組むべき事項108項目のうち、

31項目について自己評価を実施

平成28年4月より
歩切りの完全撤廃

◆九州発注者協議会における取り組み

一定程度の成果が上がっている一方、
依然として課題があるとの指摘

協議会の成果 受注者からの指摘

発注関係事務の全国統一指標について
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発注者間の連携（発注情報の一元化の取り組み）

九州ブロック発注者協議会
では、平成29年4月より九州

ブロックにおける各発注機関
の発注見通しを一元化し公
表を行っているところです。

各発注機関の発注見通し
を一元化することで発注情報
の閲覧検索をスムーズに行
えるようになりました。

この取組により、建設業者
による技術者や技能者の計
画的な配置や資機材の円滑
な調達に役立つことが期待さ
れます。

≪一元化データのイメージ≫

≪発注予定情報の閲覧方法≫

発注機関 担当部署 施工県 施工地域 工事の名称 工事の場所 工事の期間 工事種別 工事の概要 入札及び
契約の方法

入札予定時期 備考

国土交通省
九州地方整
備局

熊本河川国
道事務所

熊本県 上益城
九州横断道（嘉島～
山都）倉道地区改良
２２期工事

上益城郡御船町 約8ヶ月 一般土木工事
切土13,000m3、グランドアン
カー工112本、鉄筋挿入工35本

一般競争入札 第2四半期
工事規模 2億円以上
3億円未満

農林水産省
九州農政局

土地改良技
術事務所

熊本県 八代
熊本農地海岸特定災
害復旧事業
八代海岸堤防復旧工

熊本県八代郡氷川
町若洲地内

約6ヶ月 土木一式工事
堤防復旧工　L=811m
（主要建設資材需要見込み量）
コンクリート　400m3

一般競争入札 第3四半期
（工事発注規模）
３千万未満

熊本県
宇城地域振
興局工務課

熊本県 宇城
宇土不知火線防災・
安全交付金（舗装）
工事

宇土市宇土市
網津町

約３ヶ月 舗装工事
舗装工L=260m 上層路盤工
A=1500m2 表層工A=1500m2
道路付属施設1式

通常型
指名競争入札

第4四半期
舗装・電気・管工事

 1,100万円以上

熊本市 営繕課 熊本県 熊本
西山中学校屋内運動
場増改築工事

熊本市中央区島崎
１丁目２７－１

約12ヶ月 建築一式工事
屋内運動場 ＲＣ＋Ｓ造 ２階建
延床面積1,449平方メートル

一般競争入札 第3四半期

八代市
建設部都市
整備課

熊本県 八代
区画道路6-30外舗装
工事

八代市古閑中町 約3ヶ月 土木一式工事
施工延長L=180.0ｍ W=5.0m
路盤工A=940m2 舗装工A=940m2

通常型
指名競争入札

第2四半期

人吉市 契約管財課 熊本県 球磨 麓町配水管改良工事 人吉市麓町 約4ヶ月 水道施設
φ350DCIP-NS L=175.0ｍ
φ50HIVP-RR L=70.0ｍ

通常型
指名競争入札

第3四半期

① 九州地方整備局
トップページ

九州地方の発注見通し

発注予定情報の一元化（九州地方整備局ホームページ）

URL : http://www.qsr.mlit.go.jp/for_company/hacchuyotei.html

②

■一元化された情報は一覧表としてとりまとめており、フィルタ機能を活用することで、
必要な工事情報を検索することができます。

■建設業者が技術者や技能者の配置等を行いやすい環境を整備するため、各県を
地域ごとに区分しています。
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県 担当窓口 住所 電話番号 相談窓口（メール） 相談・回答一覧

福岡県
県土整備部
　企画課　技術調査室 企画監

〒812-8577
福岡市博多区東公園7番7号

092-643-3521 福岡県へのお問い合わせはこちら -

佐賀県
県土づくり本部
　建設・技術課　技術管理担当

〒840-8570
佐賀市城内1丁目1番59号

0952-25-7168 佐賀県へのお問い合わせはこちら -

長崎県
土木部
　建設企画課　公共工事契約指導班

〒850-8570
長崎市江戸町2番13号

095-894-3027 長崎県へのお問い合わせはこちら -

熊本県
土木部
　土木技術管理課　技術管理班

〒862-8570
熊本市中央区
水前寺6丁目18番1号

096-333-2491 熊本県へのお問い合わせはこちら -

大分県
土木建築部
　公共工事入札管理室

〒870-8501
大分市大手町3丁目1番1号

097-536-4527 大分県へのお問い合わせはこちら 大分県のこれまでの相談・回答はこちら

宮崎県
県土整備部
　技術企画課　技術評価担当

〒880-8501
宮崎市橘通東2丁目10番1号

0985-26-7178 宮崎県へのお問い合わせはこちら -

鹿児島県
土木部
　監理課　入札・契約係

〒890-8577
鹿児島市鴨池新町10番1号

099-286-3498 鹿児島県へのお問い合わせはこちら -

各県　担当窓口一覧表

メール・問合せ
フォームで相談が可能

九州地方整備局

九州地方整備局の相談・回答一覧

発注者間の連携（発注関係事務の運用指針に関する指針の相談窓口）

相談意見

問合せフォームで
相談が可能

九州地方整備局ホームページ（ＵＲＬ：http://www.qsr.mlit.go.jp/）のトップページ上部の『各種相談窓口』のタブをクリックし、

『・【公共工事発注者用】改正品確法「発注関係事務の運用」に関する相談窓口』をクリック

各県に寄せられた相談・回答一覧についても情報共有を
図るため準備が整い次第、順次リンクを掲載予定 29



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

３．働き方改革

, Kyusyu Regional Development Bureau

1,600

1,700

1,800

1,900

2,000

2,100

2,200

年間総実労働時間の推移

実労働時間及び出勤日数の推移（建設業と他産業の比較）

（時間）

建設業

製造業

調査産業計

2007年度：2065時間

2016年度：2056時間

▲9時間

2007年度：1993時間

2016年度：1951時間

▲42時間

2007年度：1807時間

2016年度：1720時間

▲87時間

220

225

230

235

240

245

250

255

260

年間出勤日数の推移（⽇）

建設業

製造業

調査産業計

2007年度：256日

2016年度：251日

▲5日

2007年度：238日

2016年度：234日

▲4日

2007年度：233日

2016年度：222日

▲11日

105時間

336時間

17日

29日
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全体

建築⼯事

⼟⽊⼯事

4週8休

(完2)

4週7休 4週6休 4週5休 4週4休 4週3休以下

建設業における休日の状況

◯ 建設⼯事全体では、約半数が４週４休以下で就業している状況

出典：日建協「2017時短アンケート（速報）」を基に作成

【建設業における休日の状況】
現在4週8休は

1割以下

（4週当たり）

休暇日数

5.00日

（4週当たり）

休暇日数

5.07日

（4週当たり）

休暇日数

4.78日

※建設工事全体には、建築工事、土木工事の他にリニューアル工事等が含まれる。

建設業における時間外労働規制の見直し（働き方改革関連法）

※ 発注者を含めた関係者で構成する協議会の設置など長時間労働是正に向けた必要な環境整備を推進

現行規制 見直しの内容「働き方改革関連法」（平成30年６月成立）

原則
≪労働基準法で法定≫

（１） １日８時間・１週間 40時間

（２） 36協定を結んだ場合、協定で定めた時
間まで時間外労働可能

（３） 災害その他、避けることができない事
由により臨時の必要がある場合には、
労働時間の延長が可能（労基法３３条）

≪同左≫

３６協定
の限度

≪厚生労働大臣告示：強制力なし≫

（１） ・原則、月 45時間 かつ

年 360時間

・ ただし、臨時的で特別な事情がある

場合、延長に上限なし （年６か
月まで）（特別条項）

（２）・建設の事業は、（１）の適用を除外

≪労働基準法改正により法定：罰則付き≫

（１）・原則、月 45時間 かつ 年 360時間

・特別条項でも上回ることの出来ない時間外労働時間を設定
① 年 720時間（月平均６０時間）
② 年 720時間の範囲内で、一時的に事務量が増加する場合にも

上回ることの出来ない上限を設定
a.２～６ヶ月の平均でいずれも 80時間以内（休日出勤を含む）
b.単月 100時間未満（休日出勤を含む）
c.原則（月 45時間）を上回る月は年６回を上限

（２）建設業の取り扱い
・施行後５年間 現行制度を適用
・施行後５年以降 一般則を適用。ただし、災害からの復旧・復興に

ついては、上記（１）②a.b.は適用しない（※）が、将来的には一般則
の適用を目指す。

※労基法３３条は事前に予測できない災害などに限定されているため、復旧・復興の場
合でも臨時の必要性がない場合は対象とならない

罰則：雇用主に
６か月以下の懲役

又は

３０万円以下の罰金

33



建設業の働き⽅改⾰に関する関係省庁連絡会議等について

■
開催趣旨

構成員 開催経緯等
＜平成２９年＞
○６⽉２９⽇ 第１回関係省庁連絡会議
■今後の取組の⽅向性（適正な⼯期設定、平準化、⽣産性向上等）確認

○７⽉２８⽇ 「建設業の働き⽅改⾰に関する協議会」
（主要な⺠間発注団体、建設業団体及び労働組合）を設置

■建設業団体には、下請も含めた請負契約における適正な⼯期設定や
適切な労務管理の徹底を要請

■主要な⺠間発注者には、適正な⼯期設定等を要請
○８⽉２８⽇ 第２回関係省庁連絡会議
■「適正な⼯期設定等のためのガイドライン」を策定

＜平成３０年＞
○２⽉２０⽇ 第3回関係省庁連絡会議
■関係省庁における取組状況等について説明

○7⽉2⽇ 第4回関係省庁連絡会議
■「適正な⼯期設定等のためのガイドライン」を改訂
（※）「働き⽅改⾰関連法」が成⽴（6⽉29⽇）

建設業について、時間外労働規制の適⽤に向けて、発注者を含めた関
係者による協議の下、適正な⼯期設定や適切な賃⾦⽔準の確保、週休
２⽇の推進などによる休⽇確保等に関する取組を推進するため、建設
業の働き⽅改⾰に関する関係省庁連絡会議（以下「連絡会議」とい
う。）を開催する。

平
成
29
年
6
⽉
29
⽇

↓

第
1
回
連
絡
会
議

（平成30年10⽉4⽇現在）

議 ⻑： 野上 浩太郎 内閣官房副⻑官
議 ⻑ 代 理： ⼤塚 ⾼司 国⼟交通副⼤⾂
副 議 ⻑： 古⾕ ⼀之 内閣官房副⻑官補（内政）
構 成 員：内閣府政策統括官（経済財政運営担当）

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部⻑
総務省⾃治⾏政局⻑
財務省主計局次⻑
⽂部科学省⼤⾂官房⽂教施設企画部⻑
厚⽣労働省⼤⾂官房総括審議官
厚⽣労働省労働基準局⻑
農林⽔産省⼤⾂官房総括審議官
経済産業省⼤⾂官房技術総括・保安審議官
資源エネルギー庁電⼒・ガス事業部⻑
国⼟交通省⼤⾂官房⻑
国⼟交通省⼤⾂官房技術審議官
国⼟交通省⼤⾂官房官庁営繕部⻑
国⼟交通省⼟地・建設産業局⻑
国⼟交通省鉄道局⻑
防衛省施設監

事 務 局： 内閣官房(国⼟交通省・厚⽣労働省協⼒) 34

建設業働き方改革加速化プログラム（平成30年3月20日策定・公表）

○ ⽇本全体の⽣産年齢⼈⼝が減少する中、建設業の担い⼿については概ね１０年後に団塊世代の⼤量離職が⾒込まれており、その持続可能性が危ぶまれる状況。
○ 建設業が、引き続き、災害対応、インフラ整備・メンテナンス、都市開発、住宅建設・リフォーム等を⽀える役割を果たし続けるためには、これまで
の社会保険加⼊促進、担い⼿３法の制定、i-Constructionなどの成果を⼟台として、働き⽅改⾰の取組を⼀段と強化する必要。

○ 政府全体では、⻑時間労働の是正に向けた「適正な⼯期設定等のためのガイドライン」の策定や、「新しい経済政策パッケージ」の策定など⽣産性⾰
命、賃⾦引上げの動き。また、国⼟交通省でも、「建設産業政策2017＋10」のとりまとめや６年連続での設計労務単価引上げを実施。

○ これらの取組と連動しつつ、建設企業が働き⽅改⾰に積極的に取り組めるよう、労務単価の引上げのタイミングをとらえ、平成３０年度以降、下記３
分野で従来のシステムの枠にとらわれない新たな施策を、関係者が認識を共有し、密接な連携と対話の下で展開。

○ 中⻑期的に安定的・持続的な事業量の確保など事業環境の整備にも留意。
※今後、建設業団体側にも積極的な取組を要請し、今夏を⽬途に官⺠の取組を共有し、施策の具体的展開や強化に向けた対話を実施。

⽣産性向上⻑時間労働の是正 給与・社会保険
罰則付きの時間外労働規制の施⾏の猶予期間（５

年）を待たず、⻑時間労働是正、週休２⽇の確保を図
る。特に週休２⽇制の導⼊にあたっては、技能者の多
数が⽇給⽉給であることに留意して取組を進める。

○各発注者の特性を踏まえた適正な⼯期設定を推進
する

・昨年８⽉に策定した「適正な⼯期設定等のためのガイド
ライン」について、各発注⼯事の実情を踏まえて改定す
るとともに、受発注者双⽅の協⼒による取組を推進する

・各発注者による適正な⼯期設定を⽀援するため、⼯期設
定⽀援システムについて地⽅公共団体等への周知を進め
る

○⽣産性の向上に取り組む建設企業を後押しする
・中⼩の建設企業による積極的なICT活⽤を促すため、公
共⼯事の積算基準等を改善する
・⽣産性向上に積極的に取り組む建設企業等を表彰する
（i-Construction⼤賞の対象拡⼤）
・個々の建設業従事者の⼈材育成を通じて⽣産性向上につ
なげるため、建設リカレント教育を推進する

○週休２⽇制の導⼊を後押しする
・公共⼯事における週休２⽇⼯事の実施団体・件数を⼤幅
に拡⼤するとともに⺠間⼯事でもモデル⼯事を試⾏する

・建設現場の週休2⽇と円滑な施⼯の確保をともに実現さ
せるため、公共⼯事の週休2⽇⼯事において労務費等の補
正を導⼊するとともに、共通仮設費、現場管理費の補正
率を⾒直す

・週休２⽇を達成した企業や、⼥性活躍を推進する企業な
ど、働き⽅改⾰に積極的に取り組む企業を積極的に評価
する

・週休２⽇制を実施している現場等（モデルとなる優良な
現場）を⾒える化する

技能と経験にふさわしい処遇（給与）と社会保険加
⼊の徹底に向けた環境を整備する。

○仕事を効率化する
・建設業許可等の⼿続き負担を軽減するため、申請⼿続
きを電⼦化する

・⼯事書類の作成負担を軽減するため、公共⼯事におけ
る関係する基準類を改定するとともに、IoTや新技術の
導⼊等により、施⼯品質の向上と省⼒化を図る

・建設キャリアアップシステムを活⽤し、書類作成等の
現場管理を効率化する

i-Constructionの推進等を通じ、建設⽣産システム
のあらゆる段階におけるICTの活⽤等により⽣産性
の向上を図る。

○技能や経験にふさわしい処遇（給与）を実現する
・労務単価の改訂が下請の建設企業まで⾏き渡るよう、発
注関係団体・建設業団体に対して労務単価の活⽤や適切
な賃⾦⽔準の確保を要請する

・建設キャリアアップシステムの今秋の稼働と、概ね５年
で全ての建設技能者（約３３０万⼈）の加⼊を推進する

・技能・経験にふさわしい処遇（給与）が実現するよう、
建設技能者の能⼒評価制度を策定する

・能⼒評価制度の検討結果を踏まえ、⾼い技能・経験を有す
る建設技能者に対する公共⼯事での評価や当該技能者を雇
⽤する専⾨⼯事企業の施⼯能⼒等の⾒える化を検討する

・⺠間発注⼯事における建設業の退職⾦共済制度の普及を
関係団体に対して働きかける

○社会保険への加⼊を建設業を営む上でのミニマム・
スタンダードにする

・全ての発注者に対して、⼯事施⼯について、下請の建設
企業を含め、社会保険加⼊業者に限定するよう要請する

・社会保険に未加⼊の建設企業は、建設業の許可・更新を
認めない仕組みを構築する

○限られた⼈材・資機材の効率的な活⽤を促進する
・現場技術者の将来的な減少を⾒据え、技術者配置要件の合
理化を検討する

・補助⾦などを受けて発注される⺠間⼯事を含め、施⼯時期
の平準化をさらに進める※給与や社会保険への加⼊については、週休２⽇⼯事も

含め、継続的なモニタリング調査等を実施し、下請まで
給与や法定福利費が⾏き渡っているかを確認。 ○重層下請構造改善のため、下請次数削減⽅策を検討する
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週休２日に取り組む際の必要経費の計上

○平成30年度より労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費、現場管理費について、現場閉所の状況に応じて補正
係数を乗じ、必要経費を計上
○平成30年度は週休２⽇対象⼯事の適⽤拡⼤

週休２⽇対象⼯事の拡⼤

週休２⽇⼯事の実施状況（直轄）

3,841

824
実施件数6.7倍 対象件数4.7倍

1,106件
(H29年度)

発注者指定方式

受注者希望方式

週休２⽇⼯事の実施状況（都道府県・政令市）
■H29年度：実施済３９団体
■H30年度：実施中４９団体、検討中６団体
・発注者指定 ：実施中１６団体、検討中１団体
・労務費等補正：実施中１０団体、検討中４団体
・⼯事成績評定：実施中３１団体、検討中２団体

週休２⽇の取得に要する費⽤の計上（試⾏）
■週休２⽇対象⼯事の拡⼤
災害復旧や維持⼯事、⼯期等に制約がある⼯事を除く⼯事において、週休２⽇

対象⼯事の適⽤を拡⼤

■週休２⽇の実施に伴う必要経費を計上
Ｈ３０年度より労務費、機械経費（賃料）を新たに補正対象とし、共通仮設

費、現場管理費と合わせて、現場閉所の状況に応じて補正係数を乗じ、必要経費
を計上する試⾏を実施

■⼯事成績評定による加点
４週８休を実施した⼯事について、「⼯程管理」の項⽬において加点評価

（H30年11⽉時点）港湾、航空含む

4週6休 4週7休 4週8休以上
労務費 1.01 1.03 1.05

機械経費(賃料) 1.01 1.03 1.04
共通仮設費率 1.01 1.03 1.04
現場管理費率 1.02 1.04 1.05

H28年度 H29年度 H30年度
公告件数(取組件数) 824(165) 3,841(1,106) 4,530(2,359)

実施率 20.0% 28.7% 52.0%
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建設キャリアアップシステムと建設技能者の能力評価制度（概要）

○建設キャリアアップシステムに蓄積される就業履歴や保有資格を活⽤した技能者の能⼒評価基準を策定。
○基準に基づき、技能者の技能について、４段階の客観的なレベル分けを⾏う。レベル４として登録基幹技能者、レベル３として
職⻑クラスの技能者を位置づけ。

○技能レベル（評価結果）を活⽤して、技能者⼀⼈ひとりの技能⽔準を対外的にＰＲし、技能に⾒合った評価や処遇の実現等
を図る。

レベル２

レベル３

レベル４

初級技能者
（⾒習い）

：
中堅技能者
（⼀⼈前）

職⻑として現場に
従事できる者

⾼度なマネジメント
能⼒を有する者

（登録基幹技能者等）

※専⾨⼯事業団体等が職種毎の能⼒評価基準を策定

経験年数 □年

○技能の対外的ＰＲ

建設キャリアアップ
システム

・資格を登録
・カードをリーダーにかざし
就業履歴を蓄積

○経験（就業⽇数）

○知識・技能（保有資格）

○マネジメント能⼒
（職⻑や班⻑としての
就業⽇数 など）

能⼒評価基準（※）を
策定し、レベルを判定

キャリアアップシステムと
連携したレベル判定システ
ム（仮称）を構築・活⽤

レベル１

経験年数 ○年

○○技能講習

１級□□技能⼠

班⻑経験 □年

経験年数 ★年

登録基幹技能者

職⻑経験 ★年

業界横断的な経験・技能の蓄積 技能の客観的なレベル分け

技能レベル（評価結果）を活用した処遇改善等

○キャリアパスの明確化 ○専⾨⼯事企業の施⼯能⼒のＰＲ

若年層の⼊職拡⼤・定着促進

レベルに応じて
カードも⾊分け

取引先や顧客にＰＲ（価格交渉⼒の強化）

キャリアアップに必要な経験や
技能が明らかに

⾼いレベルの職⼈を育て、雇⽤する企業が選ばれていく

発注者
（公共・⺠間）

元請企業

エンド
ユーザー⼈材育成に取り組み、

⾼い施⼯能⼒を有していることをＰＲ

所属する技能者のレベルや
⼈数に応じた評価を⾒える化
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【目標・効果】
建設業における働き方改革の実現を通じて、女性や若年層など将来における担い手を確保

（１）長時間労働の是正 （工期の適正化等）
■ 中央建設業審議会が、工期に関する基準を作成・勧告。

また、著しく短い工期による請負契約の締結を禁止し、
違反者には国土交通大臣等から勧告等を実施。

■ 公共工事の発注者に、必要な工期の確保と施工時期の
平準化のための方策を講ずることを努力義務化。

（２）現場の処遇改善

■ 建設業許可の基準を見直し、社会保険への加入を要件化。

■ 下請代金のうち、労務費相当分については現金払い。

（１）限りある人材の有効活用と若者の入職促進
■ 工事現場の技術者に関する規制を合理化。

（ⅰ）元請の監理技術者に関し、これを補佐する制度を創
設し、技士補がいる場合は複数現場の兼任を容認。

（２）建設工事の施工の効率化の促進のための環境整備
■ 建設業者が工場製品等の資材の積極活用を通じて生産性を向上できるよう、資材の欠陥に伴い

施工不良が生じた場合、建設業者等への指示に併せて、国土交通大臣等は、建設資材製造業者に
対して改善勧告・命令できる仕組みを構築。

＜元請の監理技術者＞

３．持続可能な事業環境の確保
■ 経営業務に関する多様な人材確保等に資するよう、経営業務管理責任者に関する規制を合理化（※）。

※ 建設業経営に関し過去５年以上の経験者が役員にいないと許可が得られないとする現行の規制を見直し、
今後は、事業者全体として適切な経営管理責任体制を有することを求めることとする。

■ 合併・事業譲渡等に際し、事前認可の手続きにより円滑に事業承継できる仕組みを構築。

法案の概要
１．建設業の働き方改革の促進

２．建設現場の生産性の向上

（ＫＰＩ）・建設業入職者数：４万人（2017年度）→5.5万人（2023年度） （1.5万人純増）
・技術者・技能労働者の週休２日の割合

：技術者8.5％（2017年度）、技能労働者47％（2018年度）→原則100％（2024年度）
・下請代金のうち、少なくとも労務費相当分を現金払いとする割合：91.4％（2018年度）→100％（2025年度）

建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律

（ⅱ）下請の主任技術者に関し、一定未満の工事金額等の
要件を満たす場合は設置を不要化。

＜下請の主任技術者＞
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働き方改革実現に向けた週休二日の取得に関する取組について

【直轄工事における週休二日取得の取り組み】

 施工時期の平準化

 適正な工期設定

・週休二日算定が可能な「工期設定支援システム」の導入

・工事着手準備期間・後片付け期間の見直し

・余裕期間制度の活用

 週休二日を考慮した労務費、機械経費（賃料）、

間接費の補正

週休二日を実施するための環境整備を行い
週休二日対象工事を拡大

【地方公共団体への展開】
 国土交通省の取り組みを地方公共団体等にも普及することにより、公共工事全般への拡大を推進

対象工事件数 実施件数

平成29年度 ３，８４１件 １，１０６件

平成30年度 ４，５３０件 ２，３５９件

＜週休二日対象工事＞
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（H30年11⽉時点）港湾、航空含む



適正な工期の設定について

（１） 工期設定支援システムの活用

（２） 十分な工期の確保 （準備期間・後片付け期間の設定見直し）

（３） 工事工程の受発注者間の共有

（４） 余裕期間制度の活用

⇒ システムの活用により、工期の算定方法を統一するとともに、過去の類似工事
実績と比較して工期が妥当であることを確認

また、クリティカルを共有し、工期に対する責任の所在を明確化することで、
柔軟に工期延期を行い、施工に必要な適正日数を確保できる環境を整備する

課 題

対 応 案

週休２日等、休日を考慮して工期を設定しているが、受注者の実働
日数を比較すると、発注者の工期設定が短い場合がある

⇒ 誰が算定しても適正な工期を設定できる環境整備が必要
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工期設定支援システムの活用

工期設定支援システムの主な機能

工程表作成支援システム（イメージ）

① 歩掛毎の標準的な作業日数を自動算出
② 雨休率、準備・後片付け期間の設定
③ 工種単位で標準的な作業手順による工程を自動作成
④ 工事抑制期間の設定
⑤ 過去の同種工事と工期日数の妥当性のチェック

○ 工期設定に際し、歩掛かり毎の標準的な作業日数や、標準的な作業手順を自動で算出する
工期設定支援システムを作成

○ 平成29年度より維持工事・緊急対応工事等を除き原則的に全ての土木工事で適用
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十分な工期の確保

○ 準備に要する期間は、主たる工種区分毎に以下に示す期間を最低限必要な日数とする。
○ 以下に記載がない工種区分については、３０日を最低必要日数とすることを基本とする。
○ 後片付け期間は、２０日を最低必要日数することを基本とする。

準備期間・後片付け期間の設定見直し

42

※１ 通年維持工事は除く
※２ ダム本体工事を含む工事に限る

施工当初段階において、受発注者間で工事工程のクリティカルパスと関連する未解決課題の
対応者及び対応時期について共有することをルール化。

（平成29年度より維持工事・緊急対応工事等を除き原則的に全ての土木工事で適用）

＜工事工程共有の流れ＞

① 発注者が示した設計図書を踏まえ、受注者が施工計画書を作成。
② 施工計画に影響する場合は、その内容と受発注者の責任を明確化。
③ 施工途中に受注者の責によらない工程の遅れが発生した場合には、

それに伴う必要日数について工期変更を実施。

担当者 事項 ○月 ○月 ○月 ○月 ○月 ○月 ○月

施工者 ○○工

○○工

○○工

○○工

発注者 支障物件移設

○○協議

工事工程の受発注者間の共有
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【平成２９年度】建設現場での「週休２日」の取り組み状況
平成31年3月20日現在

平成2９年度

※ 施工中 ４３件は除く

※ 残りは未回答 44

【平成３０年度】建設現場での「週休２日」の取り組み（予定含む）状況
平成31年3月20日現在

平成３０年度

※ 施工中 １９７件は除く
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【平成３１年度】週休２日に取り組む際の必要経費の計上（継続）

※ 元下問わず参加しているすべての企業で適正な価格での下請契約、賃⾦引上げの取組が浸透するよう、発注
部局と建設業所管部局で連携

■補正係数
平成29年度
4週8休以上

労務費 －
機械経費（賃料） ー
共通仮設費率 1.02
現場管理費率 1.04

平成30、31年度
4週6休 4週7休 4週8休以上
1.01 1.03 1.05
1.01 1.03 1.04
1.01 1.03 1.04
1.02 1.04 1.05

※ 建築⼯事は、労務費の補正のみ

○ 週休２⽇で施⼯する場合には、現状より⼯期が⻑くなり、現場事務所等の⼟地代や安全施設のリース
代等を含む共通仮設費や現場技術者の給与等を含む現場管理費、機械経費が官積算の計上額とか
い離する可能性

○週休２⽇の実現に向けた環境整備として、現場閉所の状況に応じた労務費、機械経費（賃料）、共
通仮設費、現場管理費の補正係数を継続

○対象期間内の現場閉所⽇数には、降⾬、降雪等による予定外の現場閉所⽇も含める

※ 平成３1年度の補正係数は、平成３1年４⽉１⽇以降に⼊札⼿続きの開始を⾏う⼯事から適⽤する。
46

「週休２日」を達成、「働き方改革」に取り組んだ工事に対し、工事成績を加点評価

○ 「週休２⽇」を達成した場合は、⼯事成績評定で加点
・主任技術評価官：４週６休以上を達成した場合は、⼯程管理で最⼤１．６点加点
・総括技術評価官：４週８休以上を達成した場合は、⼯程管理で最⼤０．４点加点
○他の模範となるような「働き⽅改⾰」に取り組んだ場合は、⼯事成績評定で加点
・主任技術評価官：「週休２⽇（４週８休以上）の確保に向けた企業の取り組み」、「若⼿や⼥性技術者の登⽤

など、担い⼿確保に向けた取り組み」が図られた場合は、創意⼯夫で
最⼤０．８点加点

○「週休２⽇」及び「働き⽅改⾰」に取り組んだ場合は、最⼤２．８点加点

H３０年度

○週休２日（４週８休以上）に対する企業の取り組み
○若手や女性技術者の登用など、担い手確保

H２９年度

主任技術評価官（創意工夫）：最大０．８点

４週８休総括技術評価官（工程管理）：最大０．４点

主任技術評価官（工程管理）：最大１．６点

４週８休

４週７休

４週６休

４週８休

４週７休

４週６休

※

※

※

※

※4週７休、４週６休の加点は、九州管内企業のみ参加できる⼯事が対象 47



週休２日交替制モデル工事（仮称）の試行

週休２⽇交替制モデル⼯事（仮称）の試⾏

○建設業の働き⽅改⾰を推進し、休⽇確保に向けた環境整備とし、新たな取り組みを試⾏
【対象⼯事】
⼯事内容：維持⼯事及び施⼯条件により、⼟⽇・祝⽇等の休⽇に作業が必要となる⼯事等
発注⽅式：新規発注⼯事は、「受注者希望⽅式」とする

【積算⽅法（補正係数）】
・補正対象は、労務費とし、現場に従事した全ての技術者、技能労働者の休⽇確保状況に応じて変更時に補
正する

※現場施⼯体制（技術者・技能労働者）の確保に特別な費⽤等が必要となる場合は、協議できるものとする

休⽇率（％）＝ 技術者・技能労働者の平均休⽇数 ÷ ⼯期
※休⽇率は、全ての技術者、技能労働者の平均とする

休⽇率 4週6休以上7休未満
(21.4%以上25.0%未満)

4週7休以上8休未満
(25.0%以上28.5%未満)

4週8休以上
(28.5%以上)

労務費 1.01 1.03 1.05

⼯ 事
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建設現場における「週休２日」、「働き方改革」に係る制度設計について（その１）

【平成３０年度～ 制度設計ポイント】

①４週６休、４週７休、４週８休以上の取組内容に応じて間接工事費の
割増補正改定、労務費、機械経費（賃料）の割増補正追加。

②４週８休以上の取組を行った工事に対して考査項目別運用表総括技術
評価官工程管理において、最大０．４点の加点評価の追加。

③「４週８休以上の確保に向けた受注者の取組（社員教育や情報共有方
法等）」、「若手（３５歳以下）や女性技術者の登用など、担い手の
確保に向けた取組」に対して、考査項目別運用表 主任技術評価官
創意工夫において最大０．８点の加点評価の追加。
これにより、工事成績を最大２．８点加点評価。

④発注者が受注者に対して、「４週８休以上」に取組むことを指定する
発注者指定工事 （受注者の責により達成できなかった場合は減点措
置）、受注者が工事受注後に「４週６休」、「４週７休」、「４週８
休以上」のいずれかに取組む旨を協議した上で週休２日に取組む受注
者希望工事に区分。
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建設現場における「週休２日」、「働き方改革」に係る制度設計について（その２）

【平成３０年度～ 制度設計ポイント】

⑤降雨、降雪等による予定外の現場閉所日も休日に含めるよう改定。
⑥現場閉所日において、災害時や現場見学会等で発注者が作業を要請し
た場合は現場閉所日とする。

⑦祝祭日・年末年始休暇（６日間)・夏期休暇（３日間）は､現場閉所の
対象としない。（別紙「祝祭日等における現場閉所」参照）

⑧「週休２日・働き方改革」、「女性技術者等の現場配置」に取組まれ
た工事に対しては、取組み内容に応じて成績評定通知と併せて「別紙
１」、「別紙２」を通知。
なお、週休2日は工期内に週休２日相当の現場閉所率を確保していれば
達成となり、また、現場閉所日は必ずしも土曜又は日曜とは定めてい
ません。

⑨現場閉所率の割合は、以下の通り。
・４週８休以上：２８．５％〔8日/28日〕以上
・４週７休以上４週８休未満：２５％〔7日/28日〕以上２８．５％未満
・４週６休以上４週７休未満：２１．４％〔6日/28日〕以上２５％未満
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月
日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

曜日 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

祝祭日等 祝 祝

計画 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休
計画日数 ① 1 2 3 4 5 6 ② 7 8

実績 休 休 休 休 休 雨 休 休 休 休

実績日数 1 2 3 4 5 6 7 8

月
日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

祝祭日等 祝 振

計画 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休
計画日数 9 10 11 12 13 14 15 ③ 16 ❶ ❷ ❸

実績 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休
実績日数 9 10 11 12 13 14 15

月
日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

祝祭日等 祝

計画 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休

計画日数 ❹ ❺ ❻ 17 18 19 20 21 ④ 22 23 24 25

実績 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 雨 休 休 休 休 休

実績日数 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Ｈ３０年１２月

年末休暇

年始休暇

Ｈ３０年１１月

Ｈ３１年１月

考え方のポイント

※夏期休暇（３⽇間）も年末年始休
暇の考え⽅と同じ

建設現場における「週休２日」、「働き方改革」に係る制度設計について（その３）

＜具体的な事例の条件（４週８休の場合）＞ ４週８休達成率＝８／２８＝２８．５％以上(全体工期)
工期：１１月１日～１月３１日（９２日間）、年末年始休暇：６日（カレンダーの❶～❻）
祝日：４日（カレンダーの①～④）、工期内対象日数＝９２(工期)－４(祝日)－６(年末年始)＝８２日
計画必要休暇日数＝８２✕０．２８５＝２３．４≒２４日以上で達成

●計画休暇日数＝２５日 ⇒ ２５／８２＝３０．５％≧２８．５％達成
●実績休暇日数＝２８日 ⇒ ２８／８２＝３４．１％≧２８．５％達成

3) ⽇曜⽇に祝⽇がある場合の振替
休⽇（⽉曜）は現場閉所⽇の対象
となる。

1) 祝⽇は現場閉所の対象外となる
ので、休んでいても現場閉所⽇にカウ
ントしない。

5) 年末年始休暇は現場閉所の対
象外となるので、休んでいても現場閉
所⽇にカウントしない。

4) 年末年始休暇は６⽇を超えた休
暇は、現場閉所⽇としてカウント可能

6) 例えば、⼯期末に余裕ができ、ま
とめて休暇を取得しても、現場閉所⽇
としてカウント可能。

2) ⾬による突発的な現場閉所⽇も
カウント可能。
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建設現場における「週休２日」、「働き方改革」に係る制度設計について（その４）

「祝祭日等における現場閉所」について

・例１：土日を現場閉所として週休２日に取組む場合で、土日曜が祝祭日の場合の扱
い

→ 土日、祝祭日、夏期（３日）・年末年始休暇（６日）以外に振替日を設
ける
（降雨、降雪等による予定外の現場閉所日も振替日として可能）

・例２：祝祭日のため現場閉所していたが、発注者より災害復旧工事に対する要請が
あったため、現場閉所が出来ない場合

→ 発注者が作業を要請した場合は現場閉所日として扱う

・例３：現場閉所日に現場パトロール、保守点検等の現場管理上必要な作業を行った
場合の扱い
→ 現場パトロール、保守点検等の現場管理上必要な作業であれば現場閉所

として扱う

別 紙
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建設現場における「週休２日」、「働き方改革」に係る制度設計について（その５）

53



働き方改革・建設現場の週休２日応援サイトの立ち上げ

○適正な⼯期の設定等を通じた週休２⽇の確保等の取組みが公共・⺠間問わず多くの⼯事へ広がるよ
う、週休２⽇確保に関する通達をはじめとした関連情報等を掲載する「週休２⽇応援サイト」を
H29.11.1に開設（http://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000041.html）

○あわせて、受発注者の情報を双⽅向で発信するFacebookページを開設し、建設現場における働き
⽅改⾰をさらに促進

Website掲載情報
１．週休２⽇応援ツール
⼯期の適正な設定等、週休2⽇の確保等を⽀援する情報を掲載
①⼯期設定⽀援システム
歩掛かり毎の標準的な作業⽇数や標準的な作業⼿順を⾃動算出し⼯期設定
を⽀援

②週休２⽇を考慮した間接費
共通仮設費1.02倍、現場管理費1.04倍に補正

③実態を踏まえた⼯事着⼿準備期間・後⽚付け期間
準備や後⽚付けに必要な⽇数を⼯種毎に設定

週休2⽇応援サイトのバナー

Facebookによる情報発信

国⼟交通省技術調査課をはじめ、
関係ホームページにバナーを掲載

２．週休２⽇確保に向けた発注者の取組み
地⽅整備局をはじめとした各発注者による、週休2⽇対象⼯事の発注
など、働き⽅改⾰に関する取組み状況を掲載

３．「働き⽅改⾰・建設現場の週休２⽇」Facebookページ
国⼟交通省の取組み等に加え、建設企業が現場で実施している⼯夫
などを、写真等を活⽤しつつ、情報発信
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令和元年度における「ＩＣＴ活用及び週休2日」の対象工事

2019年3月18日
建設通信新聞
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国土交通省では、建設現場において男女ともに働きやすい環境とするため、ワーク・ライフ・バラ

ンスを推進できる環境整備を進めてきたところです。

建設現場においても、女性技術者等に不評であったトイレについて、平成28年10月1日以降に

入札手続きを開始する土木工事から「快適トイレ（女性も活用しやすいトイレ）」を原則化することと

し、「快適トイレ」の標準仕様を決定しました。（平成28年8月4日記者発表）

「快適トイレ」が、全国の自治体へ広まり、全ての建設現場の環境改善につながることを期待して

います。

また、レンタルが中心の建設現場の仮設トイレが「快適トイレ」に変わることにより、災害時に避難

所等に持ち込まれる仮設トイレも変わるといった副次的効果も期待しています。

現場環境の整備（快適トイレの導入）
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現場環境の整備（「快適トイレ」の標準仕様）

快適トイレの標準仕様

１．トイレに求める機能 ２．付属品として備えるもの
①洋式便座

②水洗（簡易水洗も含む）、又は、し尿処理
装置付き

③臭い逆流防止機能付き（フラッパー機能付き）

（必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取ること）

④容易に開かない施錠付き（二重ロック等）

（二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製
造者が説明出来るもの）

⑤照明設備（電源がなくても良いもの）

⑥衣類掛け等のフック付きまたは荷物置き
場の設備付き（耐荷重5kg以上）

⑦男女別の明確な表示（女性が現場にいる場合に必須）

⑧入口の目隠し版の設置
（男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等）

⑨サニタリーボックス（女性専用トイレに限る）

⑩鏡付き洗面台
⑪便座除菌シート等の衛生用品

３．推奨する仕様、付属品
⑫室内寸法900mm×900mm以上（半畳程度以上）

⑬擬音装置
⑭着替え台（フィッティングボード等）
⑮フラッパー機能の多重化
⑯窓など室内温度の調整が可能な設備
⑰小物置き場等（トイレットペーパー予備置き場）

※１及び２の項目は、必ず備えるものとする
※３の項目は、無くても良いが、あればより快適に使用出来ると思われるもの
※快適トイレに関する費用は、45,000円／基・月を上限に男女別で設置した場合は、２基まで費用計上します。

上限を超える費用については、受注者は、積算項目内の「イメージアップ経費（率分）にて計上可能とします。

「快適トイレ」とは、以下の標準仕様を満⾜したトイレとし、平成２８年１０⽉１⽇以
降に⼊札⼿続きを開始する直轄⼟⽊⼯事から導⼊します。
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※③フラッパー機能

⑭

⑨

現場環境の整備（快適トイレの標準仕様イメージ）

快適トイレの標準仕様

１．トイレに求める機能

①洋式便座
②水洗機能（簡易水洗、し尿処理装置を含む）
③臭い逆流防止機能（フラッパー機能）
（必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取る
こと）

④容易に開かない施錠機能（二重ロック等）
（二重ロックの備えがなくても容易に開かない
ことを製造者が説明出来るもの）

⑤照明設備（電源がなくても良いもの）
⑥衣類掛け等のフック付、又は、荷物置き場

設備機能（耐荷重５kg以上）

２．付属品として備えるもの

⑦現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
⑧入口の目隠しの設置（男女別トイレ間も含め入
口が直接見えないような配置等）

⑨サニタリーボックス（女性専用トイレに限る）
⑩鏡付きの洗面台
⑪便座除菌シート等の衛生用品

３．推奨する仕様、付属品

⑫室内寸法900×900mm以上（半畳程度以上）
⑬擬音装置
⑭着替え台（フィッティングボード等）
⑮フラッパー機能の多重化
⑯窓など室内温度の調整が可能な設備
⑰小物置き場等（トイレットペーパー予備置き場）
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快適トイレ設置事例

■ 道路事業での設置事例

○現場の声
・便座用消毒薬を備え付けてあるので、清潔に使用できる。
・擬音機能が付いており、外の人を気にしなくてすむ。
・室内が広くて圧迫感がなく、感知式ライト及び小窓により明るく快適。
・ほとんど臭いがなく、不快にならない。
・更衣室があり、フックも備えてあるので上着・ヘルメット等もかけられてよい。
・手洗い場がトイレとは別に設置してあるので、衛生的である。

ゆったりとした便座まわり
臭い逆流防止機能付

便座用消毒薬と擬音スイッチ
感知式LEDライトと

小窓

更衣室と小窓

鏡付き洗面台

設 置 全 景
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

４．i-constructionの取り組みについて

, Kyusyu Regional Development Bureau
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労働力過剰を背景とした生産性の低迷

○ バブル崩壊後の投資の減少局面では、建設投資が労働者の減少をさらに上回って、ほぼ一
貫して労働力過剰となり、省力化につながる建設現場の生産性向上が見送られてきた。

建設業就業者

建設投資額

建設投資額および建設業就業者の増減

建
設

投
資

額
が

ピ
ー

ク
で

あ
る

平
成

４
年

を
１

０
０

と
し

た
場

合
の

値

建設就業者数
500万人（27年平均）

建設就業者数のピーク
685万人（9年平均）

建設投資のピーク
84.0兆円（4年度）

建設投資
48.5兆円（27年度（見込み））

27%減

42%減
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建設産業の現状と課題

（年度）出所：国土交通省「建設投資見通し」・「建設業許可業者数調査」、総務省「労働力調査」
注１ 投資額については2014年度まで実績、2015年度・2016年度は見込み、2017年度は見通し
注２ 許可業者数は各年度末（翌年３月末）の値
注３ 就業者数は年平均。2011年は、被災３県（岩手県・宮城県・福島県）を補完推計した値について2010年国勢調査結果を基準とする推計人口で遡及推計した値

○ 建設投資額はピーク時の1992年度：約84兆円から2010年度：約41兆円まで落ち込んだが、その後、増加に転じ、
2017年度は約55兆円となる見通し（ピーク時から約35％減）。

○ 建設業者数（2016年度末）は約47万業者で、ピーク時（1999年度末）から約23％減。
○ 建設業就業者数（2017年平均）は498万人で、ピーク時（1997年平均）から約27％減。
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（兆円） （千業者、万人）

就業者数のピーク
685万人（1997年平均）

就業者数
ピーク時比
▲27.3%

498万人
（2017年平均）

465千業者
（2016年度末）

許可業者数
ピーク時比
▲22.6%

建設投資
55.0兆円

建設投資
ピーク時比
▲34.5％

許可業者数のピーク
601千業者（1999年度末）

建設投資のピーク
84.0兆円（1992年度）
就業者数：619万人
業者数：531千業者
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労働力過剰時代から労働力不足時代への変化

○ 技能労働者約340万人のうち、今後10年間で約110万人（約3割）が高齢化等により離職の可能性
○ 若年者の入職が少ない（29歳以下は全体の約1割）

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

15～19歳

20～24

25～29

30～34

35～39

40～44

45～49

50～54

55～59

60歳以上

2014年度 就業者年齢構成

資料：（一社）日本建設業連合会「再生と進化に向けて」より作成

技能労働者
約１１０万人が
離職の可能性
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3.6%

5.4%

7.1%

7.1%

10.7%

8.9%

7.1%

8.9%

23.2%

1.8%

1.8%

3.6%

1.8%

1.8%

1.8%

3.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

15～19歳

20～24

25～29

30～34

35～39

40～44

45～49

50～54

55～59

60歳以上

2018年 就業者年齢構成（九州）
男性 女性

（６万人）

（５万人）

（６万人）

（８万人）

（５万人）

（５万人）

（３万人）

（２万人）

（１万人）

技能労働者等
約２６万人が
従事している。

労働力過剰時代から労働力不足時代への変化（九州版）

○ 九州においては、技能労働者等約55万人のうち、50歳以上の従事者は約26万人（約５割）と
なっている 。

○ 若年者の入職が少ない（29歳以下は全体の約1割）

出典： 総務省労働力調査(2018年1月～12月)より国土交通省が算出

（１５万人）
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i-Construction ～建設業の生産性向上

出典：首相官邸ホームページ
（http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/actions/201609/12mirai_toshi.html） 66

i-Constructionとは？

建設現場の宿命？あきらめ？

プロセス全体でムダを省いて最適を目指そう！
→ 全体最適の導入（コンクリート工の規格の標準化等）

安定した経営のため制度・手続きを見直そう！
→ 施工時期の平準化

最新技術で現場の生産管理を実現しよう！
→ ICTの全面的な活用（ICT土工）

IoTを活用IoTを活用

「一品受注生産」、「現地屋外生産」、「労働集約型生産」

希望が持てる新たな建設現場の実現 給料が良い、休暇が取れる、希望が持てる

生産方式を変えたり、自動化やロボット化といった
製造業のような取り組みは難しいなぁ

全ての建設現場に「i‐Construction」の取組を浸透させていくことが重要

ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
施
策

きつい、危険、給料が安い、休暇が取れない
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i-Construction トップランナー施策

ICTの全面的な活用（ICT土工） 施工時期の平準化

○ 公共工事は第1四半期(4～6月)
に工事量が少なく、偏りが激し
い。

○適正な工期を確保するための２
か年国債を設定。H29当初予算に
おいてゼロ国債を初めて設定。

平準化

○設計、発注、材料の調達、加工、組立等の
一連の生産工程や、維持管理を含めたプロ
セス全体の最適化が図られるよう、全体最適
の考え方を導入し、サプライチェーンの効率
化、生産性向上を目指す。

○H28は機械式鉄筋定着および流動性を高

めたコンクリートの活用についてガイドライン
を作成。

○部材の規格（サイズ等）の標準化により、プ
レキャスト製品やプレハブ鉄筋などの工場製
作化を進め、コスト削減、生産性の向上を目
指す。

プレキャストの進

化

©大林組

©三井住友建設

（例）定型部材を組み合わせた施工

（例）鉄筋のプレハブ化、埋設型枠の活用現場打ちの効率化

全体最適の導入
（コンクリート工の規格の標準化等）

クレーンで設置 中詰めコン打設

クレーンで設置

○調査・測量、設計、施工、検査等のあ
らゆる建設生産プロセスにおいてICT
を全面的に活用。

○３次元データを活用するための１５の
新基準や積算基準を整備。

○国の大規模土工は、発注者の指定
でICTを活用。中小規模土工について
も、受注者の希望でICT土工を実施可
能。

○全てのICT土工で、必要な費用の計
上、工事成績評点で加点評価。

ドローン等を活用
し、調査日数を削
減

３次元設計データ
等により、ICT建
設機械を自動制御
し、建設現場の
ICT化を実現。

３次元測量点群デー
タと設計図面との差
分から、施工量を自
動算出

【建設現場におけるICT活用事例】
規格の標準化 全体最適設計 工程改善

コンクリート工の生産性向上のための３要素

《3次元測量》

《ICT建機による施工》

《3次元データ設計図》

出典：建設総合統計より算出
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i‐Constructionの「貫徹」の取組

 施工時期等の平準化

 ｢機械式鉄筋定着工法｣等の要素技術のガイドライン、埋設型枠・
プレハブ鉄筋に関するガイドライン、コンクリート橋のプレキャスト
化ガイドライン等の策定

 全体最適の導入（ｺﾝｸﾘｰﾄ工の規格の標準化等）

 平準化のための２カ年国債及びゼロ国債について、
H29:約2900億円、H30:約3100億円、H31:約3200億円

 地域単位での発注見通しの統合・公表 等

 ICTの活用拡大 ※H28トップランナー施策

 H28より土工、H29より舗装工・浚渫工・i-Bridge(試行)、H30より
維持管理分野・建築分野（官庁営繕）・河川浚渫等へ導入

 自治体をフィールドとしたモデル事業の実施 等

Ｈ３０までの取り組み

 産学官民の連携強化
 i-Construction推進コンソーシアム設立（H30.1）、本省にて

ニーズ・シーズのマッチングを実施し、取組を地方整備局に拡大
 建設現場のデータのリアルタイムな取得・活用などを実施するモ

デルプロジェクトを開始（H30.10～）

 普及・促進施策の充実
 各整備局等に地方公共団体に対する相談窓口を設置
 i-Construction大賞（大臣表彰制度）を創設(H29.12)
 i-Constructionロゴマークを作成(H30.6)

 3次元データの収集・利活用
 3次元データ利活用方針の策定（H29.11）
 ダム、橋梁等の大規模構造物設計へ3次元設計の適用を拡大

ICTの活用拡大
・ 工事の大部分でICT施工を実施するため、地盤改

良工、付帯構造物工など3工種を追加し、20を超え
る基準類を整備

・ 上記基準を適用する「ICT-Full活用工事」を実施

中小企業への支援
・ 小規模土工の積算基準を改善

i-Constructionモデル事務所等を決定
・i-Constructionモデル事務所
事業全体でBIM/CIMを活用しつつ、ICT等の新技術の導入

を加速化させる「３次元情報活用モデル事業」を実施

・i-Constructionサポート事務所
「ICT-Full活用工事」を実施するとともに、

地方公共団体や地域企業の取組をサポート

H31「貫徹」の年の新たな取り組み

公共事業のイノベーションの促進
・ 新技術導入促進調査経費を拡大し、測量に係る

オープン・イノベーションを実施

・ 革新的社会資本整備研究開発推進事業等によりイ
ンフラに係る革新的な産・学の研究開発を支援 69



i-Constructionの貫徹に向けたモデル事務所の決定について

 i-Constructionを⼀層促進し、平成31年の「貫徹」に向け、３次元データ等を活⽤
した取組をリードする直轄事業を実施する事務所を決定。

 これにより、設計から維持管理までの先導的な３次元データの活⽤やICT等の新技術
の導⼊を加速化。

 調査・設計から維持管理までBIM/CIMを活⽤しつつ、3次元データの活⽤やICT等の
新技術の導⼊を加速化させる『３次元情報活⽤モデル事業』を実施。

 集中的かつ継続的に3次元データを利活⽤することで、事業の効率化を⽬指す。

 国⼟交通省直轄事業において⼯事の⼤部分でICTを活⽤する『ICT-Full活⽤⼯事』の
実施など、積極的な３次元データやICT等の新技術の活⽤を促進。

 地⽅公共団体や地域企業のi-Constructionの取組をサポートする事務所として、
i-Constructionの普及・拡⼤を図る。

★ その他、全事務所において
 ICT⼟⼯をはじめとする建設分野におけるICTの活⽤拡⼤など、i-Constructionの原則実施
を徹底し、国⼟交通省全体でi-Constructionの貫徹に向けた着実な取組を推進。

※ モデル事務所を含む。

① i-Constructionの取組を先導する「i-Constructionモデル事務所」 （全国10事務所）

② ICT-Full活⽤⼯事の実施や地域の取組をサポートを⾏う「i-Constructionサポート事務所」
（全国53事務所※）
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南部国道

小樽開発建設部

青森河川国道

岩手河川国道
秋田河川国道

鳴瀬川総合開発工事

仙台河川国道
山形河川国道

福島河川国道

日光砂防

下館河川

大宮国道

東京国道

横浜国道

甲府河川国道

千葉国道

静岡国道

信濃川河川

高崎河川国道

八ッ場ダム工事

富山河川国道

金沢河川国道

高山国道

土佐国道

宮崎河川国道大隅河川国道

熊本河川国道

福岡国道

佐賀国道

長崎河川国道

山口河川国道

広島国道 岡山国道

松江国道

鳥取河川国道

奈良国道

浪速国道

紀南河川国道

徳島河川国道

豊岡河川国道
福知山河川国道

福井河川国道

滋賀国道

長野国道

新丸山ダム工事

愛知国道

紀勢国道

大分河川国道

松山河川国道

富士砂防

立野ダム工事

サポート事務所

モデル事務所

モデル事務所・サポート事務所について

天竜川上流河川

（モデル事務所を含む）

モデル事務所 ３次元情報活⽤モデル事業

⼩樽開発建設部 ⼀般国道５号 倶知安余市道路

鳴瀬川総合開発⼯事事務所 鳴瀬川総合開発事業

信濃川河川事務所 ⼤河津分⽔路改修事業

甲府河川国道事務所
新⼭梨環状道路

中部横断⾃動⾞道

新丸⼭ダム⼯事事務所 新丸⼭ダム建設事業

豊岡河川国道事務所
円⼭川中郷遊⽔地整備事業

北近畿豊岡⾃動⾞道 豊岡道路

岡⼭国道事務所 国道２号⼤樋橋⻄⾼架橋

松⼭河川国道事務所 松⼭外環状道路インター東線

⽴野ダム⼯事事務所 ⽴野ダム本体建設事業

南部国道事務所 ⼩禄道路

香川河川国道 71



『i‐Construction』の取組をリードするモデル事務所

72

『i‐Constructionサポート事務所』について
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中小企業・地方公共団体への支援策

②ニーズに沿った3次元施⼯データの提供等
・地⽅整備局技術事務所等によるサポート体制の充
実と3次元データの提供等の⽀援等

③ICTに関する研修の充実等
・３次元データの作成実習等の充実
・“専任”の明確化の再周知による、監理技術者等の
ICTに関する研修への参加しやすい環境づくり

○ i-Constructionの中小企業への浸透を更に進めていくためには、中小企業において負担が大
きい、ICTの導入や人材育成等への支援が必要

○中小企業がICT施工を実施しやすい環境を構築するため、企業のICT実施状況を踏まえつつ、
支援策を順次展開

（⽀援イメージ例）
3次元測量・設計データ作

成
ICT施工

従来 施工業者（外注含む） 施工業者

今回 地方整備局等 未経験企業等

3次元
データ

データ提供

④地⽅公共団体への⽀援
・モデル事業における補助⾦等の活⽤

①⼩規模⼟⼯等の実態を踏まえた積算へ改善
・中⼩企業がICTを活⽤しやすい環境を整備
・ICT施⼯の実態を調査し、⼩規模施⼯をはじめ実態を踏ま
えた積算が可能となるよう、ICT建機の利⽤割合を現場に
応じて設定できる積算に改善（従来、掘削⼯におけるICT
建機の利⽤割合は25%で⼀律）

従来型の建機 ICT建機

現地状況等に応じて、ICTと従来型の建機を使⽤

荒掘削・積込 仕上げ、整形
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ＭＣ／ＭＧ施工
・重機の日当たり

施工量約1.5倍
・作業員 約1/3

ICT活用工事

設計図に合わせ
丁張り設置

検測と施工を繰り
返して整形

丁張りに合わせて
施工

測量
設計・

施工計画
検査従来施工

測量の実施

平面図 縦断図

横断図

設計図から施工
土量を算出

施工

❷ドローン等による３次元計測基
準の整備測量

情報化施工
活用工事 ３次元

データ作成

書類による検査

測量 検査

❹数量算
出の３次
元化

施工者の任意データ

施工

❷３次元計測

３次元ﾃﾞｰﾀ
修正

❶３次元ﾃﾞｰﾀの契
約図書化

ドローン等による写真測量等により、短時間
で面的（高密度）な３次元測量を実施。

❶３次元ﾃﾞｰﾀの契約図書化

設計・
施工計画

❸３次元
出来形管
理

書類作成

❺３次
元ﾃﾞｰﾀ
の納品

❻３次元
ﾓﾃﾞﾙによ
る検査

❸３次元出来形管理
基準の整備

多点観測を前提とした面的な施
工管理基準の設定

❻３次元ﾓﾃﾞﾙによる検査基
準の整備

平均値

施工段階の一連の利用の前提として、
施工前に契約図書を３次元化。

３次元設計ﾃﾞｰﾀとの差を面的
に評価する

契約図書化
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ICTの全面的な活用（ICT土工）の概要



新基準の導入（ＩＣＴの全面的な活用（ICT土工））
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基準

番号

基準

番号

基準

番号

基準

番号

基準

番号

基準

番号

基準

番号

基準

番号

基準

番号

1 ＵＡＶを用いた公共測量マニュアル（案） 改定 24 地方整備局土木工事検査技術基準（案）の改定について 10 改定 3 改定

2 地上レーザスキャナを用いた公共測量マニュアル（案） 1 新規 25 既済部分検査技術基準（案）の改定について 11 改定 4 改定

3 ＵＡＶ搭載型レーザスキャナを用いた公共測量マニュアル（案） 2 新規 26 部分払における出来高取扱方法（案） 12 改定

4 電子納品要領及び電子納品運用ガイドラインの改定について H28 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案）の策定について

5 設計用数値地形図データ（標準図式）作成仕様の電子納品運用ガイドライン（案） 新規 H29 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案）の改定について

H28 LandXML1.2に準じた3次元設計データ交換標準の運用ガイドライン（案）の策定について H28 レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案）の策定について

H29 LandXML1.2に準じた3次元設計データ交換標準の運用ガイドライン（案）の改正について H29 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案）の策定について

H28
i-Constructionにおける「ＩＣＴの全面的な活用（ICT土工）」の推進について
i-Constructionにおける「ＩＣＴの全面的な活用（ICT土工）」の実施について

29 TSを用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）の策定について 13 新規 19 改定

H29
i-Constructionにおける「ＩＣＴの全面的な活用（ICT土工）」の拡大について
i-Constructionにおける「ＩＣＴの全面的な活用（ICT土工）」の実施について

30 TS（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案）の策定について 14 新規 20 改定

8 土木工事施工管理基準（案）の改定について 5 改定 31 RTK－GNSSを用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案）の策定について 15 新規 21 改定

9 土木工事数量算出要領（案）（施工履歴データによる土工の出来高算出要領（案）を含む） 32
無人航空機搭載型レーザースキャナを用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案）の策定に
ついて

16 新規 22 改定

10 ステレオ写真測量（地上移動体）による土工の出来高算出要領(案)の策定について 3 新規 33 TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理の監督・検査要領の改定について 17 改定

11 土木工事共通仕様書　施工管理関係書類（帳票：出来形合否判定総括表） 34 音響測深機器を用いた出来形管理の監督検査要領（河川浚渫工事編）（案） 23 新規

H28 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領（土工編）の策定について 35 施工履歴データを用いた出来形管理の監督・検査要領（河川浚渫工事編）（案） 24 新規

H29 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）の策定について 36
地上移動体搭載型レーザースキャナを用いた出来形管理の監督・検査要領（舗装工事
編）（案）

25 新規 5 改定

H28 レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）の策定について 37
地上移動体搭載型レーザースキャナを用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）
（案）

26 新規 6 改定

H29 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）の改定について 38 TS（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理の監督・検査要領（舗装工事編）（案） 27 新規

14 TSを用いた出来形管理要領（土工編）の改定について 6 改定 8 改定 39 工事成績評定要領の運用について 15 改定 7 改定

15 TS（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）の策定について 7 新規 9 改定 40
点検支援技術（画像計測技術）を用いた３次元成果品マニュアル（トンネル編）
（案）

28 新規 8 改定

16 RTK－GNSSを用いた出来形管理要領（土工編）（案）の策定について 8 新規 10 改定 41 点検支援技術（画像計測技術）を用いた３次元成果品マニュアル（橋梁編）（案） 29 新規 9 改定

17 無人航空機搭載型レーザースキャナを用いた出来形管理要領（土工編）（案） 9 新規 11 改定 42 施工履歴データによる土工の出来高算出要領（案） 30 新規 10 改定

18 音響測深機器を用いた出来形管理要領（河川浚渫工事編）（案） 12 新規 43 ICT建設機械　精度確認要領（案） 11 新規

19 施工履歴データを用いた出来形管理要領（河川浚渫工事編）（案） 13 新規 44
TS等光波方式を用いた出来形管理の監督・検査要領（護岸工編）（案）
TS等光波方式を用いた出来形管理要領（護岸工編）（案）

12 新規

20 地上移動体搭載型レーザースキャナを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案） 14 新規 45
施工履歴データを用いた出来形管理の監督・検査要領（表層安定処理等編）（案）
施工履歴データを用いた出来形管理要領（表層安定処理等編）（案）

13 新規

21 地上移動体搭載型レーザースキャナを用いた出来形管理要領（土工編）（案） 15 新規 1 改定 46
３次元計測技術を用いた出来形計測の監督・検査要領（案）
３次元計測技術を用いた出来形計測要領（案）

14 新規

22 TS（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案） 16 新規

23 TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領の改定について 10 改定 2 改定

3

4

6

7

改定 新規
ＩＣＴ活用工事積算要領
※⑤「ＩＣＴの全面的な活用の推進に関する実施方針」に含まれる
※施工パッケージによる積算基準により積算を行う

新規

改定

H30.3
H30.4

17

18

改定27 13 新規 11 改定

28 14 新規 12 改定

12

13

4

ＩＣＴ活用に関する基準類

改定 27 2

基準名称

6 1 改定 1 改定

5

改定

新規

H30.3
H30.4

H29,4
ICT土工

H28,10
ICT土工

H31.3
H31.4

H31.3
H31.4

改定

H29,4
ICT土工

基準名称

H28,4
ICT土工

H28,10
ICT土工

改定

改定

改定

改定

今回追加・改訂

された基準類

今回の通知により

「廃止」とする基準類

後日周知予定

の基準

【施工者希望Ⅱ型】
（１）総合評価の対象としない

《①～⑤を全面活用する場合》
（２）工事成績で加点評価する
（３）必要経費は変更計上する
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土工（対象工種）を含む「一般土木工事」

土工量
1,000m3以上

「ICT活用工事」
に設定

Yes

No

予定価格が
３億円以上

土工量
10,000m3以上

Yes

Yes

No

【発注者指定型】※
（１）総合評価の対象としない
（２）工事成績で加点評価する
（３）必要経費は当初設計で計上

【施工者希望Ⅰ型】※
《①～⑤を全面活用する場合》

（１）総合評価で加点評価する
（２）工事成績で加点評価する
（３）必要経費は変更計上する

No ICT建設機械
の施工

No

（１）工事成績の
加点対象としない

（２）機械施工経費のみ
変更計上する

Yes

従来施工

《①～⑤の

全面活用を希望し
なかった場合》

(10,000m3以上：Ts出来
形管理使用原則)

「ICT活用工事」

建設生産プロセスの全ての段階において
ICT施工技術を全面的に活用する工事

① ３次元起工測量
② ３次元設計データ作成
③ ICT建機による施工
④ ３次元出来形管理等の施工管理
⑤ ３次元データの納品

ICT建設機械の施工等、自主的な活用は
妨げない。（ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ対象外）

ICT活用工事【土工】の実施方針

注：浚渫及び水面下の掘削は対象外

※発注者指定型、施工者希望Ⅰ型において、受注者の責によりＩＣＴの全面的な採用ができない場合は、減点の措置を講ずる事とする



ＩＣＴ土工積算基準の改定（H30.4～）

○ 施工土量5万m3以下の工事では、ICT機械の使用割合が高い傾向にあり、現行の積算基準で
設定しているICT建機使用割合（25%）を超える工事が９割以上存在

○ 施工状況等により使用割合が大きく変化していることから、ICT施工を普及拡大する観点も踏ま
え、当面の措置として積算基準、要領を改定し、ICT建機の稼働率を用いた施工数量による変
更積算とする

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

0 50,000 100,000

IC
T機

械
使
⽤
割
合

全体施⼯⼟量（m3）

ICT建機使⽤割合（施⼯⼟量ベース）

（N=76）

現⾏

(従来)
ICT歩掛(ICT建機25%＋通常建機75%)
×施⼯⼟量

(改善)
ICT歩掛(ICT建機100%)×施⼯⼟量α
＋
通常歩掛(通常建機100%)×施⼯⼟量β

※ICT建機利⽤率は⼀律

現場に応じてICT建機で施⼯する⼟量を設定

積算基準の使⽤割合を超過

■積算⽅法の改定
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ＩＣＴ舗装工の導入（H29.4～）

出来形面管理
（ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅ）

長期性能面管理
（ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅ）

路盤工
（MCｸﾞﾚｰﾀﾞ導入）

事業ﾌｪｰｽﾞ（施工から維持管理）や目的（効率化から品質向上）に応じて
段階的に取り組みを進める。

【第１段階（Ｈ２９～）】 【第２段階】

長期性能向上に資
する施工・施工管理
のあり方検討

【第３段階】

点群ﾃﾞｰﾀ蓄積

品質ﾃﾞｰﾀ蓄積

生産性向上
（施工）

【目的】

生産性向上
（施工管理）

管理水準向上
（維持管理）

品質向上

（施工・施工
管理）

品質管理（密度）
（非破壊技術）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工・切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ等拡大検討
（MCﾌｨﾆｯｼｬｰ、MC切削機等導入）

当面のﾀｰｹﾞｯﾄ

研究開発
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（第1段階）路盤工及び舗装工事の出来形管理の効率化

80

測量
設計・
施工計画

施工i-Construction

設計図に合わせ
丁張り設置

検測と施工を繰
り返して整形

丁張りに合
わせて施工

③ICTグレーダ等による
施工

④検査の省力化②ICT土工の３次元測量ﾃﾞｰ
ﾀによる設計・施工計画

ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅ等により、短
時間で面的（高密度）な３
次元測量を実施

3次元設計データと

事前測量結果の差
分から、施工量を
自動算出。

３次元設計データ等により、
ICT建設機械を自動制御

ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅ等の計測結果
活用した検査等により、出
来形の書類が半減

測量
設計・

施工計画
検査従来方法 施工

① ②

③ ④
これまでの情報化施工
の部分的試行

・作業効率向上

・丁張削減により作
業員数減少

３次元
データ作成

２次元
データ作成

事前測量の実施 ｺｱ抜きによる検査

事前測量

舗装工事
設計図面

下層路盤

施工量
自動算出

①ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅ等で
事前測量

検査

平面図 縦断図

横断図

設計図から施
工量を算出

発注者

OK
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【施工者希望Ⅱ型】
《①～⑤を全面活用する場合》

（１）総合評価の対象としない
（２）工事成績で加点評価する
（３）必要経費は変更計上する

「アスファルト舗装工事」、「セメント・コンクリート舗装工事」の対象工種種別を含む工事

入札公告時に
「ICT活用工事」に設定

※舗装面積3,000m2以上

予定価格が
３億円以上

Yes

Yes

No

【発注者指定型】
（１）総合評価の対象としない
（２）工事成績で加点評価する
（３）必要経費は当初設計で計上

【施工者希望Ⅰ型】
《①～⑤を全面活用する場合》

（１）総合評価で加点評価する
（２）工事成績で加点評価する
（３）必要経費は変更計上する

（１）工事成績の
加点対象としない

（２）ＩＣＴ活用部分のみ
変更計上する

《③だけを希望した場合》

「ICT活用工事」

建設生産プロセスの全ての段階におい
てICT施工技術を全面的に活用する工事

① ３次元起工測量
② ３次元設計データ作成
③ ICT建機による施工
④ ３次元出来形管理
⑤ ３次元データの電子納品

※前工事がＩＣＴ土工等で、３次元測量デ
ータを貸与した場合、①は省略可能。

○対象工種（工事区分）は、舗装工（舗装、水門）、付帯道路工（築堤・護岸、堤防護岸、砂防堰堤）
○対象種別は、アスファルト舗装工、半たわみ性舗装工、排水性舗装工、透水性舗装工、グースアスファルト舗装工、コンクリート舗装工
○対象種別において、従来より出来形管理基準及び規格値（従来基準）により施工していた工事

ＩＣＴ舗装工の実施方針

路盤工
10,000m2

以上

No

（契約後）
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・ICT建機のリース料などに関する新たな積算基準を策定（H29）

（千円）

路盤工（3,000㎡）の場合の試算＜新たな積算基準のポイント＞

①新たに追加等する項目

・ICT建機のリース料
（従来建機からの増分）

・ICT建機の初期導入経費

②従来施工から変化する項目

・補助労務の省力化に伴う減
・効率化に伴う日あたり施工量の増

※比較用の試算のため、路盤工のみの試算。実際の工事では、
アスファルト舗装工等の工種を追加して工事発注がなされます。

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

標準

ICT舗装

路盤工 間接費＋直工費（材料） 路盤工 間接費（ICT初期費）

路盤工 機械経費 路盤工 労務

従来施工の
1.1倍程度

ICT建機初期導入経費
・日あたり施工量の増

・補助労務の省力化

ICT建機ﾘｰｽ料（従来建機からの増分）

ＩＣＴ舗装積算基準（H29.4～）

○路盤⼯（ＩＣＴ施⼯）
【工法概要】
・ ３次元設計データ又は施工用に作成した３次元データを用い、 ３Ｄ－ＭＣ

モータグレーダ技術により施工する路盤工である。

【歩掛適用範囲】
・情報化施工による３Ｄ－ＭＣモータグレーダを使用したアスファ

ルト舗装及びコンクリート舗装工事の路盤工（瀝青安定処理路
盤を除く）に適用する。

【施工状況】

機器設置状況 整正作業状況 82

ＩＣＴ浚渫工（H29.4～）

○港湾工事の生産性向上を目指して、浚渫工にICTを全面的に導入する「ICT浚渫」を平成29年度より取組開始
○必要となる技術基準や積算基準を平成28年度に整備、平成29年4月以降の工事に適用

測量 設計
施工計画

施工

①３次元測量

・ナローマルチビーム
による３次元データの
作成

②３次元データの活用
・現況地形の３次元データから

施工数量を自動算出
・３次元データを発注図書とし、

受注者に３次元データを提供

③施工への３次元データ活用
・工事の出来形測量にナロー

マルチビームを活用
・土砂処分場の投入管理

④工事完成検査
・３次元データを活用

した電子検査
・完成状況の可視化

維持管理

⑤点検等への活用
・完成時の３次元データを

元に経年変化等の確認
に活用

・埋没経過状況の把握

【３次元測量】

３次元測量により詳細な
海底地形を把握

【３次元データを活用した電子検査】

3次元電子検査

【水中施工箇所の可視化】
○施工後○施工前

【施工箇所の可視化】

検査

○施工途中

・測量管理の効率化・
精度向上

・書類（成果品等）の
削減

・数量算出に係る労力・時間の
短縮

・発注図書の削減

・出来形管理の効率化・ 精度
向上

・書類の削減

・検査の効率化
（水路測量を兼ねた

出来形測量）

・検査書類の削減

・データの蓄積による
効果的な維持管理の
立案

■ＩＣＴの全面的な活用（浚渫工事）
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ICT浚渫工の施工に際し、ICT建機のリース料などに関する新たな積算基準を策定（H30～）

ＩＣＴ浚渫工（河川）の積算基準（H30.4～）

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫工 間接費＋直工費

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫工 間接費（ICT初期費,起工測量）

（千円）

標準

ICT浚渫工 ・ICT建機初期導入経費
・ 3次元出来形管理

日当たり施工量増・機械経費増

従来施工の
1.1倍程度

検査官

OK

③ＩＣＴ建設機械による
施工

④検査の省力化①音響測深による起工測量 ②ＩＣＴ浚渫工の３次元測量ﾃﾞｰﾀ
による設計・施工計画

船舶等に搭載した音響測深機器
（ナローマルチビーム等）により、
短時間で面的（高密度）な３次元
測量を実施。

起工測量による３次
元測量データ（現況
地形）を活用し、設
計図面との差分から、
施工量を自動算出。

３次元設計データ等により、
ICT建設機械を自動制御し、
建設現場のIoT（※）を実施。

ＩＣＴ建設機械の施工履歴
データを活用した検査等に
より、出来形の書類が半減、
品質管理に必要な物理検査
の項目が激減。

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船（20,000㎥）の場合の試算＜新たな積算基準のポイント＞

①新たに追加等する項目

・ICT建機のリース料
（従来建機からの増分）

・ICT建機の初期導入経費
・3次元出来形管理費用

②従来施工から変化する項目

・補助労務の省力化に伴う減
・効率化に伴う日あたり施工量の増

※比較用の試算のため、ﾊﾞｯｸﾎ浚渫船のみの試算。実際
の工事では、浚渫土運搬等と合わせて発注される。

工 事

84

i-Bridge（橋梁分野における生産性向上）

i-Bridge

⑥維持管理⑤検査④現場施工③製作②設計・施工計画①測量・地質調査

従来方法
縦断図

平面図

設計図から
資材量算出

技能者による
溶接・塗装

KY活動中心
の安全確認

目視等の人手
による点検等

③製作

マシンによる自動
切断、ロボット溶接

シミュレーション仮
組立 （実仮組立の
省略）

④施工

ICT技術活用に
よる安全性向上

⑥維持管理

センサーを用いた
維持管理の効率化

3D設計による
数量自動算出、
干渉回避等
架空線情報等を

踏まえた施工計画

②設計・施工計画①測量・地質調査

短時間で高密度な
測量を実施

人手による
多数の測量

⑤検査・納品

3Dレーザー

スキャナ等を
用いた出来
型検査

人手による
測量・検査

○橋梁事業における調査・測量から設計、施工、検査、維持管理までのあらゆるプロセスにおいてＩＣＴを
活用し、生産性・安全性を向上させる「i‐Bridge（ｱｲ･ﾌﾞﾘｯｼﾞ）」に取り組む。
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ＩＣＴの活用状況と効果～土工・舗装・浚渫～

○ＩＣＴ⼟⼯の実施にあたり、ＩＣＴ⽤の基準類を整備するとともに、発注時の総合評価や完成時の⼯事成績における加点
評価等によりＩＣＴ施⼯を促進

○ 平成30年度においては、ICT⼟⼯については対象⼯事として発注した⼯事のうち、約５割の⼯事で実施し、約3割の施⼯
時間の短縮効果を確認

○ あわせて、ICTに関する研修やベストプラクティスの共有等により知⾒の蓄積や⼈材育成、モチベーションの向上等を促進

■ICT施⼯の実施状況

※都道府県等では、H28年度は約80件、H29年度は約870件で実施

■ICT施⼯の効果（H30）
約３割 縮減

ICT土工の導入によるコスト試算

（将来）

（i‐Construction

導入時）

（従来施工）

路体（築堤）盛土（15,000m3）の場合の試算

機械経費労務費・その他経費

省力化による減 ICT建機の導入による増

ICT建機の普及による減

ICT建機の投資に見合う
積算基準を導入

従来施工の
1.1倍程度

※比較用の試算のため、盛土工のみで試算。実際の工事では、ＩＣＴ建機
で行わない土砂の運搬工等の工種を追加して工事発注がなされる。 86

工 種
平成29年度 平成30年度

※

公告工事 ＩＣＴ実施 公告工事 ＩＣＴ実施

土 工 1,952 815 1,403 669

舗装工 201 197 173 56

浚渫工 28 24 61 52

※H31.1.31時点

ICT活⽤⼯事受注者に対する活⽤効果調査（H30、N=126）より

合計=109

合計=162.4

ＩＣＴ施工における活用工種の拡大と基準類の整備
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■道路工事の現場で施工される全ての工種にＩＣＴを活用し、生産性向上を図る取組を推進

法面工

舗装工

土工（盛土）

土工（軟岩）

地盤改良工

付帯構造物設置工
・排水構造物
・側溝・縁石
・擁壁等

舗装修繕工

Ｈ３１年度以降のＩＣＴ活用工種の拡大 （道路工事）

88
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遮
音

壁
工

調
整

池
工

道
路

付
属

施
設

工

遮
水

工

土
質

改
良

工

橋
台

工

直接工事費

人工

ＩＣＴ土工 ＩＣＴ舗装工

（※）

（※）道路土工には、土砂運搬等が含まれる

道路工事(道路改良)の内訳 におけるＩＣＴ活用工種

ＩＣＴ付帯構造物設置工

ＩＣＴ土工

ＩＣＴ地盤改良工

（※直轄工事全体に占める割合）

※

コンクリート工の標準化
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ＩＣＴ施工 工種拡大ロードマップ[道路工事]

※施工管理基準、技術基準類、積算要領、監督検査技術基準等
※施工管理に用いる技術の進展に伴い、適宜基準類を策定

■ ＩＣＴ施工に必要な技術基準類※を順次策定
→ 道路工事の全ての主要工種に対応。

適用済み

３１年度より適用

３２年度より適用

道路工事 道路土工 土工（盛土・切土）

法面整形工

土工（軟岩）

土工（床掘）

法面工 法面工（吹付）

現場吹付法枠工

コンクリート法枠工

付帯構造物設置工
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

積（張）工

排水構造物工

地盤改良工 浅層混合処理工

中層混合処理工

深層混合処理工

舗装工 路盤工

アスファルト舗装
工

半たわみ性（コン
ポジット）舗装工

排水性アスファル
ト舗装工

透水性樹脂コンク
リート工

透水性アスファル
ト舗装工

コンクリート舗装工

RCCP工

連続鉄筋コンク
リート舗装工

道路維持修繕工事 舗装修繕工 路面切削工

切削オーバーレイ
工
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浚渫工（河川）

土工

舗装工

付帯構造物設置工
・コンクリートブロック
・排水構造物

地盤改良工

土工（河床掘削）

■河川工事の現場で施工される全ての工種にＩＣＴを活用し、生産性向上を図る取組を推進

Ｈ３１年度以降のＩＣＴ活用工種拡大 （河川工事）
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護
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工
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工
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工
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土
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工

堤
防
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護

工

掘
削

工
（
バ

ッ
ク

ホ
ウ

浚
…

荒
締

切
工

浚
渫

工
（
バ

ッ
ク

ホ
ウ

浚
…

堤
防

養
生

工

整
正

工

水
路

工

直接工事費

人工

ＩＣＴ土工

ＩＣＴ舗装工

（※）河川土工には、土砂運搬等が含まれる

（※）

ＩＣＴ付帯構造物設置工
ＩＣＴ舗装工ＩＣＴ付帯構造物工

ＩＣＴ浚渫工(河川）ＩＣＴ土工(河床掘削）

ＩＣＴ地盤改良工

河川工事（築堤・護岸）の内訳 におけるＩＣＴ活用工種※

（※直轄工事全体に占める割合）
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ＩＣＴ施工 工種拡大ロードマップ [河川工事]

※施工管理基準、技術基準類、積算要領、監督検査技術基準等
※施工管理に用いる技術の進展に伴い、適宜基準類を策定

適用済み

３１年度より適用

３２年度より適用

河川工事 河川土工 土工（盛土・切土）

法面整形工

土工（河床掘削）

土工（床掘）

付帯構造物設置工
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

積（張）工

排水構造物工

地盤改良工 浅層混合処理工

中層混合処理工

深層混合処理工

河川浚渫工事 浚渫工
浚渫工（バックホウ

浚渫船）

■ ＩＣＴ施工に必要な技術基準類※を順次策定
→ 河川工事の全ての主要工種に対応。
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施工履歴データ
による検査

検査

ＩＣＴ地盤改良工（浅層・中層混合処理）

ICT地盤改良機械による施工
3DMG設計

データの作成

③ICT建機による施工・出来高、
出来形計測の効率化

④ICTの活用による検査の
効率化

①ICT活用に

よる設計・
施工計画

通常施工と同じ
２次元設計デー
タを基に3DMG
設計データの作
成 施工履歴データによる出来高、出来形管理

施工履歴データから帳票自動作成
により書類作成を効率化
実測作業省略による検査効率化

ICT土

工と同
様の起
工測量

発注者

設計・
施工計画

施工

帳票作成・書面検査

OK

発注者

測量

測量

土工と
同様の
起工測
量

設計図

設計図から、施
工数量を算出

区割り等目印に合わせて施工、
目印が消えてしまった場合は
再設置

帳票作成、書類による検査、
巻き尺等による実測作業

設計図に合わせた施
工範囲、区割り等の測
量及び目印設置

②ICTを活用した

施工範囲目印設
置の省略

ICT活用により、施工

範囲等の測量、区割
りの目印設置を省略

OK

管理項目

■ＩＣＴ活用

従来施工

地盤改良機械の施工履歴データを施工及び施工管理に活用

帳票自動作成

ICT地盤改良工 「出来形管理基準」
従来規格値及び測定項目を使用
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■ＩＣＴ地盤改良工の対象工法
・適用工種は表層安定処理と路床安定処理（表層安定処理等とよぶ）および中層混合処理
・適用工法は上記工種のバックホウをベースマシンとするもので、施工履歴データを記録でき
るもの。ただし、要領（案）で求める機能をＩＣＴ地盤改良機械が有しており、
かつ本要領（案）に記載の精度確認試験において所要の精度を満足する場合は要領（案）を
適用可能とする。

ＩＣＴ地盤改良工の対象工種・工法

施工履歴データを用いた出来形管理要領 (表層安定
処理等・中層地盤改良工事編）（案）P.2～p.3

編 章 節 工 種

共通編
一般

施工

地盤

改良工

路床安定処理工

固結工

（中層混合処理）

河川編

築堤・
護岸

地盤

改良工

表層安定処理工

固結工

（中層混合処理）

樋門・
樋管

地盤

改良工

固結工

（中層混合処理）

河川

海岸編
堤防・
護岸

地盤

改良工

表層安定処理工

固結工

（中層混合処理）

砂防編
斜面

対策

地下

遮断工

固結工

（中層混合処理）

道路編

道路

改良

地盤

改良工

路床安定処理工

固結工

（中層混合処理）

舗 装
地盤

改良工
路床安定処理工

適用工種区分適用対象工法
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ＩＣＴ地盤改良工の設計データ（地盤改良設計データ）

撹拌方法
管理ブロックサイズ

幅または直径 奥行または直径 深さ（厚さ）

バックホウ式 バケット幅以下 バケット幅以下 バケット幅以下

トレンチャ式 トレンチャの幅以下 トレンチャの奥行以下 改良深さと同じ（分割しなくてもよい）
ロータリー式
（縦回転・矩形改良）

撹拌翼の幅以下 撹拌翼の奥行以下 １m以下

ロータリー式
（横回転・円形改良）

撹拌翼の直径以下 撹拌翼の直径以下 １m以下

■管理ブロックのサイズ
管理ブロックの矩形または円形サイズは、撹拌装置の幅と奥行きのサイズよりも小さい任意のサイ
ズに設定される。深さ方向の分割長さは、撹拌回数と改良材注入量を管理する単位に応じた任意の
長さに設定される。

■地盤改良設計データ

・地盤改良設計データとは、設計図書に示されている地盤改良を行う３次元的な施工範囲を右図の
ように分割したデータ

・分割された領域を「管理ブロック」と呼ぶ
・地盤改良設計データは、ＩＣＴ地盤改良機械の車載コンピュータに入力され、撹拌装置の施工位
置への誘導（ガイダンスと呼ぶ）や施工範囲・深さの管理に用いられる

（例）
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ＩＣＴ地盤改良工関連技術基準類
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維持管理面データによる検査ICTを用いた施工管理現況を踏まえた設計

ＩＣＴ法面工（吹付工）

発注者

OK

設計・
施工計画

施工 検査

③施工、出来高、出来形管理 ④検査の効率化①UAV･TLSによる
３次元測量

②3次元測量データ
による設計・施工計
画

人の立入が危険な急
傾斜も短時間で面的
に３次元測量を実施

3次元測量結果から吹付面の
照査に基づく変更数量算出

法面工のうち、吹付けに適用し
今後現場打ち法枠や、プレキャ
スト法枠等へ適用範囲を拡大

TS等を用いた出来形管理
により検査を効率化。

出来形数量確認には点群の他
TS等ノンプリ断面計測も可とする

⑤維持管理の初期
値データへ

ＩＣＴを用いた
現況測量

測量

技術、ソフトウェアの確立
により取得データを点検
等の初期値として利活用

斜面上の測量作業
起工測量（現地形）に基づいて設計
成果を修正、枠割付等、配置見直し 高所斜面上の臨場検査斜面上の出来形計測

従来施工

■ＩＣＴ活用 土工と合わせて３Ｄ設計データを作成し、法面工（吹付工）の施工管理に活用

○ 従来規格値及び測定項目を使用
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ＩＣＴ法面工関連技術基準類
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維持管理検査
ICTを用いた

一括施工管理
付帯構造物を
含めた設計

検査

ＩＣＴ付帯構造物設置工

③施工管理、出来高、出
来形管理の効率化

④検査の効率化②土工と合わせた設
計・施工計画

事前測量結果とそれぞれの
設計を重畳

土工と付帯構造物それぞれに
利用可能な３Ｄデータのよる出
来高、出来形管理

３Ｄデータによる
検査で効率化

①ICT土工の測量

発注者

OK

設計・
施工計画

施工

短時間で施工箇所の
３次元測量を実施

帳票作成・書面検査

側溝

自動作成

⑤維持管理の初期
値データとして活
用

起工測量

測量

維持管理にて構造物（管
理対象）の設置位置把握

丁張り＋水糸＋コンベックストータルステーション等

L＝○m

従来施工

■ＩＣＴ活用 土工と合わせて3D設計データを作成し、付帯構造物の施工管理に活用

○ ＴＳ等光波を用いた出来形管理
従来規格値及び測定項目を使用
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付帯構造物設置工（縁石・側溝工） ～実施方針～

ＩＣＴ活用工事の
対象工種

■記載箇所：別紙－１７ ＩＣＴ活用工事（付帯構造物設置工）実施要領

ＩＣＴ活用工事の対象工事（発注工種）は工事種別（２１種別）のうち、
「一般土木工事」、「アスファルト舗装工事」、「セメント・コンクリート舗装工事」、「法
面処理工事」、及び「維持修繕工事」を原則とし、下記に該当する工事とする。

・側溝工 （プレキャストＵ型側溝）（Ｌ型側溝）（自由勾配側溝）
・管渠工
・暗渠工
・縁石工（縁石・アスカーブ）

側溝工（Ｕ型側溝） 縁石工（縁石） 管渠工
出典：土木施工の実際と解説（改訂６版）より
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付帯構造物設置工（護岸工） ～実施方針～

■記載箇所：別紙－１７ ＩＣＴ活用工事（付帯構造物設置工）実施要領

ＩＣＴ活用工事の対象工事（発注工種）は工事種別（２１種別）のうち、

「一般土木工事」、「アスファルト舗装工事」、「セメント・コンクリート舗装工事」、「法
面処理工事」、及び「維持修繕工事」を原則とし、下記に該当する工事とする。

・コンクリートブロック工
（コンクリートブロック積）（コンクリートブロック張）（連節ブロック張）
（天端保護ブロック）

・緑化ブロック工 ・石積（張）工 ・基礎工（護岸）（現場打基礎）
・基礎工（護岸）（プレキャスト基礎） ・海岸コンクリートブロック工
・コンクリート被覆工 ・護岸付属物工

コンクリートブロック工
（コンクリートブロック張）

コンクリートブロック工
（コンクリートブロック積）

基礎工（護岸）

（プレキャスト）

護岸付属物工（横帯工）

ＩＣＴ活用工事の
対象工種
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ＩＣＴ付帯構造物工関連技術基準類
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九州地整における ICT活用工事の実施状況（平成31年３月20日現在）

104

福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 九州

発注者指定型 0 0 0 0 0 0 0 0

施工者希望Ⅰ型 5 10 5 9 13 15 30 87

施工者希望Ⅱ型 77 20 18 78 31 67 50 341

合　　計 （Ａ） 82 30 23 87 44 82 80 428

 ICT活用実施工事件数 （Ｂ） 38 15 13 41 18 32 51 208

(内)ICT活用工事　完了済み件数 38 15 13 41 18 32 51 208

 ICT活用 実施率（Ｂ）÷（Ａ） 46% 50% 57% 47% 41% 39% 64% 49%
※既契約でのICT活用工事は施工者希望型Ⅱ型に含む

平成28年度（ICT土工）

公
告
済
件
数

福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 九州

発注者指定型 0 0 0 0 0 0 0 0

施工者希望Ⅰ型 7 2 4 6 8 2 17 46

施工者希望Ⅱ型 55 11 20 72 31 45 42 276

合　　計 （Ａ） 62 13 24 78 39 47 59 322

 ICT活用実施工事件数 （Ｂ） 27 5 10 24 15 15 27 123

(内)ICT活用工事　完了済み件数 27 3 9 20 15 12 27 113

 ICT活用 実施率（Ｂ）÷（Ａ） 44% 38% 42% 31% 38% 32% 46% 38%

平成29年度（ICT土工）

公
告
済
件
数

福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 九州

発注者指定型 0 0 0 0 0 0 0 0

施工者希望Ⅰ型 12 1 3 10 10 2 17 55

施工者希望Ⅱ型 55 8 22 54 27 26 34 226

合　　計 （Ａ） 67 9 25 64 37 28 51 281

 ICT活用実施工事件数 （Ｂ） 26 3 13 26 7 10 22 107

(内)ICT活用工事　完了済み件数 16 1 5 3 3 0 3 31

 ICT活用 実施率（Ｂ）÷（Ａ） 39% 33% 52% 41% 19% 36% 43% 38%

公
告
済
件
数

平成30年度（ICT土工）

九州地整における ICT活用工事の実施状況（平成31年３月20日現在）
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福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 九州

発注者指定型 0

施工者希望Ⅰ型 0

施工者希望Ⅱ型 1 3 5 1 4 14

合　　計 （Ａ） 1 3 5 1 4 14

 ICT活用実施工事件数 （Ｂ） 0 0 4 0 1 5

(内)ICT活用工事　完了済み件数 0 0 4 0 0 4

 ICT活用 実施率（Ｂ）÷（Ａ） 0% 0% 80% 0% 25% 36%

平成30年度（ICT舗装工）

公
告
済
件
数

福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 九州

発注者指定型 0

施工者希望Ⅰ型 0

施工者希望Ⅱ型 0

合　　計 （Ａ） 0

 ICT活用実施工事件数 （Ｂ） 0

(内)ICT活用工事　完了済み件数 0

平成30年度（ICT河川浚渫）

公
告
済
件
数

福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 九州

発注者指定型 0

施工者希望Ⅰ型 1 3 4

施工者希望Ⅱ型 1 13 8 5 2 29

合　　計 （Ａ） 1 14 11 5 2 33

 ICT活用実施工事件数 （Ｂ） 1 8 5 5 0 19

(内)ICT活用工事　完了済み件数 1 8 5 2 0 16

 ICT活用 実施率（Ｂ）÷（Ａ） 100% 57% 45% 100% 58%

平成29年度（ICT舗装工）

公
告
済
件
数



九州地整における ICT活用工事の実施状況（平成31年３月20日現在）
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福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 山口県 合計

発注者指定型 2 1 3

施工者希望型 1 1

合　　計 （Ａ） 3 1 4

 ICT活用実施工事件数 （Ｂ） 3 1 4

(内)ICT活用工事　完了済み件数 0

平成29年度（ICT港湾浚渫）
公

告

済

件

数

福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 山口県 合計

発注者指定型 6 1 7

施工者希望型 8 1 2 2 1 14

合　　計 （Ａ） 14 1 3 2 1 21

 ICT活用実施工事件数 （Ｂ） 14 1 3 2 1 21

(内)ICT活用工事　完了済み件数 7 1 8

ICT基礎工　１件　：　ICTブロック据付工　２件

平成30年度（ICT港湾浚渫）
公

告

済

件

数

H30土工予定込み

福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 九州

発注者指定型 0 0 0 0 0 0 0 0

施工者希望Ⅰ型 12 1 3 10 10 2 17 55

施工者希望Ⅱ型 55 8 22 54 27 26 34 226

合　　計 （Ａ） 67 9 25 64 37 28 51 281

 ICT活用実施工事件数 （Ｂ） 30 3 13 33 10 12 23 124

(内)ICT活用工事　完了済み件数 16 1 5 3 3 0 3 31

 ICT活用 実施率（Ｂ）÷（Ａ） 45% 33% 52% 52% 27% 43% 45% 44%

公
告
済
件
数

平成30年度（ICT土工）

ICT活用工事 施工者の声

● 仕上げ整地等の測量作業が軽減された。
● 施工管理における現場作業が大幅に減った。
● 施工管理書類の作成が容易となった。

■ICT活用工事を実施に行った施工者のアンケート抜粋

● 測量業務の作業員激減。
◆ LSはUAVに比べると3倍程度の時間を費やす。

● ３D化することによりどの位置でも断面形状が瞬時にわかる。また、修正が容易。
設計データの作成にあたっては専門業者への外注が妥当。

● 丁張り設置が不要のため作業員減少。
● 重機周りの作業が激減し、安全性が向上。
● 情報化施工によりオペレータへの指示が減った。
◆ まだまだ勉強段階で経験を重ねることが必要。
 GPS受信のために伐採範囲を広げる必要がある。

測 量

設計データ

施 工

施工管理
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全体最適の導入（ｺﾝｸﾘｰﾄ工の規格の標準化等）

○ 現場打ち、コンクリートプレキャスト（工場製品）それぞれの特性に応じ、施工の効率
化を図る技術の普及により、コンクリート工全体の生産性向上を図る

主筋

鉄筋をつなぐための作業が必要

鉄筋を重ねる部分について重
ね長さ分の鉄筋が必要 重ね長さ分の鉄筋が不要

従来施工 機械式定着工法

作業が不要
両端フックと比べて、施工が容易

施工の効率化を図る技術・工法の導入

○ 各技術を導入・活用するためのガイドラインを整
備することで、これら技術の普及・促進を図る

⇒ H28は｢機械式鉄筋定着工法｣等のガイドラインを策定

⇒ 機械式鉄筋定着工法の採用により、鉄筋工数・工期が

従来比で1割程度削減

コンクリート打設の効率化

○コンクリート打設の効率化を図るため、個々の構
造物に適したコンクリートを利用出来るよう、発注
者の規定（※スランプ値規定）の見直し

⇒ 時間当たりのコンクリート打設量が約２割向上、作業員
数で約２割の省人化

プレキャストの活用

○プレキャストを活用する際、
標準的な仕様を定めた要領
を活用し、設計の効率化等
を図る
（L型擁壁、側溝、ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ）

（※）ｽﾗﾝﾌﾟ値
• ｺﾝｸﾘｰﾄの軟らかさや流動性の程度を示す指標
• 値が大きい程、流動性が高く、施工効率が高いが、化学混和剤が必要

スランプ値

スランプコーン

生コンクリート
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策定時期

H28.7策定

H29.3策定

H29.3策定

H30.6策定

H30.6策定

H31.1策定プレキャストコンクリート構造物に適用する機械式鉄筋継手工法ガイドライン

技　術　・　工　法

機械式鉄筋定着工法の配筋設計ガイドライン

現場打ちコンクリート構造物に適用する機械式継手工法ガイドライン

流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン

コンクリート構造物における埋設型枠・プレハブ鉄筋に関するガイドライン

コンクリート橋のプレキャスト化ガイドライン

策定したガイドライン

鉄筋組立 生コン打設型枠設置 脱型

（例）鉄筋をプレハブ化、型枠をプレキャスト化することにより、型枠設置作業等をなくし施工

（例）各部材の規格（サイズ）を標準化し、定型部材を組み合わせて施工

クレーンで設置

脱型不要鉄筋、型枠の
高所作業なし

中詰めコン打設

©大林組

©三井住友建設

従来方法

現場打ちの効率化

ラーメン構造の高架橋の例

プレキャストの進化
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○ 現場毎の一品生産、個別最適設計であり、工期や品質の面で優位な技術を採用することが困難。

○ 設計、発注、材料の調達、加工、組立等の一連の生産工程や、維持管理を含めたプロセス全体の最適化が図られ
るよう、全体最適の考え方を導入し、サプライチェーンの効率化、生産性向上を目指す。

○ 部材の規格（サイズ等）の標準化により、プレキャスト製品やプレハブ鉄筋などの工場製作化を進め、コスト削減、
生産性の向上を目指す。

全体最適の導入（ｺﾝｸﾘｰﾄ工の規格の標準化等）



機械式鉄筋定着工法の配筋設計ガイドライン(H28.7)①

・機械式鉄筋定着工法の配筋設計ガイドライン（案）策定

背景と目的

・鉄筋コンクリート構造物の配筋施工が困難
高密度配筋のケースなど，鉄筋加工組立が生産性向上を阻む場合有り
熟練工の不足，鉄筋組立時の負担解消の必要性

機械式定着鉄筋工法適切に活用
するためのガイドラインを整備し，
一般に広く普及できるようにすべき

・機械式鉄筋定着工法導入による施工効率の向上
端部フックを機械式定着体とすることにより，鉄筋組立を容易にできる。
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設計図 変更

底版・頂版

上側

下側

設計図 変更

側壁

内
側

外
側

内
側

外
側

側壁施工例

底版施工例

【機械式鉄筋定着工法導入の効果（事例）】

◯ 構造物の規模などケースによるが、機械式鉄筋定着工法導入により鉄筋工数、工期とも平均的に１
割程度、削減可能
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機械式鉄筋定着工法の配筋設計ガイドライン（H28.7)②



現場打ちコンクリート構造物に適用する機械式鉄筋継手工法ガイドライン（H29.3)①

・各種継手を選択できる環境を整備

背景と目的

機械式鉄筋継手工法も活用で
きるよう「機械式鉄筋継手工法
ガイドライン」を策定

・各種継手を選択できる環境が必要
実績のあるガス圧接継手の仕様については、国土交通省土木共通仕様書に記載有り

機械式鉄筋継手については、工事発注後に施工承諾や設計変更の手続きを経て、現
場で採用されているのが現状

・鉄筋コンクリート構造物の継手施工が困難
鉄筋の太径化、高密度化など，鉄筋継手が生産性向上を阻む場合有り
熟練工の不足，継手作業時の負担解消の必要性

機械式継手 ガス圧接継手
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現場打ちコンクリート構造物に適用する機械式鉄筋継手工法ガイドライン（H29.3)②

【機械式鉄筋継手工法導入の効果】
◯ 構造物の種類や施工方法などの条件にもよるが、機械式鉄筋継手工法導入により、鉄筋工数は15

～20％程度、工期は20～30％程度削減可能

橋脚施工例

橋脚施工例地下構造物施工例 地下構造物施工例

ねじふし鉄筋継手の施工手順
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流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン（H29.3)①

 阪神・淡路大震災以降、耐震性能の要求水準の強化により、鉄筋コンクリート構造物の配筋が高密

度化し、従来のスランプ値「8cm」では、打設効率が低下するほか、コンクリートの充填不足による品

質低下が懸念

 工事発注時のスランプ値については「8cm」がほとんどであり、スランプ値の変更にあたっては、受注

者から発注者に協議して施工承諾で実施しているのが実情

 近年、化学混和剤が一般化し、また多様な混和剤の開発により、単位水量を増加させることなく、コ

ンクリートの流動性（スランプ）を調整することが可能

これまでの実績から定着しているスランプ８ｃｍのコンクリート使用の考え方を各現場で柔軟に変更する

ため、技術的な留意事項をとりまとめた『流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドラ

イン』を作成

現場打ちコンクリートを取り巻く現状

■ガイドラインのポイント

○スランプを１２ｃｍ以上にしたコンクリートを用いる場合の技術的な留意事項について
とりまとめ

○施工時における品質確認上の留意点の明確化

○高流動コンクリートの選定と留意点を記載
114

流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン（H29.3)②

【流動性を高めた現場打ちコンクリート活用の効果】
◯ 一般的な鉄筋コンクリート構造物の場合、流動性を高めたコンクリート（目標スランプ12cm)を活用す

ることにより、施工性（時間当たりの打込み量・作業人員）は約2割向上。

●目標スランプ8cm
・時間当たりの打込み量:16m3/h
・作業人員：12人

●目標スランプ12cm
・時間当たりの打込み量:20m3/h
・作業人員：9人

施工実績例

約2割向上
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• 一般的なコンクリート構造物のスランプ値は、発注段階で、地整等の設計要領等に基づき、８ｃｍ
を使用することが規定

見直しの方向性

• 近年の耐震性能の要求水準の強化により過密鉄筋化が進み、打設効率の低下・コンクリートの充
填不良を生じるおそれが懸念

課題

現状

• 圧送トラブルのリスクを回避でき、工程の遅延防止に大きく貢献

• コンクリートの確実な充填が行われ、品質が向上

• 適切なスランプ値の設定により、時間当たりのコンクリート打設量が約22％向上、作業員数で約
20％の省人化（日建連試算）

見直しによる効果

発注段階ではスランプ値を「参考値」として示し、契約後、受発注者間で協議して個々の構造物に
適したスランプ値を設定

発注段階のスランプ値は、積算のために使用。近年の実績より、スランプの参考値を12cmとする

⇒「流動性を高めたコンクリートの活用」ガイドラインを策定し、スランプ値の設定に活用

スランプ規定の見直し
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スランプ規定の見直し（当面の対応）

① ガイドラインに基づきスランプ値を設定し、積算を実施
② 契約後、施工者からスランプ値の変更協議があった場合は、過度に根拠を求めない
③ 生コンの品質管理は、従来通り。また、品質確保の観点から、鉄筋のかぶり厚について非破壊検査を

実施。

当面は仕様規定とするが、次の段階で性能規定型へ移行

設計・発注

施工着手前

• 従前の８ｃｍから、ガイドラインを根拠に１２ｃｍとして発注

• 契約図書に基づきスランプ値を設定
• 配合計画書の確認は、従前とおり
• 契約後、施工者からのスランプ値の変更協議については、過度に根拠を求めない

施工中

検査

• 品質を担保のため、土木工事施工管理基準に基づき、施工者はスランプ試験、単位水量、
空気量、圧縮強度試験を実施

• 品質確保の観点から、鉄筋かぶりについて※非破壊検査を実施
※現在は橋長３０ｍ以上の橋梁上部工事及び橋梁下部工事を対象 117



スランプ規定の見直し（性能規定方式）

① スランプでの品質管理は行わないことを原則とし、スランプ値は規定しない

② 一方、積算のためスランプ値が必要なことから、参考値（※）をガイドラインに基づき設定し、予定価格を算出
（※通常のRC構造物では12㎝）

③ 施工時におけるスランプの選択は施工者の裁量とし、設計変更の対象としない（承諾等も不要とし、施工者が
提出する配合計画書でスランプ値を確認するにとどめる）

④ 生コンの品質管理は、施工者による現場での単位水量チェック等により行う。なお、スランプ試験の監督職員
の臨場は不要とする。また、品質確保の観点から、施工者にプラントの出荷伝票の提出を求め確認するととも
に、鉄筋のかぶり厚について非破壊検査を実施。

性能規定型の運用

設計・発注

施工着手前

• 積算根拠を明確化する必要があるため、積算上のスランプ値を参考値として提示（ガイドライ
ンを根拠に一般的な鉄筋コンクリート構造物では12cm）

• 施工者が使用したいスランプを決定。発注者は確認をとらない（設計変更なし）

• 発注者は、使用するコンクリートについて施工者が提出する配合計画書で確認（確認項目：単
位水量、単位セメント量、水セメント比）

施工中

検査 • 品質確保の観点から、鉄筋かぶりについて非破壊検査を実施

• 土木工事施工管理基準に基づき、施工者は単位水量、空気量、スランプ試験、圧縮強度試
験を実施

• 施工者に出荷伝票の提出を求め、納入されたコンクリートの品質が担保されているかを確認
• スランプ試験について、監督の臨場を不要とすることを明確化

※試験結果は施工者で整理し、監督員へ提出
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プレハブ鉄筋

プレハブ鉄筋

橋梁下部工 橋脚部の埋設型枠

埋設型枠

○コンクリートの打設後、一定期間の養生後に
撤去していた型枠を、本体コンクリートとの一
体性及び耐久性の確保を図ったうえで、外壁
等として存置する。

○型枠の製作は、工場又は現場近くの製作
ヤードで製作する。

○型枠の撤去作業を不要とすることにより、現
場作業日数の短縮が図られる。

これらの要素技術を活用して、ハーフプレキャストなど新工法を促進

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物における埋設型枠・ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ鉄筋に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの概要（H30年6月）

• コンクリート構造物における現場作業の一部（型枠の設置、鉄筋組立て等）を、工場又は現
場近くのヤードで製作し、現場施工の効率化を図り生産性の向上を目的として、要素技術
（埋設型枠・プレハブ鉄筋）の設計時・施工時における特性や留意事項をとりまとめた

• これまでの施工事例も踏まえ、ハーフプレキャスト等の新技術・新工法の普及・促進を図る

擁壁工 外壁の埋設型枠

○コンクリートの打設前に、型枠内に組み立てる鉄筋
の加工等の作業の一部を工場又は現場近くの製作
ヤードで製作する。

○現場作業と並行して製作することにより、現場作業
日数の短縮が図られる。

○作業スペースの狭隘な条件においては、鉄筋の結
束作業など、作業の効率化が図られる。



帯鉄筋

中間帯鉄筋

帯鉄筋継手

外側パネ
ル

内側パネル
中壁により
内外を一体化

パネル
高さ
2.0m

外側パネル

①足場組立 ②主鉄筋組立 ③PCa建込み設置 ④コンクリート打設 ⑤PCa建込み設置 ⑥コンクリート打設

施工手順施工手順

• 埋設型枠及びプレハブ鉄筋を活用して現場作業の一部を工場作業化し、現場で中詰め
コンクリートを打設して構造物を構築するハーフプレキャストなどにより現場施工の効率
化を図る。

工場にて半円形製作 工場から現地に搬入 現地で組み立て クレーンで吊り込み設置

ハーフプレキャスト

©三井住友建設
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要素技術のハーフプレキャスト工法への適用事例

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物における埋設型枠・ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ鉄筋に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの概要（H30年6月）

【検討例】

現場打ち プレキャスト

940千円/ｍ 1,400千円/ｍ

現場打ち プレキャスト

1,672千円/ｍ 1,747千円/ｍ

＋仮設費用
交通規制費
冬季施工時の雪寒仮囲い費など

生産性を高める技術・工法の評価手法の導入

【考慮すべき項目】

• 直接工事費

• 仮設費用（土留め工等損料、冬期施工時の雪寒仮囲い、水替え費）

• 交通規制費用（交通誘導警備員）

• 土砂等処分費用、等

• 直接工事費だけでなく、工期短縮効果などの効果も含めて技術・工法を評価できるよう、仮設費
用等も考慮してコスト比較を実施し、採用を検討する。

直接
工事費

直接
工事費

プレキャストのコスト
積み上げ

現場打ちのコスト
積み上げ

比
較

仮設費
等

仮設費
等

現
場
打
ち
の
比
較
対
象
コ
ス
ト

プ
レ
キ
ャ
ス
ト
の
比
較
対
象
コ
ス
ト

当初の
価格差

仮設費等
の計上

仮設費等
の計上

考慮項目を追加した場合の価格差
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①国庫債務負担行為の積極的活用
適正な工期を確保するための国庫債務負担行為（2か年国債（注1） 及びゼロ国債（注2））を上積みし、

閑散期の工事稼働を改善

○適正な工期を確保するため、国庫債務負担行為（２か年国債やゼロ国債）を活用すること等により、
公共工事の施工時期を平準化し、建設現場の生産性向上を図る。

○これにより、閑散期の工事稼働件数は下図の通り改善傾向にあり、国交省直轄工事での平準化率は
約9割に達している。

○引き続き国庫債務負担行為の活用、発注見通しの統合・公表の参加団体を拡大。

〈2ヶ年国債＋当初予算におけるゼロ国債〉 平成31年度：約3,200億円 （平成30年度：約3,100億円）
※平成29年度から当初予算におけるゼロ国債を設定（業務についても平成31年度から新たに設定）

※平成31年度の内訳は、2ヶ年国債 約2,000億円、ゼロ国債 約1,200億円（業務含む）

③地方公共団体等への取組要請
各発注者における自らの工事発注状況の把握を促すとともに、平準化の取組の推進を改めて要請

注１：国庫債務負担行為とは、工事等の実施が複数年度に亘る場合、あらかじめ国会の議決を経て後年度に亘って債務を負担（契約）
することが出来る制度であり、２か年度に亘るものを２か年 国債という。

注２：国庫債務負担行為のうち、初年度の国費の支出がゼロのもので、年度内に契約を行うが国費の支出は翌年度のもの。

②地域単位での発注見通しの統合・公表の更なる拡大

全ブロックで実施している国、地方公共団体等の発注見通しを統合し、とりまとめ版を公表する取組の

参加団体を拡大

※参加状況の推移：平成29年3月末時点：約500団体（約25%）→平成31年1月時点：1600団体（約80%）
国、特殊法人等：193/209、都道府県：47/47、政令指定都市：20/20、市町村：1340/1722（平成31年1月時点）
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発注や施工時期等の平準化

工事における施工時期の平準化について（H27年度～H30年度）

※件数ベース

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
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準天頂衛星
（みちびき）

主 桁

横 桁

検査路

横 構

Society5.0におけるi-Constructionの「貫徹」
○Society5.0においてi-Constructionを「深化」させ、建設現場の⽣産性を2025年度までに2割向上を⽬指す
○平成30年度は、ICT施⼯の⼯種拡⼤、現場作業の効率化、施⼯時期の平準化に加えて、測量から設計、施⼯、維持管理に⾄る
建設プロセス全体を3次元データで繋ぎ、新技術、新⼯法、新材料の導⼊、利活⽤を加速化するとともに、国際標準化の動きと連携

機器活⽤による測量 2次元図⾯による設計

ドローン(レーザースキャナ)や
準天頂衛星システム(みちびき)を
活⽤し、効率化、⾼密度化した
⾯的な3次元測量

⼈⼿が必須な点検作業 労働⼒を主体とした施⼯

測量 設計

施⼯維持管理

3次元モデルによる可視化と
⼿戻り防⽌、4D(時間)、5D(コスト)
による施⼯計画の効率化

ICT施⼯の⼯種拡⼤、
3次元データに基づく施⼯、
デジタルデータ活⽤による
新技術の導⼊拡⼤等

ロボットやセンサーによる
管理状況のデジタルデータ化、
3次元点検データによる可視化

測量 設計

施⼯維持管理

建設⽣産プロセス全体を3次元データで繋ぐ

社会への実装
バーチャルシティによる

空間利活⽤
ロボット、AI技術の開発 ⾃動運転に活⽤できる

デジタル基盤地図の作成

ドローン
GPS

3Dデータ
VR

⾃動化
ビックデータ

ロボット
AI

国際標準化の動きと連携

３次元設計データ等を通信
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日本建設機械施工協会の主催（共催：九州地方整備局）において、H30年
度２回の「i-construction（ICT活用工事）技術講習会」を座学にて実施。
約１０００名が聴講。実機講習を３回（9/11､9/14､9/19）実施。

会場名 開 催 日

長崎 ７月２３日（月）

佐賀 ７月２４日（火）

福岡 ７月２５日（水）

宮崎 ７月３０日（月）

鹿児島 ７月３１日（火）

熊本 ８月 ２日（木）

大分 ８月１０日（金）

第１期講習会開催日

会場名 開 催 日

宮崎 １０月１１日（木）

鹿児島 １０月１２日（金）

長崎 １０月２３日（火）

佐賀 １０月２４日（水）

福岡 １０月２５日（木）

熊本 １１月 １日（木）

大分 １１月 ５日（月）

第２期講習会開催日

聴講者：６３９名
産：４７１名
官：１６８名

聴講者：３８１名
産：３０４名
官： ７７名

座学の実施風景

実機講習（32名参加）

(一社)日本建設機械施工協会と共同で実機体験講習会を開催
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ＩＣＴ活用工事の現場見学会

平成31年1月末時点

※見学可能月が明確なもののみリストアップしている。 126

（発注者）

（発注者）

３次元モデル
（設計レベル）

３次元モデル
（施工レベル）

３次元モデル
（管理レベル）

３次元モデル
（施工完了レベル）

・発注業務の効率化
（自動積算）

・違算の防止

・工事数量算出（ロット割）
の効率化

・起工測量結果
・細部の設計

（配筋の詳細図、現地取り
付け等）

・干渉チェック、設計ミスの削減
・構造計算、解析
・概算コスト比較
・構造物イメージの明確化
・数量の自動算出

・点検・補修履歴
・現地センサー（ICタグ等）

との連動

・施工情報（位置、規格、
出来形・品質、数量）

・維持管理用機器の設定・施設管理の効率化・高度化
・リアルタイム変状監視

・干渉チェック、手戻りの削減
・情報化施工の推進

・地形データ（３次元）
・詳細設計（属性含む）

（施工段階で作成する方
が効率的なデータは概略
とする）

・設計変更の効率化
・監督・検査の効率化

施工（完成時）

・現場管理の効率化
・施工計画の最適化
・安全の向上
・設計変更の効率化

・完成データの精緻化・高度化

維持・管理

調査・測量・設計

（発注者）

・適正な施設更新
・３Ｄ管理モデルの活用

【得られる効果】

【作成・追加するデータ】

【得られる効果】

【作成・追加するデータ】

【得られる効果】

【作成・追加するデータ】

【得られる効果】

【作成・追加するデータ】

【得られる効果】

【得られる効果】

【得られる効果】

【得られる効果】 ・時間軸（４Ｄ）

【追加するデータ】

施工中

３次元モデルの連携・段階的構築

施工（着手前）

３次元モデル例

ＢＩＭ/ＣＩＭの取り組み

・BIM/CIM（Building/ Construction Information Modeling, Management）とは、社会資本の調査・測量・設計段階から３次元モデル
を導入し、その後の施工、維持管理の各段階においても、情報を充実させながらこれを活用し、あわせて事業全体にわたる関係
者間で情報を共有することにより、一連の建設生産システムにおける受発注者双方の業務効率化・高度化を図るものである。

・H30年度より、建築分野のBIM、土木分野のCIMの概念を改め、国際標準化等の動向に呼応し、地形や構造物等の３次元化全
体をBIM/CIMとして名称を統一。
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平成31年度のＢＩＭ/ＣＩＭ発注方針（道路、河川等）

• 2018年度より「橋梁、トンネル、河川構造物（樋⾨等）、ダム等の⼤規模構造物の詳細
設計」をBIM/CIMの原則対象とした。2019年度からは地質調査業務、⼟⼯、橋梁、トンネ
ル、ダム、河川構造物等の予備、概略設計にも積極的に活⽤。

• 将来の運⽤を⽬指して、2018年度に引き続き要求事項（リクワイヤメント）を設定。
• １業務、１⼯事あたり、要求事項（リクワイヤメント）は原則５項⽬以上を設定し実施。

■2019年度の要求事項
（リクワイヤメント（９項目））

a) 段階モデル確認書を活用したＣＩＭモデルの品質確保
b) 情報共有システムを活用した関係者間における情報連携
c) 後工程における活用を前提とする属性情報の付与
d) 工期設定支援システム等と連携した設計工期の検討
e) ＣＩＭモデルを活用した工事費の算出
f) 契約図書としての機能を具備するＣＩＭモデルの構築
g) ＣＩＭモデルを活用した効率的な照査
h) 施工段階におけるＣＩＭモデルの効率的な活用方策の検討
i) その他【業務特性に応じた項目を設定】

目指すところは「品質確保・生産性向上」

目指す将来像

【備考】
・概略設計、予備設計：c)を原則実施
・詳細設計業務：b)及びc)を原則実施（橋梁設計では e) を優先）
・工事：c)を原則実施（橋梁工事では a) を優先）
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□策定基準類一覧

⽂書名
新
／
改

概要

1 ICTの全⾯的な活⽤の推進に関する
実施⽅針
（別紙－９、10、別添－１、２）

改 ○別紙－９ BIM/CIM活⽤業務実施要領（平成31年4⽉）

○別紙－10 BIM/CIM活⽤業務実施要領（平成31年4⽉）

○別添－１ BIM./CIM活⽤項⽬における実施内容の記載例（平成31年4⽉）

○別添－２ 平成31年度 BIM/CIM実施計画書（案） （平成31年4⽉）

【本⽂参照先：以下URL）
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constpl
an_tk_000031.html

平成31年度のＢＩＭ/ＣＩＭ発注方針（道路、河川等）
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「段階モデル確認書」作成マニュアル【試行版】（案）の作成

＜本マニュアルの位置づけ・⽬的＞
 BIM/CIM活⽤業務・活⽤⼯事において、発注者や受注者等の関係者間で円滑な情報交換を実
施できるためのプロセスや情報確認要件を⽰したBIM/CIM活⽤における「段階モデル確認書」を、発
注者が作成できるようにするための⼿順や活⽤⽅法を解説したもの。

 また、本マニュアルを通じて作成した「段階モデル確認書」の試⾏を実施し、その効果や課題を把握す
るため、当該マニュアルの活⽤⼿順を解説したもの。

＜適⽤範囲＞
 マニュアルで作成した「段階モデル確認書」の適⽤対象は、BIM/CIM活⽤業務・活⽤⼯事とし、現⾏の契約図書に基づく2次元図⾯

による業務・⼯事の発注・実施・納品を前提に、「国⼟交通省直轄事業における設計・施⼯分離発注⽅式による業務、⼯事」とする。

＜段階モデル確認書の概要＞ ＜対象⼯種＞
 橋梁上部⼯（鋼橋、PC橋）
 橋梁下部⼯
 トンネル
 樋⾨・樋管
 重⼒式コンクリートダム

依頼

公開

＜段階モデル確認書の流れ＞
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 ３次元モデルから算出された数量の取り扱いについて、⼟⽊⼯事数量算出要領（案）上の記載が不⼗
分であった（３次元CADによる⼀般的な算出⽅法を記載）

 平成３０年度の改定では、⼟⼯、コンクリート構造、鋼構造について、数量算出に必要な３次元モデルや
属性情報を規定

 平成３１年度の改定では、ソフトウェアの実装状況等も踏まえながら順次、3Dモデルからの数量算出対
応⼯種を拡⼤

近畿地⽅整備局

土木工事数量算出要領（案）

【共通】
1. ⼟⼯（3⼯種）
2. 発砲スチロール軽量盛⼟（1⼯種）
3. コンクリート⼯（5⼯種）
4. 法覆⼯（10⼯種）
5. 擁壁⼯（5⼯種）
6. 函渠⼯（2⼯種）
7. 地盤改良⼯（6⼯種）
8. 基礎⼯（8⼯種）
9. 構造物取壊し⼯（5⼯種）
10. 仮設⼯（15⼯種）

【道路】
1. 舗装⼯（13⼯種）
2. 付属施設⼯（20⼯種）
3. 道路維持修繕⼯（30⼯種）
4. 鋼橋上部⼯（14⼯種）
5. コンクリート橋上部⼯（20⼯種）
6. 鋼製橋脚設置⼯（1⼯種）
7. 橋台・橋脚⼯（2⼯種）
8. 橋梁補修⼯（9⼯種）
9. トンネル⼯（7⼯種）
10. 共同溝⼯（27⼯種）
【公園】
1. 公園植栽⼯（2⼯種）

【河川・砂防】
1. 護岸根固め⼯（6⼯種）
2. 樋⾨・樋管（1⼯種）
3. 浚渫⼯（2⼯種）
4. 河川維持⼯（9⼯種）
5. 砂防⼯（6⼯種）
6. 斜⾯対策⼯（5⼯種）
7. 消波⼯（2⼯種）
8. 光ケーブル⼯（4⼯種）

⻘字：3Dモデルでの数量算出が可能（H30.4）
⾚字：H3１年度の拡⼤⼯種

■平成31年度『⼟⽊⼯事数量算出要領（案）』 ⼯種拡⼤

【数量算出に必要な3次元モデル】 A：「体積」を算出する項目
3次元モデル（ソリッドモデル）を用いて位置と
体積を、属性情報を用いて規格や仕様等を
算出する。コンクリート等に適用する。
B：「長さ」、「面積」や「個数」を算出する項目

簡易な形状（点、線、面）を用いて位置、延長
や面積を、属性情報を用いて規格や仕様等
を区分する。鉄筋等に適用する。
C：「必要性の有無」を確認する項目

注記を用いて必要性の有無を算出する。均
しコンクリートや水抜パイプ等に適用する。
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• 設計照査は、品質の確保及び向上に必要不可⽋であり重要な項⽬であるが、３次元モデルの設計照査
（納品検査）は、ガイドラインや要領に明確な記載がないため、発注者・受注者共に求められる照査の⽔
準や⽅法は不明確

• 従来の照査と⽐較を通じ、３次元モデルによる設計照査・検査の項⽬を明確化し、BIM/CIM設計照査
シート（橋梁編）を作成

• 平成３０年度は、３次元モデルのみが納品される場合の設計照査⽅法として、➀２次元図⾯で実施して
いる内容を３次元モデルで確認、②3次元モデルが正しく作成されているかを確認、③電⼦納品として正しく
フォルダに格納されているかの確認、の3点の照査内容を規定

BIM/CIM設計照査シートの運用ガイドライン（案）の作成

■ 3次元モデルの設計照査の概念図 ■ BIM・CIM設計照査シートの適用範囲

〇基本的な照査項目
①設計計算書等との整合確
認、②3次元モデルの整合確
認（モデルの完全性）、③電
子成果品の確認（すべての
データが揃っているか） 132

平成31年度のBIM/CIM発注方針等（港湾）

• 2019年度より「岸壁（桟橋構造）」の設計業務をCIMの原則対象とし、⼟質調査業務、
岸壁（桟橋構造）以外の構造物の細部、実施設計にも積極的に活⽤。

• 導⼊の初期段階のため、6項⽬の要求事項（リクワイヤメン）を設定。
• １業務、１⼯事あたり、要求事項（リクワイヤメント）は原則３項⽬以上を設定し実施。

① CIM導入ガイドライン（案）港湾編

② CIM事業における成果品作成の手引き（案）港湾編

③ 平成31年度CIM実施計画書（例）港湾編

■2019年度の要求事項
（リクワイヤメント（６項目））

a）契約図書化に向けたCIM モデルの構築
b）属性情報の付与
c）CIM モデルによる数量、工事費、工期の算出
d）CIM モデルによる効率的な照査の実施
e）施工段階でのCIM モデルの効果的な活用
f) その他【業務特性に応じた項目を設定】

【CIMモデルの構造例】

■CIM導入ガイドライン等を策定
【CIMモデルの活用事例】
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□策定基準類一覧

⽂書名
新
／
改

概要

1 CIM導⼊ガイドライン（案）港湾編 新 http://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_fr5_000061.html
■⽂書概要
港湾分野におけるCIMモデルの詳細度、受発注者の役割、基本的な作業⼿順や留
意点とともに、CIMモデルの作成指針（⽬安）、活⽤⽅法（事例）を参考として明記。

2 CIM事業における成果品作成の⼿
引き（案）港湾編

新 http://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_fr5_000061.html
■⽂書概要
港湾分野におけるCIM事業を対象に提出する成果品の作成⽅法やその確認⽅法を
規定。

3 平成31年度CIM実施計画書（例）
港湾編

新 http://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_fr5_000061.html
■⽂書概要
CIM活⽤業務・CIM活⽤⼯事の受注者が発注者に提出する「CIM実施計画書」の
記載例について明記。

平成31年度のBIM/CIM発注方針等（港湾）
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i-Construction推進コンソーシアム 技術開発・導入ＷＧ

活動内容

最新技術の現場導入のための新技
術発掘や企業間連携を促進し、建
設現場の生産性向上を目指す。

○企業間連携の場の提供
・行政ニーズや現場ニーズ、技術シー
ズの抽出（アンケート、ヒアリング等）

・ニーズとシーズのマッチング
（ピッチイベント等の実施）

○技術開発の促進
・国等が指定するテーマに基づく技術
開発 （建設技術研究開発助成制度の活用）

・企業間で技術開発された有用な技術
の普及拡大（現場への試行導入、NETISの
活用等）

○社会実装に向けた制度基準の課題
と対応の整理

目的
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平成３１年度 九州地方整備局 i-Constructionアクションプラン（案）［参加者］

局長（会長）、副局長（副会長）
企画部長（幹事長）、各部部長等

（第1回：H28.3.11開催）
（第2回：H29.3.27開催）
（第3回：H30.3.27開催）

［趣 旨］

i-Constructionを強力に推進するため
「九州地方整備局i-Construction

推進会議」を設置

i-Construction の行動方針の策定
及びフォローアップ

［行動方針］

九州地方整備局の
i-Construction行動方針

（H28年3月11日策定）
①講習会、実機体験会の開催
②意見交換会の開催
③積極的な広報の実施

九州地方整備局 i-Construction推進会議
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i-Construction 行動方針 取り組みメニュー 行動目標

方針① に対する取り組み（講習会、実機体験会の開催）

①-1 職員、施工者、自治体職員、教育機関を対象に、講習会（実機体験を含む）および現場見学会の開催。

講習会各県毎に各１回開催
現場見学会各事務所１回以上開催

測量･出来形管理に関する講習内
容の充実および好事例紹介

各業団体が実施する講習会の情
報提供を実施

①-2 i-Constructionに関する新たな基準類等（「カイゼン」含む）の説明会を開催し周知。 各種会議にて周知

①-3 新技術・新工法説明会において、i-Constructionに関する最新情報を提供。 各会場にて実施

 ①-4 i-Constructionの計画的な研修の実施。

基礎技術講習会（土木施工演習）２回予定
監督検査研修　２回予定

i-Construction研修　１回予定
BIM/CIM研修　２回予定

ドローン講習会　　４回予定

方針② に対する取り組み（意見交換会の開催）

②-1 県、政令市との既設会議を活用し、最新情報の提供及び意見交換を実施して、
　　 自治体工事への普及拡大を促し、状況をフォローアップする。

①土木部長等会議　２回
②次長・技監会議　２回
③発注者協議会（幹事会）２回
④発注者協議会（県部会　各県１回）
⑤各種会議

②-2 各種業団体（建設業協会、建設青年会議、PC建協、コンサルタント協会等）との既設会議および
     i-Construction大賞等の受賞者による、最新情報の提供及び意見交換を実施。

２５回

②-3 産学官連携会議（ICT・標準化作業部会）を開催し、意見交換等を実施。 ２回予定

②-4 ICT工事優秀施工業者表彰者による発表会を開催し、実施体験や好事例を広く紹介。 各県毎に各１回開催

方針③ に対する取り組み（積極的な広報と持続的な改革のための｢カイゼン｣
※
実施）

③-1 各種会議等の開催にあたり、積極的に記者発表を行い最新情報を発信。 ＨＰ、Facebook等で紹介

③-2 現場見学会の開催にあたり、積極的に記者発表を行い現場をマスコミに公開する。 各県１事例以上

③-3 現場支援型モデル事業を実施し、好事例の創出を支援。 １事例

③-4 ICT活用現場の事例を収集し、ベストプラクティスを整理し情報発信。
パネル展

事務所に貸出
ＨＰで紹介

③-5 相談窓口に寄せられた意見や工事現場のアンケートを収集、分析し、
     導入効果を広く周知するとともに、課題については解決策を関係者間で検討。

年度末集約

③-6 3次元設計データを発注者から施工者へ提供の試行
　　（3次元設計データ作成と2次元設計ストックの３次元化）

・大規模構造物の詳細設計は原則３
次元設計
・ICT施工に関連する詳細設計は原
則３次元設計
・２次元図面の３次元データは発注
者準備に努める

方針④ に対する取り組み（施工時期の平準化の実施と現場の安全性向上）

④-1 計画的な発注の推進。（早期発注、国債・翌債の活用、工期末の分散化等）
・工事：平準化率0.85以上
・業務：3月納期40%以下

④-2 工事・業務の性格や地域条件等を踏まえた適切な工期設定。
・工事：週休２日対象工事の実施率向上
・業務：業務スケジュール管理表（履行期間
設定支援ツール含む）の活用

④-3 現場の安全性向上
・ICT活用工事での「建設機械との
接触事故」ゼロを目指す
・安全対策の徹底

④建設産業の働きやすさと安全・安心を向上し
ます。

～施工時期の平準化の実施と現場の安全性向上～

①３次元測量、ICT施工など最新技術を学べる場
をつくります。

　 ～講習会、実機体験会の開催～

②技術活用のアイディアを産学官互いに磨き,Ｉ
ＣＴ施工の自治体工事への普及をはかります。

　　～意見交換会の開催～

③新しいやり方を試せる現場で建設業の魅力を
発信します。

 ～積極的な広報と持続的な改革のための｢カイゼン｣※実施
～

｢カイゼン｣※

　作業の見直し活動のことで、作業効率の向上や安全性の確保などに関
して、トップダウンで指示されるのではなく、現地実務者が中心となって知
恵を出し合い、ボトムアップで問題解決をはかっていくことを指します。

積極的な現場見学会の開催及び参加をお願いします。
また、県の建設課、土木事務所、周辺自治体への積極的な参加の呼びかけをお願いします

日時：平成30年6月18日～9月13日
場所：九州７県
内容：各県建設業協会等との意見交換会

（i-Constructionの普及・促進の取り組み 等）
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i-Construction（ICT土工）に関する現場見学会等の開催実績

日時：平成30年7月10日 14:00～15:30
場所：佐伯河川国道事務所 工事現場
講習内容：・マシンコントロール付きBH・BD等の

機器説明及び実演

日時：平成30年8月20日～22日
場所：北九州国道事務所 工事現場
講習内容：マシンガイダンス付きバックホウと

レーザースキャナー等の機器説明及び実演

使ってみるといいですね。

作業効率がUPします。

※オペレータ談)

工期短縮に効果を発揮し

ました。

※施工者談)

日時：平成30年8月6日
場所：九州地方整備局
内容：i-Construction産学官連携会議の開催

（ICT土工における意見交換会・課題の整理）



九州地方整備局 i-Constructionサポート体制

○問合せ窓口
■九州地方整備局 企画部内に設置（技術管理課・施工企画課・技術検査官）

TEL 092-471-6331（代表） ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.qsr.mlit.go.jp/ict/

◇ i-Construction全般（ICT土工・規格の標準化・施工時期の平準化） ⇒技術管理課
◇ ICT土工に関する施工技術や機械・機器の調達に関すること ⇒施工企画課
◇ ICT土工に関する各種基準・要領等に関すること ⇒技術管理課・技術検査官
◇ ICT土工に関する技術習得のための研修活動等の支援 ⇒技術管理課

○『出前講座』も行っています
・講 座：i-Constructionについて

・内 容：ICT活用工事の概要 お気軽にお申し込み下さい。

○国総研ＨＰにＩＣＴ土工関連のＱ＆Ａ等を公開しています。
i-Construction （ICT活用工事）に関するQ&A集

アドレス：http://www.nilim.go.jp/lab/pfg/bunya/cals/tdu.html
i-Construction出来形管理へ対応するソフトウェア(2016年9月末時点）

アドレス：http://www.nilim.go.jp/lab/pfg/bunya/cals/des.html
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補助金・税制・融資等支援一覧（１／２）
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区分 制度 対象 実施機関 問い合わせ先 ＨＰ

補助
金

①

ものづくり・商業・サー
ビス高度連携促進事
業

事業者間でデータを
共有・活用すること
で生産性を高める高
度なプロジェクトを支
援

購入費 －
http://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2
019/pr/ip/chuki_17.pdf

②

中小企業生産性革命
推進事業

生産性向上に資する
革新的サービス開
発・試作品開発・精
算プロセスの改善を
行うための設備投資

ＩＴツールのソフト本
体、クラウドサービス、
導入教育費用他

購入費 －
http://www.meti.go.jp/policy/external_econo
my/smes/monozukuri190118.pdf

人材
育成 ③

人材開発支援助成金 ICT土工をはじめと
する特定訓練の経
費や賃金補填 研修費

賃金補
填

職業能力開発促
進センター等

https://www.mhlw.go.jp/file/06‐
Seisakujouhou‐11600000‐
Shokugyouanteikyoku/0000201704.pdf

平成31年1月時点



補助金・税制・融資等支援一覧（２／２）
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区分 制度 対象 実施機関 備考

税制
優遇

④
中小企業等経営強化
法

生産性が年平均１％
以上向上する建設
機械、情報化施工機
器 等

固定資
産税

市町村

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/20
18/180601zeiseikinyu.pdf

⑤
生産性向上特別措置
法

生産性が年平均３％
以上向上する建設
機械、情報化施工機
器 等

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/
index.html

⑥
中小企業経営強化税
制

生産性が年平均１％
以上向上する建設
機械、情報化施工機
器 等

法人税、
所得税、
法人住
民税、
事業税

国（法人税、所得
税）、都道府県
（法人住民税、事
業税）、市町村
（法人住民税）

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/20
18/180601zeiseikinyu.pdf

⑦
中小企業投資促進税
制

建設機械、情報化施
工機器 等

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2014/
tyuusyoukigyoutousisokusinzeisei.htm

低利
融資

⑧ IT活用促進基金
情報化施工機器の
購入・賃借

購入・
賃借

(株)日本政策金
融公庫

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/11_itsikin_
m_t.html

⑨
環境・エネルギー対
策資金

建設機械 購入
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/15_kanky
outaisaku_t.html

平成31年1月時点

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

５．工事の入札制度の透明性の
確保と適正価格での調達・受注

, Kyusyu Regional Development Bureau



工事の入札契約制度（総合評価落札方式の概要）

A

B

C
落札者

入札価格

評価値による提案者の評価

D

入札価格が最も低いのは、A社。しかし、評価値が最も高いのは、B社。
したがって、最も評価値の高い B社 が落札者となる。

傾き＝評価値

技術評価点
（標準点＋加算点）

予定価格

加算点

Ｃ社、Ｄ社は予定価格を超過
しているため評価値なし

・総合評価落札方式は、価格と品質を数値化した「評価値」の最も高いものを落札者とすることによ
り、「価格」と「品質」が総合的に優れた施工者を選定する方式である。

・九州地方整備局における評価値は、下図のように技術評価点（標準点＋加算点）を入札価格で
除することにより算出する。（除算方式）

標準点
(100点)

【落札者の決定方法】
※予定価格の範囲内で、評価値が

最も高い者を落札者とする。

評価値＝
入札価格

技術評価点

【技術評価点の設定の考え方】
・標準点を100点、技術提案等に係る
性能等に応じた加算点の上限を30点
から70点までの範囲で決定する。
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工事の入札契約制度（入札契約方式と工事種別毎の等級区分）
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一般土木 官庁営繕

Co舗装
鋼橋上部
PC
法面処理
木造建築
機械設備
塗装
維持修繕
しゅんせつ
グラウト
杭打ち
さく井
プレハブ建築
通信設備
受変電設備

※1　入札参加者の確保が困難な場合、工事希望型競争入札方式も適用可

Aランク Aランク

Cランク

Dランク

暖冷房
衛生設備

Bランク

Cランク

Aランク Aランク

Cランク

Bランク

０．２５億円

０．５億円

０．６億円

１．２億円

３．０億円

２．０億円

６．８億円

※1一般競争入札
（拡大）

一般競争入札
（WTO対象）

その他
※ランク無し

Bランク

Cランク

Aランク

Bランク

Aランク

Dランク

Bランク

Bランク

電気設備一般土木 As舗装 造園
負担行為担当官

建築予定価格 九州地整運用

本官
契約

分任官
契約

本官
契約
又は

分任官
契約

７．２億円 本官
契約

一般競争入札
（拡大）

※平成30年度から6.8億円

・九州地方整備局では、すべての工事において一般競争入札を原則とする。

・予定価格２．５千万円未満については工事希望型競争入札を選定することもできるが、一般競争
入札を積極的に適用するものとする。



工事の入札契約制度（総合評価落札方式の実施フロー）

競争参加者 発注者 第三者機関

評価項目・基準の設定

入札公告・入札説明書交付

申請書・技術資料の提出

九州地方整備局
総合評価技術委員会

小委員会

個別工事の評価について
の意見

競争参加資格の確認・通知

入 札

総合評価

落札者の決定

契 約

九州地方整備局
入札監視委員会

入札・契約手続きに関に係る
事項を審議

ヒアリングの実施

・技術的能力の審査
・企業、技術者の能力等の評価
・技術提案（施工計画）の評価
・ヒアリングの評価

・競争参加者から提出された技術資料等の評価・審査結果は、第三者機関「九州地方整備局総合
評価技術委員会 小委員会」において意見を聞くこととしている。また、入札・契約手続きに関する
事項については、第三者機関「九州地方整備局入札監視委員会」において審議することとしている。
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工事の入札契約制度（総合評価落札方式適用のタイプの概要）

1
4
5

施工能力評価型 技術提案評価型

Ⅱ型 Ⅰ型 S型 ＡⅢ型 ＡⅡ型 AⅠ型

企業が、発注者の示す仕様に
基づき、適切で確実な施工を行
う能力を有しているかを、施工
計画を求めて確認する工事

標準案に基づき作成 技術提案に基づき作成

施工計画提案内容

予定価格

評価方法

求めない（実績で
評価）

可・不可の二段階で審査 点数化

企業が、発注
者の示す仕様
に基づき、適
切で確実な施
工を行う能力
を有しているか
を、企業・技術
者の能力等で
確認する工事

施工上の特定の課
題等に関して、施
工上の工夫等に係
る提案を求めて総
合的なコストの縮
減や品質の向上等
を図る場合

施工上の工夫等に
係る提案

通常の
構造・
工法で
は制約
条件を
満足で
きない
場合

有力な構
造・工法
が複数あ
り、技術
提案で最
適案を選
定する場
合

部分的な設計
変更を含む工
事目的物に対
する提案、高
度な施工技術
等により社会
的便益の相当
程度の向上を
期待する場合

施工方法に加え、工
事目的物そのものに
係る提案

部分的な設計変
更や高度な施工
技術等に係る提
案

施工能力を評価する 施工能力に加え、技術提案を求めて評価する

ヒアリング 実施しない※ 必須

標準案に基づき作成

段階選抜 実施しない※

必要に応じて実施

必要に応じて試行的に実施

※九州地整独自設定 145



工事の入札契約制度（総合評価落札方式のタイプの概要）

■施工能力評価型

施工能力評価型は、技術的工夫の余地が小さい工事を対象に、発注者が示す仕様に基づき、
適切で確実な施工を行う能力を確認する場合に適用するものである。

施工能力評価型は、施工計画を審査するとともに、企業の能力等（当該企業の施工実績、工事
成績、表彰等）、技術者の能力等（当該技術者の施工経験、工事成績、表彰等）に基づいて評価
される技術力と価格との総合評価を行うⅠ型と、企業の能力等、技術者の能力等に基づいて評
価される技術力と価格との総合評価を行うⅡ型に分類される。

■技術提案評価型

技術提案評価型は、技術的工夫の余地が大きい工事を対象に、構造上の工夫や特殊な施工
方法等を含む高度な技術提案を求めること、又は発注者が示す標準的な仕様（標準案）に対し施
工上の特定の課題等に関して施工上の工夫等の技術提案を求めることにより、民間企業の優れ
た技術力を活用し、公共工事の品質をより高めることを期待する場合に適用するものである。

また、技術提案評価型は、Ａ型とＳ型に大別される。Ａ型は、より優れた技術提案とするために、
発注者と競争参加者の技術対話を通じて技術提案の改善を行うとともに、技術提案に基づき予
定価格を作成した上で、技術提案と価格との総合評価を行う。Ｓ型は、発注者が標準案に基づき
算定した工事価格を予定価格とし、その範囲内で提案される施工上の工夫等の技術提案と価格
との総合評価を行う。
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工事の入札契約制度（総合評価落札方式適用の概要）

総合評価（技術提案評価型）

有資格業者名簿登録

技術的な工夫の余地が小さい 技術的な工夫の余地が大きい

個別工事に際しての技術審査
・企業及び配置予定技術者の同種工事の施工実績

・施工計画あるいは技術提案の適切性

施工能力を審査

・企業及び配置予定技術者の
同種工事の施工実績・成績　等

施工能力に加え、技術提案を審査・評価
・施工上の提案

（安全対策、環境への影響、工期の短縮　等）
・構造物の品質の向上を図る提案

（強度、耐久性、景観、ライフサイクルコスト　等）

技術提案の改善

予定価格の作成

総合評価（施工能力評価型）

Ｓ型

Ａ型

ＡⅢ型 ＡⅡ型 ＡⅠ型Ⅰ型Ⅱ型
価格競争

工事成績評定

工事施工実績

工事成績

構造上の工夫や特殊な
施工方法等を含む高度な
技術提案を求める

施工上の工夫等の技
術提案を求める

一般的な工事

（災害復旧工事等で、緊急的に発
注しなければならない工事や小規
模な工事）

受注・竣工

工事発注にお
ける審査・評価
に反映

工事の施工実績や
工事成績の保存・
活用

技
術
的

能
力
の
審
査

技
術
提

案
・
施
工
計
画

の
審
査
・
評
価
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工事の入札契約制度（総合評価落札方式のタイプ選定フロー）

通常の構造・工法では

工期等の制約条件を満足した工
事が実施できない

想定される有力

な構造形式や工法が複数存在する
ため、発注者としてあらかじめ一つの
構造・工法に絞り込まず、幅広く技術

提案を求め、最適案を選定する
必要がある

NO

NO

YES

技術提案評価型
（ＡⅠ型）

標準技術に

よる標準案に対し、部分的に設計の
変更を含む工事目的物に対する提
案を求める、あるいは高度な施工技
術や特殊な施工方法の活用により、
品質の向上、コスト縮減、工期短縮

等を特に求める
必要がある

予備（基本）設計の実施

詳細（実施）設計の実施
標準案の決定

YES

技術提案評価型
（ＡⅡ型）

YES

技術提案評価型
（ＡⅢ型）

NO

技術提案評価型
（Ｓ型）

施工能力評価型
（Ⅰ型）

工事難易度
Ⅱ以上の工事である。

（ただし、分任官の維持系
工事を除く。）※

または、本官工事である。

NO

YES

施工能力評価型
（Ⅱ型）

技術提案を求めて
評価する必要がある

（技術提案評価型適用工事、
ＷＴＯ対象工事）

YES NO

ＷＴＯ対象工事である、または、
技術的難易度評価の大項目に

A評価がある※

YES

NO

※九州地整独自設定
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工事の入札契約制度（総合評価落札方式のタイプ選定）

・総合評価落札方式のタイプ選定は、工事規模や難易度により下表のように設定する。
・１千万円以下の工事については、施工能力評価型（Ⅱ型）を適用する。
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6.8

3 .0

0 .1

※１　工種および難易度によっては技術提案評価型（Ａ型）を選定できる

※２　工種および難易度によっては技術提案評価型（Ｓ型）を選定できる

注）これにより難い場合は、総合評価落札方式のタイプ選定フローを参照

ＷＴＯ
技術提案評価型

（Ａ型）

ＷＴＯ
技術提案評価型（Ｓ型）

Ⅳ

施工能力評価
型（Ⅱ型）

施工能力評価型（Ⅰ型）
※２

工事規模（億円）

工事の
難易度

技術提案評価型（Ｓ型）
※１

施工能力評価型（Ⅰ型）
※２

ⅥⅢⅡⅠ Ⅴ

※平成30年度から6.8億円



出典：国土交通省 請負工事成績評定要領工事の技術的難易度（河川・道路関係）
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工事の技術的難易度（河川・道路関係）

工事の技術的難易度（官庁営繕、土木営繕関係）
建物機能分類 建物例 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

１．簡易 倉庫、車庫等 易 やや難 難

２．一般 庁舎、研修施設等 易 やや難 難

３．特殊 美術館、研究施設等 易 やや難 難 特に難

事業
分類

工事区分
工 事 難 易 度

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

河川

堤防、護岸、床止め・床固め、浚渫、維持管
理 易 やや難 難

樋門・樋管、水路ﾄﾝﾈﾙ（推進）、伏せ越し、
揚排水機場 易 やや難 難

堰・水門、水路ﾄﾝﾈﾙ（山岳、ｼｰﾙﾄﾞ、開削） 易 やや難 難

海岸
堤防、護岸、養浜、浚渫、維持管理 易 やや難 難

突堤・離岸堤 易 やや難 難

砂防・
地滑り

流路工、維持管理 易 やや難 難

砂防ﾀﾞﾑ、斜面対策 易 やや難 難

ダム

維持管理 易 やや難 難

転流ﾄﾝﾈﾙ 易 やや難 難

堤体工 易 やや難 難

道路

舗装、道路付属施設、切土・盛土工、法面工、
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工、擁壁工、排水工、情報BOX、
ｼｪｯﾄﾞ、維持管理

易 やや難 難

共同溝（推進・開削）、橋梁上部・下部工、電
線共同溝・CAB 易 やや難 難

ﾄﾝﾈﾙ（山岳、ｼｰﾙﾄﾞ、開削）、共同溝（ｼｰﾙﾄﾞ） 易 やや難 難

ﾄﾝﾈﾙ（沈埋） 易 やや難 難

公園 易 やや難 難

低い 高い

・技術評価点の加算点の評価項目は、 ①技術提案（施工計画）、②企業の能力等、③配置予定技
術者の能力等とし、加算点合計及びその内訳は、下表の通りとする。
・地域貢献等の評価は、②企業の能力等の中で必要に応じて設定し、配点は下表の通りとする。
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Ⅱ型 Ⅰ型 Ｓ型 Ｓ型（ＷＴＯ） Ａ型（Ⅲ） Ａ型（Ⅱ） Ａ型（Ⅰ）

施工計画 － ○ － － － － －

技術提案 － － 30 60 70 70 70

企業の能力等 20(16) 20 15 － － － －

うち、地域貢献等 6(4) 6 － － － － －

配置予定技術者の能力等 20(14) 20 15 － － － －

加算点満点 40(30) 40 60 60 70 70 70

提案内容 － 施工計画 施工上の工夫等に係る提案
部分的な設計変更や

高度な施工技術等に

係る提案

評価方法 － 可or不可 点数化

段階選抜方式 － － △ △

配置予定技術者ヒアリング － － △ △

※施工体制確認型でない場合は、（　）内の点数とする。
○：必須
△：必要に応じて実施

施工方法に加え、工事目的
物そのものに係る提案

△

○

点数化

技術提案評価型施工能力評価型
評価項目

工事の入札契約制度（総合評価落札方式のタイプ選定毎の配点割合）



施工能力評価型 技術提案評価型

Ⅱ型 Ⅰ型
Ｓ型

Ａ型
ＷＴＯ以外 ＷＴＯ対象※

ヒアリ
ング

実施しない 実施しない※ 配置予定技術者へのヒアリングを実
施することで、配置予定技術者の監
理能力又は技術提案に対する理解
度を確認する必要がある場合に実
施する

必須。
ただし、技術提案に対する発注者の
理解度向上を目的とするものであり、
ヒアリング自体の審査・評価は行わ
ない

段階
選抜
方式

実施しない 実施しない※ 技術提案を求める競争参加者数を絞り込む必要がある場合に実施する（一
般土木工事、建築工事のＷＴＯ対象案件は原則実施）

※九州地整独自設定

・総合評価落札方式のタイプ別にヒアリングと段階選抜方式の組合せの考え方を下表に示す。
・ヒアリングでは、配置予定技術者の監理能力又は技術提案に対する理解度を確認する。

【参考】ヒアリング内容及び評価（案）

※係数は、必要に応じて適宜設定できる。

２．技術提案に対
する理解度

・本工事の特徴を踏まえた提案理由と提案内
容、効果の理解度
・提案の効果を発揮するために、施工上配慮す
べき事項の適切性

ヒアリング内容により
「技術提案評価点（テーマ毎）×係数
（1.0、0.5、0.0）※」

評価指標 ヒアリングの内容 評　　価
１．監理能力の確
認

・実績工事の概要
（工事内容及び工事での役割等）

ヒアリング内容により
「配置予定技術者の工事実績評価点×係
数（1.0、0.5、0.0）※」
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工事の入札契約制度（総合評価落札方式の方式選定基準）

・施工能力評価型及び技術提案評価型（Ｓ型）の評価項目は下表のとおりとする。

・本店が施工県以外の参加者が見込まれる一般土木（Ｂ）、ＰＣ（セグメント桁を除く）及び建築（Ｂ）においては、
地元企業活用評価型を適用する。
・なお、技術提案評価型（Ａ型）については、別途ガイドラインにより実施する。
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凡例)　◎：必須項目　○：選択項目    ●：段階選抜の場合の評価項目

※施工計画は可か不可のみを評価する。 　　　 △：地元企業活用評価型の場合の評価項目

①施工計画 ◎
　④企業の能力
　　 等 ◎ ◎ ◎ ●

　品質の向上 ◎ ◎ ◎ ●

　環境の維持

　交通の確保

　特別な安全対策 ◎ ◎

　省資源対策または
　リサイクル対策 ◎ ◎ △

　ライフサイクルコスト 下請予定業者の表彰実績 ○ ○ △

　施工上配慮すべき事項 その他オプション項目 ○ ○

◎ ◎ ◎ ● 　⑤地域貢献等 災害協定に基づく活動実績 ○ ○

◎ ◎ ◎ ● 維持工事の実績 ○ ○

◎ ◎ ◎ ● その他オプション項目 ○ ○

◎ ◎
　⑥地元企業
 　　活用評価型 △ △ △

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

　配置予定技能者表彰及び
　登録基幹技能者配置

　その他

　工事成績

　表彰(優秀技術者)

　配置予定技術者の資格

　継続教育（CPD）の状況
　【下記以外】

オ
プ
シ
ョ

ン
　発注者の指定する資格保有技術者

評価の視点

技術提案評価型（Ｓ型）

◎

　施工計画（１テーマ：設計図書（標準案）
　の範囲内で重点的に配慮すべきこと）

施工能力評価型

Ⅱ型

　工事実績

Ⅰ型

●

◎

◎

◎◎
　指定する工事の施工実績
　【電気設備、通信設備、受変電設備】

◎

◎

◎

◎

②技術提案

　工事目的物の性能・機能
　に関する事項

評価の視点
ＷＴＯＷＴＯ以外

●

技術提案評価型（Ｓ型）

ＷＴＯＷＴＯ以外
評価項目

　事故及び不誠実な行為に対する、「指名停止」
　「文書注意」「口頭注意」等の措置について、総合
  評価の加算点合計から加算点満点の１０％又は
  ５％、２．５％を減点する。

オプション

◎

施工能力評価型

Ⅱ型 Ⅰ型

オプション

◎
　表彰（安全・優良施工・災害復旧等功労業者・
　ＶＥ提案優良業者）又は工事成績優秀企業の
　認定又は災害復旧等功労感謝状

　工事の手持ち状況◎
　現場状況に適合した施工
  上の課題に関する事項

評価項目

　③配置予定
　　技術者の
  　能力等

　工事実績

　工事成績

　⑦施工体制の
  　 審査・評価

　⑧減点項目

　地元企業活用比率

　品質確保のための体制等を確認し、施工内容
　の確実な実現性を審査･評価
　・品質確保の実効性
　・施工体制確保の確実性

※

工事の入札契約制度（総合評価落札方式のタイプ毎の評価項目）



 九州地方整備局では、平成25年11月より総合評価落札方式（二極化）の本格運用
を図り、「品確法」の基本理念である「価格」及び「品質」が総合的に優れた内容の
契約がなされるよう努めてきた。

 一方、受注競争の激化による地域の建設産業の疲弊や就労環境の悪化に伴う担い手
不足等の課題を踏まえ、現在及び将来にわたるインフラの品質確保とその担い手の中
長期的な育成・確保を図るため、平成26年6月に品確法、入契法、建設業法のいわ
ゆる「担い手三法」の改正が行われたところであり、地域における災害対応を含む、
社会資本の維持管理を担う建設業界の担い手育成・確保という観点を、いかに現在の
入札・契約手続きの中に取り入れられるかが喫緊の課題である。

 これらの課題への対応を図っていくためにも、総合評価落札方式の透明性・公平性
は確保しつつ、評価の安定化及び評価の質の向上を求めることに加え、｢担い手の中長
期的な育成及び確保の促進｣と、現在のみならず｢将来の公共工事の品質確保の促進｣
を図る多様な入札契約の制度設計を立案していく必要がある。

 平成３１年度は、頻発化・激甚化する自然災害への対応を踏まえ、地域の守り手で
ある｢地元企業の受注機会の更なる拡大｣を図るとともに、｢働き方改革｣、｢生産性向
上｣を加速するため、各種試行工事の積極的活用を図る。

総合評価落札方式の改善のポイント

Ｈ３１年度基本方針
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１．総合評価落札方式の改善について
１）手持ち工事量の評価の見直し

・企業の手持ち工事量の状況は、以下の方法で評価し数値が低い者を優位に評価。
｢当該工事種別の地整内当該年度施工額｣÷「当該工事種別の過去５年度の地整内平均施工額｣

・H29年度より、当該年度施工額が３億円に達するまでは、過去の受注実績にとらわれずA評価（満点）とす
るルールを試行的に導入。（以下、３億円ルール）

・過年度の実績を踏まえ、「３億円ルール」の適用対象工事を変更。

⇒  現行：手持ち工事量の評価を行う全ての工事に適用。
→ H３１年度：手持ち工事量の評価を行う一般土木工事のみ適用。

２．試行工事の改善について
１）「技術提案チャレンジ型」の評価方法の見直し

・受注実績の少ない企業のチャンス拡大のため、企業評価の方法の一部を見直し。

⇒  現行：「当該工事種別の地整内当該年度施工額」÷「当該工事種別の過去５年度の地整内平均施工額」
→ H３１年度：【Ⅰ型】当該年度の受注（契約）実績が少ない者をより評価

【Ⅱ型】過去の受注（契約）実績が少ない者をより評価

Ｈ３１年度からの総合評価における新たな取り組み

総合評価落札方式の評価項目見直し
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見直し点

手持ち工事量の評価の概要

一般土木工事の評価表

・九州地方整備局では、従来より企業評価の一部として、手持ち工事量を次の方法で評価し数値が低い者を優位に評

価している。｢当該工事種別の地整内当該年度施工額／当該工事種別の過去５ヵ年の地整内平均施工額」

・Ｈ２９年度より、過去の受注実績の少ない企業の入札参加意欲向上及び受注機会拡大のため、当該年度施工額が、

３億円に達するまでは過去の受注実績にとらわれず、Ａ評価（５点）とするルールを全工種に試行的導入（以下、

３億円ルール）。

一般土木工事以外の評価表

・過年度の実績を分析した結果、一般土木工事以外の工種では、全体的な発注規模や件数が小さいことから、｢３億円
ルール｣を導入すると、各社の評価が高止まりするなど｢手持ち工事量の評価｣の機能が低下することを確認した。
よって、一般土木工事以外の工種については、「３億円ルール」を適用除外とし、一般土木工事のみ適用する。

【現行】：全ての工種で適用 ⇒ 【見直し】：一般土木工事のみ適用

手持ち工事量の評価の見直し
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平成３１年度 試行工事一覧
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・地元に精通した企業は地域防災の担い手であり、地元の企業・技術者の育成が必要である。
・現行の総合評価制度は、過去の実績評価のウエイトが大きいため実績が少ない者の受注機会が制約される。
・本試行は、地域を支える建設業者の受注機会拡大のため、企業や技術者の過去の実績を求めず、提案された施工

計画を主な評価とし、受注機会のチャンスを拡大する試行工事である。
・本試行工事について、過年度の受注実績を分析したところ、過去の受注件数が「少ない者」より「多い者」が比

較的多く本試行工事を受注していたため、評価方法を一部見直した。

分任官工事（土木系工事）のうち技術的高度でない工事を対象技術提案チャレンジ型の概要

【今回見直し箇所】

【現行の評価表】

技術提案チャレンジ型【見直し継続】（１／２）
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・受注実績の小さい企業のチャンス拡大を図るため、現行の評価内容（工事の手持ち状況）を当該年度の受注状況を
考慮したⅠ型（当該年度の受注（契約）実績の件数を評価）と新規参入企業の更なる受注機会拡大等を目的とする
Ⅱ型（過去の受注（契約）実績を評価）の２つのタイプに見直しを行った。
今後、本試行については、受注状況の把握を行うとともに公共工事の品質確保の観点から工事成績等について分析
を行い試行の有効性を確認する。

見直し点
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技術提案チャレンジ型【見直し継続】（２／２）



技術提案・交渉方式（１／２） ～多様な入札契約制度～

施工設計・見積り

交渉

技術提案

合意

優先交渉権者選定 設計・費用の妥当性検討 監督・検査

施工者施工者

発注者発注者

契
約
契
約

契
約
契
約

随意契約により優先交渉権者
が設計業務を行う

設計・施工技術提案

監督・検査

施工者施工者

発注者発注者

見積り

契
約
契
約

交渉

優先交渉権者選定 費用の妥当性検討

合意

優先交渉権者選定
設計者・施工者間の調整

費用の妥当性検討 監督・検査

施工者施工者

発注者発注者

設計者設計者 設計設計

契
約
契
約

技術協力・見積り＊ 施工

交渉

技術提案

合意
契
約
契
約

契
約
契
約

＊：発注者を介して実施

随意契約により優先交渉権者が別途契約されて
いる設計業務への技術協力業務を行う

設計・施工一括タイプ

技術協力・施工タイプ

設計交渉・施工タイプ

「発注者が最適な仕様を設定できない工事」
において、技術提案に基づき選定された優先
交渉権者と価格等の交渉を行い、交渉が成立

した場合に設計及び施工の契約を締結する。

「発注者が最適な仕様を設定できない工事」又は「
仕様の前提となる条件の確定が困難な工事」にお
いて、技術提案に基づき選定された優先交渉権者
と技術協力業務の契約を締結し、別の契約に基づ
き実施している設計に技術提案内容を反映させな
がら価格等の交渉を行い、交渉が成立した場合に

施工の契約を締結する。

「発注者が最適な仕様を設定できない工事」又は
「仕様の前提となる条件の確定が困難な工事」に
おいて、技術提案に基づき選定された優先交渉権
者と設計業務の契約を締結し、設計の過程で価格
等の交渉を行い、交渉が成立した場合に施工の契

約を締結する。
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■「国道５７号北側復旧ルート」の一部である｢二重峠トンネル(仮称
延長約４ｋｍ)｣の工事に係る発注手続きにあたって、１日も早い復旧
に向けて、設計段階から施工者独自のノウハウを取り入れる発注方
式（技術提案・交渉方式（技術協力・施工（ECI※）タイプ））を直轄事
業で初めて採用 （※ECI：Early Contractor Involvementの略）

技術提案・交渉方式（２／２） 《熊本地震での活用事例》

【期待される事項】
①設計と工事発注手続きを同時進行し、工事着手が半年以上前倒し
②施工者による設計段階からの施工計画の検討により、効率的に事業を推進

【位置図】

【技術提案・交渉方式（技術協力・施工タイプ）について】

技術提案に基づき選定された優先交渉権者と技術協力業務
の契約を締結し、別の契約に基づき実施している設計に技術
提案内容を反映させながら価格等の交渉を行い、交渉が成
立した場合に施工の契約を締結
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【H28年度までの試行概要】

 女性技能者の現場配置を積極的に取り組み、施工に従事したことが確認できた場合は工事成績で加点評価を行う

○評価方法 ⇒工事成績評定の主任技術評価官の「５．創意工夫Ⅰ．創意工夫【その他】」において評価
○評価条件 ⇒女性技能者の場合加点（当該職種の必要作業日数の１／２（半数）以上従事していれば加点）
○加点方法 ⇒女性技能者の配置により１点、更に指定する資格を持てば１点上乗せして加点

【H2９年度からの試行概要】

【対象工事】

 本試行は、4月1日以降に契約の手続きを開始する土木系工事（建築・機械・電機工事を除く）すべての工事において適用する

 登録基幹技能者：平成20年４月以降に国土交通大臣が登録した機関が実施する登録基幹技能者講習の修了者
※登録基幹技能者講習を受講するための要件は、「当該基幹技能者の職種において、10年以上の実務経験」「実務経験のうち3年以上の職長経験」
「実施機関において定めている資格等の保有 （１級技能士、施工管理技士等）」を有している技能者

 技能検定合格者：厚生労働大臣名（特級、1級、単一等級）または都道府県知事（2級、3級）の合格証書が交付された技能者

「もっと女性が活躍できる建設業」推進に向けて

 女性技術者・技能者の現場配置を積極的に取り組み、施工に従事したことが確認できた場合は工事成績で加点評価を行う

○評価方法 ⇒工事成績評定の主任技術評価官の「５．創意工夫Ⅰ．創意工夫【その他】」において評価
○評価条件 ⇒（女性技術者）監理（主任）技術者、現場代理人、担当技術者として配置された場合は加点

※現場代理人、担当技術者で配置された場合は、工期の１／２（半数）以上従事していれば加点
（女性技能者）女性技能者として配置された場合は加点

※技能者、従事者として配置された場合は、当該職種の必要作業日数の１／２（半数）以上従事していれば加点

○加点方法 ⇒ （3点加点） 「①監理（主任）技術者」もしくは「②現場代理人」として配置
（2点加点） 「③技能者（指定する資格有り）」として配置

※資格とは ⇒ 登録基幹技能者もしくは技能検定合格者（厚労省）
（1点加点） 「④担当技術者として配置」もしくは

「⑤①～④以外の技能者、現場で作業している全ての女性従事者（交通誘導員・ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ・DT運転手等も含む）
（以下、女性従事者という）の配置」
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工事の積算 （H31年度土木工事標準積算基準改定概要）（4月1日適用）

i-Constructionの更なる推進や働き方改革に取り組める環境の充実等を図る観点から最新の実態を踏まえ、積
算基準の改訂を実施。

■主な改定のポイント

３．土木工事標準歩掛の改定

１．i-Constructionの貫徹 ２．働き方改革に取り組める環境整備

２．品確法を踏まえた積算基準の改定

＜週休２日に取り組む際の必要経費の計上＞
・労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費、現場管理費

の補正係数の継続。

＜週休２日交替制モデル工事（仮称）の試行＞
・技術者、技能労働者の交替制による週休２日モデル

工事を試行。

＜施工パッケージ＞
・日当たり施工量、労務、資機材等の改定（１７工種）
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＜ICT施工の更なる普及（小規模施工の区分の新設）＞
・小規模（5,000m3未満）の区分を新たに設定。

＜現場管理費の改訂＞
・最新の実態を反映し、全工種区分の現場管理費率を改訂

＜ICT積算基準の新設＞
・①「ICT法面工（吹付工）」、②「ICT付帯構造物設置工」、

③「ICT地盤改良工（浅層、中層混合処理）」の積算基準を
新設。

・間接工事費の施工地域補正の適用工種拡大（下水道工事）

・熱中症対策に資する現場管理費補正の導入等

・熊本地震の被災地における間接工事費の補正係数＜継続＞

＜土木工事標準歩掛＞
・歩掛の新規制定（１工種）
・維持修繕に関する歩掛の改訂（適用範囲の拡大）（３工種）
・日当たり施工量、労務、資機材等の変動により改定（９工種）
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5千m3未満 5千m3以上1万m3未満 1万m3以上5万m3未満 5万m3以上

施工土量別の工事件数(H30年度)

ＩＣＴ施工の更なる普及（小規模施工の区分の新設）

○中⼩企業がＩＣＴ施⼯を実施し易い環境を構築するため、施⼯⼟量の区分による施⼯の効率性等が異なる実情を
踏まえ、⼟⼯（掘削）について、⼩規模施⼯の区分を新設

ＩＣＴ施⼯の対策

⼩規模５千ｍ３未満の区分を新設

↓新たな区分 ↓現⾏の区分
(H30年4⽉適⽤)

↓現⾏の区分

⼟⼯（掘削）の現状

※H30年度発注ICT⼟⼯（H30.10⽉時点）

⼯ 事

164

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

現行 改定

現場管理費の改定

※直近の改定：H28年度の橋梁保全の追加、河川・道路構造物、鋼橋架設、道路維持の改定

○新技術導⼊等に要する現場経費（外注経費等）の増加を踏まえ、全⼯種区分の現場管理費を改定

間接⼯事費（諸経費率及び算定式）の改定
■現場管理費率の改定イメージ ※「河川・道路構造物⼯事」の例

【現⾏】

【改定】

700万 10億

※直接⼯事費２億円の⼯事では、
諸経費率 約０．５%増
（現場管理費 約１００万増）

現場管理費の対策
⼯ 事

700万円以下 700万円超え10億円以下 10億円超え
41.29% 420.8×Np-0.1473 19.88%

700万円以下 700万円超え10億円以下 10億円超え
42.50% 457.7　×　Np-0.1508 20.11%
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ICT積算基準の新設① ICT法面工(吹付工)

維持管理面データによる検査ICTを用いた施工管理現況を踏まえた設計

発注者

OK

設計・
施工計画

施工 検査

③施工、出来高、出来形管理 ④検査の効率化①UAV･TLSによる
３次元測量

②3次元測量ﾃﾞｰﾀに
よる設計・施工計画

人の立入が危険な急
傾斜も短時間で面的
に３次元測量を実施

3次元測量結果から吹付面の
照査に基づく変更数量算出

法面工のうち、吹付けに適用し
今後現場打ち法枠や、プレキャ
スト法枠等へ適用範囲を拡大

TS等を用いた出来形管理
により検査を効率化。

出来形数量確認には点群の他
TS等ノンプリ断面計測も可とする

⑤維持管理の初期
値データへ

ＩＣＴを用いた
現況測量

測量

技術、ソフトウェアの確立
により取得データを点検
等の初期値として利活用

斜面上の測量作業
起工測量（現地形）に基づいて設計
成果を修正、枠割付等、配置見直し 高所斜面上の臨場検査斜面上の出来形計測

従来施工

○ ＩＣＴ活用 土工と合わせて3D設計データを作成し、法面工（吹付工）の施工管理に活用。

○ 従来規格値及び測定項目を使用

⼯ 事
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ICT積算基準の新設② ICT付帯構造物設置工

維持管理検査
ICTを用いた

一括施工管理
付帯構造物を
含めた設計

検査

③施工管理、出来高、出
来形管理の効率化

④検査の効率化②土工と合わせた設
計・施工計画

事前測量結果とそれぞれの
設計を重畳

土工と付帯構造物それぞれに
利用可能な３Ｄデータのよる出
来高、出来形管理

３Ｄデータによる
検査で効率化

①ICT土工の
測量

発注者

OK

設計・
施工計画

施工

短時間で施工箇所の
３次元測量を実施

帳票作成・書面検査

側溝

自動作成

⑤維持管理の初期
値データとして活用

起工測量

測量

維持管理にて構造物（管
理対象）の設置位置把握

丁張り＋水糸＋コンベックストータルステーション等

L＝○m

従来施工

○ ＩＣＴ活用 土工と合わせて3D設計データを作成し、付帯構造物の施工管理に活用。

○ ＴＳ等光波を用いた出来形管理
従来規格値及び測定項目を使用

⼯ 事
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ICT積算基準の新設③ ICT地盤改良工(浅層、中層混合処理)

施工履歴データ
による検査

検査

ICT地盤改良機械による施工
3DMG設計

データの作成

③ICT建機による施工・出来高、
出来形計測の効率化

④ICTの活用による検査の
効率化

①ICT活用に

よる設計・
施工計画

通常施工と同じ
２次元設計デー
タを基に3DMG
設計データの作
成 施工履歴データによる出来高、出来形管理

施工履歴データから帳票自動作成
により書類作成を効率化
実測作業省略による検査効率化

ICT土

工と同
様の起
工測量

発注者

設計・
施工計画

施工

帳票作成・書面検査

OK

発注者

測量

測量

土工と
同様の
起工測
量

設計図

設計図から、施
工数量を算出

区割り等目印に合わせて施工、
目印が消えてしまった場合は
再設置

帳票作成、書類による検査、
巻き尺等による実測作業

設計図に合わせた施
工範囲、区割り等の測
量及び目印設置

②ICTを活用した

施工範囲目印設
置の省略

ICT活用により、施工

範囲等の測量、区割
りの目印設置を省略

OK

管理項目

○ ＩＣＴ活用

従来施工

地盤改良機械の施工履歴データを施工及び施工管理に活用。

帳票自動作成

○ ICT地盤改良工 「出来形管理基準」
従来規格値及び測定項目を使用

⼯ 事
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○週休２⽇の実現に向けた環境整備として、現場閉所の状況に応じた労務費、機械経費（賃料）、共通仕様書、
現場管理費の補正係数を継続

週休２⽇の補正係数

週休２日に取り組む際の必要経費の計上

週休２⽇交替制モデル⼯事（仮称）の試⾏

○建設業の働き⽅改⾰を推進し、休⽇確保に向けた環境整備とし、新たな取り組みを試⾏
【対象⼯事】
⼯事内容：維持⼯事及び施⼯条件により、⼟⽇・祝⽇等の休⽇に作業が必要となる⼯事等
発注⽅式：新規発注⼯事は、「受注者希望⽅式」とする

【積算⽅法（補正係数）】
・補正対象は、労務費とし、現場に従事した全ての技術者、技能労働者の休⽇確保状況に応じて変更時に補正する

※現場施⼯体制（技術者・技能労働者）の確保に特別な費⽤等が必要となる場合は、協議できるものとする

休⽇率（％）＝ 技術者・技能労働者の平均休⽇数 ÷ ⼯期
※休⽇率は、全ての技術者、技能労働者の平均とする

休⽇率 4週6休以上7休未満
(21.4%以上25.0%未満)

4週7休以上8休未満
(25.0%以上28.5%未満)

4週8休以上
(28.5%以上)

労務費 1.01 1.03 1.05

⼯ 事

4週6休 4週7休 4週8休以上
労務費 1.01 1.03 1.05

機械経費(賃料) 1.01 1.03 1.04
共通仮設費率 1.01 1.03 1.04
現場管理費率 1.02 1.04 1.05
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間接工事費の施工地域補正の適用工種拡大（下水道工事）

○沿道の⼯事制約条件が多い都市部における実情を踏まえ、下⽔道⼯事に新たな地域補正区分を設定
下⽔道⼯事の対策

施⼯地域区分の改定

【⼤都市補正の概要】
交通量が多く、また住宅密集地のため安全管理に係る費⽤や建設機械等の仮置きヤード等の確保が困難であり、現場から離れた箇所へ⽇々回送、現場事務所や労働者
宿舎等に係る⼟地・建物の借り上げなど、費⽤が多⼤になっていることから、共通仮設費、現場管理費を補正しているもの。

施工地域区分 工種区分 対象

舗装工事

電線共同溝工事

道路維持工事

鋼橋架設工事

舗装工事

電線共同溝工事

道路維持工事

適用条件
補正係数 適用優先

大都市（２）

札幌市、仙台市、さいたま市、川口市、草加市、千葉市、市川市、船
橋市、習志野市、浦安市、東京特別区、八王子市、横浜市、川崎市、
相模原市、新潟市、静岡市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸
市、尼崎市、西宮市、芦屋市、広島市、北九州市、福岡市の市街地
部が施工箇所に含まれる場合
※東京特別区、横浜市、大阪市の市街地部は、鋼橋架設工事のみ
対象とする

1.5 2

大都市（１）
東京特別区、横浜市、大阪市の市街地部が施工箇所に含まれる場
合 2.0 1

施工地域区分 工種区分 対象

舗装工事

電線共同溝工事

道路維持工事

鋼橋架設工事

舗装工事

電線共同溝工事

道路維持工事

下水道工事
（１）、（２）

大都市（２）

札幌市、仙台市、さいたま市、川口市、草加市、千葉市、市川市、船
橋市、習志野市、浦安市、東京特別区、八王子市、横浜市、川崎市、
相模原市、新潟市、静岡市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸
市、尼崎市、西宮市、芦屋市、広島市、北九州市、福岡市の市街地
部が施工箇所に含まれる場合
※東京特別区、横浜市、大阪市の市街地部は、鋼橋架設工事、下水
道工事（１）、（２）を対象とする

1.5 2

適用条件
補正係数 適用優先

大都市（１）
東京特別区、横浜市、大阪市の市街地部が施工箇所に含まれる場
合 2.0 1

施工地域区分 工種区分 対象

鋼橋架設工事

舗装工事

電線共同溝工事

道路維持工事

大都市（１）、（２）

札幌市、仙台市、さいたま市、川口市、草加
市、千葉市、市川市、船橋市、習志野市、浦
安市、東京特別区、八王子市、横浜市、川崎
市、相模原市、新潟市、静岡市、名古屋市、
京都市、大阪市、堺市、神戸市、尼崎市、西
宮市、芦屋市、広島市、北九州市、福岡市の
市街地部が施工箇所に含まれる場合

1.2 2

適用条件
補正係数 適用優先 施工地域区分 工種区分 対象

鋼橋架設工事

舗装工事

電線共同溝工事

道路維持工事

下水道工事
（１）、（２）

適用条件
補正係数 適用優先

大都市（１）、（２）

札幌市、仙台市、さいたま市、川口市、草加
市、千葉市、市川市、船橋市、習志野市、浦
安市、東京特別区、八王子市、横浜市、川崎
市、相模原市、新潟市、静岡市、名古屋市、
京都市、大阪市、堺市、神戸市、尼崎市、西
宮市、芦屋市、広島市、北九州市、福岡市の
市街地部が施工箇所に含まれる場合

1.2 2

⼯ 事

＜共通仮設費＞

＜現場管理費＞
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○対象額700万円を超え10億円以下の場合（補正例）

【条件】 直接⼯事費２億円の河川・道路構造物⼯事
①対象額：純⼯事費２１６，６１２，０００円（純⼯事費＋⽀給品費＋無償貸付機械等評価額）
②施⼯地域：なし、③⼯期：３００⽇のうち、真夏⽇が５０⽇

【改定前】
現場管理費 ＝ 対象純⼯事費 ×（（現場管理費率 × 補正係数）＋ 補正値）
53,936,000 ＝ 216,612,000 ×（（２４．９０％ × １．０ ）＋ ０％ ）

【改定後】
現場管理費 ＝ 対象純⼯事費 ×（（現場管理費率 × 補正係数）＋ 補正値）
補正値 ＝ ５０⽇ ÷ ３００⽇ × １．２＝０．２０
54,369,000 ＝ 216,612,000 ×（（２４．９０％ × １．０） ＋ ０．２０％)

熱中症対策に資する現場管理費補正の導入等
現場管理費の対策

○⼯事現場の安全(熱中症)対策に係る費⽤とし、気候及び施⼯期間を考慮した現場管理費の補正を追加

対象⼯事・対象地域

○⼯事：主たる⼯種が屋外作業である⼯事 （⼯場製作⼯事は除く） ○地域：全国

補正⽅法

補正値（％）＝ 真夏⽇率(※1) × 補正係数 ※1 真夏⽇率 ＝ ⼯期期間の真夏⽇(※2) ÷ ⼯期

・⼯期：準備・後⽚付け期間を含めた⼯期(年末年始6⽇間、夏季休暇3⽇間は含まない) ・補正係数：１．２

対策費⽤として、現場管理費 約４３万円増

○補正は、⼯事期間中の⽇最⾼気温の状況に応じて変更時に補正する

⼯ 事
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※2 真夏⽇とは
施⼯現場から最寄りの観測地点において、
次のいずれかを超えた⽇
①⽇最⾼気温が30℃以上の⽇(気象庁)
②暑さ指数(WBGT)が25℃以上の⽇(環
境省)

（参考）環境省熱中症予防情報サイト
http://www.wbgt.env.go.jp/wbgt_data.php



被災地域における間接工事費の補正係数＜継続＞

○⼯事量の増⼤による資材やダンプトラック等の不⾜により、作業効率の低下が⽣じており、直接⼯事費だけでなく、間
接⼯事費（共通仮設費および現場管理費）についても現場の実⽀出が増⼤

背 景

平成３１年度も現⾏の補正係数を継続

○実態調査に基づき、間接費の割り増しを⾏う「復興係数」を導⼊ 【平成29年2⽉〜、平成29年11⽉〜】
・補正対象地域：熊本県
・補正対象⼯種：熊本県にて施⼯されるすべての⼟⽊⼯事
・補 正 ⽅ 法：対象額により算定した共通仮設費率及び現場管理費率に以下の復興係数を乗じる

共通仮設費：１．４(阿蘇・上益城地域)※、１．１ （その他県内）
現場管理費：１．１

※阿蘇・上益城地域の更なる割増については、平成29年11⽉1⽇以降に契約する⼯事から適⽤

熊本地震に係わる対策

⼯ 事
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土木工事標準歩掛

１） 新規制定 【１⼯種】
①法⾯⼯（仮設⽤モルタル吹付⼯）

２） 維持修繕に関する歩掛の改定（適⽤範囲の拡⼤） 【３⼯種】
①構造物補修⼯（ひび割れ補修⼯）［充てん⼯法］、②構造物補修⼯
（ひび割れ補修⼯） ［低圧注⼊⼯法］、③構造物補修⼯（断⾯修復
⼯） ［左官⼯法］

３） ⽇当り施⼯量、労務、資機材等の変動により改定を⾏った⼯種
【９⼯種】
①軟弱地盤処理⼯（スラリー撹拌⼯）、②函渠⼯（⼤型プレキャストボック
スカルバート⼯）、③場所打杭⼯（全回転式オールケーシング⼯）、④場所
打杭⼯（ダウンザホールハンマ⼯）、⑤敷鉄板設置・撤去⼯、 ⑥路⾯切削⼯
（切削オーバーレイ⼯）、 ⑦トンネル⼯（ＮＡＴＭ）［発破⼯法］、⑧トン
ネル⼯（ＮＡＴＭ）［機械掘削⼯法］、⑨⼩断⾯トンネル⼯（ＮＡＴ
Ｍ）

⼟⽊⼯事標準歩掛の改定概要

⼟⽊⼯事標準歩掛は、⼟⽊請負⼯事費の積算に⽤いる標準的な施⼯条件における単位施⼯量当
り、若しくは⽇当りの労務⼯数、材料数量、機械運転時間等の所要量について⼯種ごとにとりまとめたも
ので、「施⼯合理化調査等の実態調査」の結果を踏まえ、新規⼯種の制定及び既存制定⼯種を改定

新規制定工種の改定概要

⼯ 事
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施工パッケージは、土木請負工事費の積算に用いる標準的な施工条件における機械経費、労務費、材料費を含んだ単位
施工量当り「単価」を施工パッケージ毎に設定したもので、 「施工合理化調査等の実態調査」の結果を踏まえ、施工パッケー
ジ単価を改定。

また、施工パッケージ標準単価は、施工実態の変動を反映させているとともに、機械、労務、材料単価の物価変動による乖
離が生じないように、毎年度単価の更新を行っています。

１）日当り施工量、労務、資機材等の改定を行った工種【１７工種】

①土工、②土工（ＩＣＴ）、③吹付法面とりこわし工、④排水構造物工、⑤コンクリート削孔工、⑥殻運搬、
⑦土工（砂防）、⑧路盤工、⑨路盤工（ＩＣＴ）、⑩アスファルト舗装工、⑪排水性アスファルト舗装工、
⑫立入り防止柵工、⑬路側工（据付け）、⑭道路付属物設置工、⑮舗装版破砕工、⑯側溝清掃工（人力
清掃工）、⑰沓座拡幅工

施⼯パッケージ関係 【１７⼯種】

施工パッケージ関係

「施⼯パッケージ型積算⽅式標準単価表（参考資料）」の公表
施工パッケージ型積算方式の理解向上に資するため、施工パッケージ標準単価の代表機労材規格の

うち、代表機械規格及び代表労務規格の参考数量を「施工パッケージ型積算方式標準単価表（参考資
料）」として、国土技術政策総合研究所ＨＰに掲載（平成３１年３月末公表予定）。

（http://www.nilim.go.jp/lab/pbg/theme/theme2/theme_sekop.htm）

⼯ 事
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低入札価格調査基準とは
■ 予算決算及び会計令第８５条に規定。
■ 「当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合」の基準。
■ この基準に基づいて算出した価格を下回った場合には、履行可能性についての調査を実施。

履行可能性が認められない場合には、失格。

低入札価格調査基準の見直しについて

低入札価格調査基準（工事）

【範囲】

予定価格の

7.0/10～9.0/10

【計算式】

・直接工事費×0.97

・共通仮設費×0.90

・現場管理費×0.90

・一般管理費等×0.55

上記の合計額×1.08

H29.4.1～

【範囲】

予定価格の

7.0/10～9.0/10

【計算式】

・直接工事費×0.95

・共通仮設費×0.90

・現場管理費×0.80

・一般管理費等×0.30

上記の合計額×1.05

H23.4～

【範囲】

予定価格の

7.0/10～9.0/10

【計算式】

・直接工事費×0.95

・共通仮設費×0.90

・現場管理費×0.80

・一般管理費等×0.55

上記の合計額×1.08

H25.5.16～

○H31年4月1日以降に入札公告を行う工事を対象に、低入札価格調査基準の範囲を0.70～0.90から

0.75～0.92へ引き上げ

・計算式により算出した額が上記の「範囲」を上回った（下回った）場合には、上限（下限）値で設定。

【範囲】

予定価格の

7.0/10～9.0/10

【計算式】

・直接工事費×0.95

・共通仮設費×0.90

・現場管理費×0.90

・一般管理費等×0.55

上記の合計額×1.08

H28.4.1～

【範囲】

予定価格の

7.5/10～9.2/10

【計算式】

・直接工事費×0.97

・共通仮設費×0.90

・現場管理費×0.90

・一般管理費等×0.55

上記の合計額×1.08

今回（H31.4.1～）
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工事の積算（施工パッケージ型積算方式）

・積算の効率化、変更協議の円滑化等を目的に「ユニットプライス型積算方式」が導入されてきたが、効率化の
目的を一層果たすため、その課題を改良した新たな積算方式として『施工パッケージ型積算方式』を試行する。

１．導入の背景及び目的

・平成２４年１０月１日以降に入札を行う工事から適用。これまでに４０３の施工パッケージを導入済み。
・ 「施工パッケージ単価」を導入した部分については、全ての土木工事においてこの単価を用いて試行するこ

ととし、積上積算方式での積算は行わない。⇒施工パッケージ化した歩掛を廃止

２．対象工事

３．施工パッケージ型積算による効果

（１）受注者への効果
○元下間の契約の透明性の向上
• 「施工パッケージ単価」として直接工事費が公表されるとともに、施工パッケージ単位で総価契約単価合意を実

施し、合意単価が示されることになるため、元下間の契約の透明性にも効果が見込まれる。
○価格の透明性の向上
• 標準単価及び積算単価への補正方法等を公表することにより、発注者の価格設定が明確化され、受注後の単

価協議や設計変更時等における受発注者の協議の円滑化が見込まれる。
（２）発注者への効果

○積算業務の負担軽減
• 発注者の積算作業の簡素化が図られる。
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H24.10月
導入分

H25.10月
導入分

H27.10月
導入分

H28.10月
導入分

合 計

パッケージ化完了数 63 145 111 84 403

パッケージ対応率
（括弧内は市場単価分を加え
た数字）

30%
（50%）

50%
（70%）

60%
（80%）

65%
（85%）

－

移行する歩掛数 85 174 96 73 428

ユニット積算

積
算

で
の

使
用

頻
度

の
割

合

H23 H24 H25 H26

見積

積上積算

85歩掛

約３割
約５割

H27

約６割

174歩掛

96歩掛

第１期生【63Ｐ】

H28

数％

市場単価 ※施工パッケージ化の対象外

第２期生【145Ｐ】

試行導入期間

約２割

約２割

73歩掛

施工パッケージ積算

約400Ｐ

H28.10~本格導入

第４期生【84Ｐ】

約６．５割

第３期生【111Ｐ】

工事の積算（施工パッケージ導入履歴・拡大状況）
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工事の積算（見積りを活用する積算方式について）

○地域や工種によっては、資材価格等の高騰や落札率の低下により収益性の低い工事への参加を手控

えるなど、建設業者の応札行動の変化。予定価格に市場動向、施工条件・現場条件の多様化に追従が

困難な場合が発生。

○発注者の積算との乖離が大きく、入札の不調・不落が頻発している工事において、標準積算の歩掛が

あっても、予定価格の作成にあたり応札者の見積もりを活用する方式を試行。

乖離部分と想定される項目
の見積りを求める。

乖離（実勢価格と標準積算）
・個別の現場条件が反映しきれない。
・実勢価格の変化が激しい。

など・・・

反映

積 算

標準積算

・見積書の平均的なものを採用

予定価格の作成

○見積活用積算方式の概要

〈当分の間、配慮が必要な工種等〉
河川維持工（伐木除根工）
砂防工（コンクリート工、鋼製砂防工、仮設備工等）
電源設備工（発電設備設置工、無停電電源設備設置工）
その他、過去に同一地域で不調・不落になった工事と同種及び類似工事

〈当分の間、配慮が必要な建設資材〉
鋼矢板
高力ボルト
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工事の積算（建設資材の遠隔地からの調達）

○ 急激な需要増により、地域によっては通常地域から調達している砕石等の資材の供給不足が生じる恐れが

あり、不足分を他地域から調達した場合は、他地域から工事現場への輸送費がかかるため、積算額と実際
にかかる費用に乖離が生じる。

○ 工事現場が所在する地区において建設資材の需要ひっ迫等が生じ、他地域からの調達に変更せざるを得
ない場合には、工事の設計変更を行うものとする。

発注官庁

地域外からの調達に係
る費用の増（輸送費等）
は、受注者が負担するし
かないことから、域外か
らの調達が進まない。

他地域

需要ひっ迫に
より域内調達

が困難に

現 状 対 策

工事実施地区

工事受注者

工事実施地区の資材単価で積算・契約

発注官庁

地域外からの調達に係る
費用の増が、設計変更の
対象となることから、必要な
場合には受発注者間で協
議し、域外調達が進む。

他地域

工事実施地区

工事受注者

工事実施地区からの調達を前提条件にしつつ、
地域内からの円滑な調達が困難になった資材は
、資材調達費用について設計変更対応とするこ
とを条件に契約。

需要ひっ迫に
より域内調達

が困難に

○
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工事の積算（労働者を遠隔地から調達する場合）

積算体系

共通仮設費

積み上げ分

共通仮設費

（率分）

直接工事費

間接工事費

共通仮設費

工事原価

一般管理費

現場管理費

請負工事費

工事価格

消費税相当額

営繕費
•労働者の輸送に要する費用
•宿泊費
•借上費
•倉庫及び材料補完場の営繕に要する費用、他

運搬費
準備費
事業損失防止施設費
技術管理費

通常は、直接工事費等に対する定率
で計上している以下の赤字部分を設計
変更の対象にする。

労務管理費
•募集及び解散に要する費用（赴任旅費等）
•労災保険法等による給付以外に災害時には事業主が負担する費用
•賃金以外の食事、通勤等に要する費用
•慰安、娯楽及び厚生に要する費用、他

安全訓練等に要する費用

･･･

･･･

○ 補正予算等の執行を迅速に進めるため、急激な需要増により工事箇所近隣だけでは労働者を確保出来ず、
遠隔地からの労働者で対応せざるを得ない場合には、追加で必要となる赴任旅費や宿泊費等の間接費
について、標準的な積算基準を上回って必要になる分を、設計変更で対応できるようにする。

○ 特記仕様書等に明示して契約条件とすることによって、入札不調や不落を抑制。
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施工箇所点在型積算

【施⼯箇所点在の積算】
○施工箇所が点在する工事については、建設機械を複数箇所に運搬する費用や複数箇所の交通規

制等がそれぞれの箇所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離があるため、施工箇所
が複数あり、施工箇所が１ｋｍ程度を越えて点在する場合は、共通仮設費、現場管理費を箇所ごと
に算出する積算とする。

・直近の施工箇所が１ｋｍ程度以上離れている場合は、別箇
所として積算する。

1km程度以上

1km程度以上

1km程度以上

工事箇所A1

工事箇所A２

工事箇所A３

・地域における交通環境を十分に考慮した際に、点
在箇所の間隔が1km程度に満たなくとも、建設機

械を複数箇所に運搬したり、交通規制等が複数箇
所で発生したりするなど、異なる施工箇所として見
なすことが適当と考えられる場合には、共通仮設

費、現場管理費を箇所毎に算出する。
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工事の積算（その他：余裕期間の設定）

■余裕期間制度

1. 余裕期間の長さ：工期の30％を超えず、かつ、4ヶ月を超えない範囲
2. 技術者の配置：

(1) 技術者の配置必要なし、現場着手してはいけない期間（資機材の準備は可、現場搬入不可）
(2) 実工期・実工事期間 ： 技術者の配置必要、準備・後片付け期間を含む。

余裕期間

実工期

発注時

契約時

実工期

発注時

余裕期間

全体工期＝余裕期間＋実工期

実工事期間

契約時

実工期

①「発注者指定方式」 ： 余裕期間内で工期の始期を発注者があらかじめ指定する方式

②「任意着手方式」 ： 受注者が工事の開始日を余裕期間内で選択できる方式

余裕期間

余裕期間

工期の始期を指定

範囲内で受注者が契約時に選定
実工事期間は変更出来ない

③「フレックス方式」 ： 受注者が工事の始期と終期を全体工期内で選択できる方式

※）全体工期内で受注者が実工期を選択

工期の始期を選定

工期の始期を選定 工期の終期を選定

受注者が工期を選定

⇒当分の運用として、
工期の40％を超えず、かつ、5ヶ月を超えない範囲
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工事の積算（その他：スライド条項について（契約約款第２５条））

項目
全体スライド

（第１～４項）

単品スライド

（第５項）

インフレスライド

（第６項）

適用対象工事

工期が12ヶ月を超える工事

但し、残工期が2ヶ月以上ある工事

（比較的大規模な長期工事）

すべての工事

（運用通達発出日時点で継続中の工
事及び新規契約工事）

すべての工事

但し、残工期が2ヶ月以上ある工事

（運用通達発出日時点で継続中の工
事及び新規契約工事）

条項の趣旨
比較的緩やかな価格水準の変動に
対応する措置

特定の資材価格の急激な変動に対
応する措置

急激な価格水準の変動に対応する
措置

請負額変更の
方法

対象

請負契約締結の日から12ヶ月経過後
の残工事量に対する資材、労務単価
等

部分払いを行った出来高部分を除く
特定の資材（鋼材類、燃料油類コンク
リート類等）

臨時で賃金水準の変更がなされた日
以降の残工事量に対する資材、労務
単価等

受注者

の負担

残工事費の１．５％ 対象工事費の１．０％

（但し、全体スライド又はインフレスラ
イドと併用の場合、全体スライド又は
インフレスライド適用期間における負
担はなし）

残工事費の１．０％

（29条「天災不可抗力条項」に準拠し、
建設業者の経営上最小限度必要な
利益まで損なわないよう定められた
「１％」を採用。単品スライドと同様の
考え）

再スライド

可能

（全体スライド又はインフレスライド適
用後、12ヶ月経過後に適用可能）

なし

（部分払いを行った出来高部分を除
いた工期内全ての特定資材が対象
のため、再スライドの必要がない）

可能

（臨時で賃金水準の変更がなされる
都度、適用可能）

これまでの事例
ほぼ経年的にあり 平成20年に運用通知 昭和49年に運用通知

（第1次石油危機当時）

価格変動が・・・
●通常合理的な範囲内である場合には、請負契約であることからリスクは受注者が負担
●通常合理的な範囲を超える場合には、受注者のみのリスク負担は不適切
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工事の積算（その他：全体スライド）

全体スライド（工事請負契約書第２５条第１項～第４項）

出 来 高 残 工 事

契約日 請求日 基準日 工期末

１２ヶ月以上 １４日以内 残工期２ヶ月以上

請 負 額

残工事に対する
変動前後の差額（Ａ）

（変動前残工事額：Ｂ）

全体スライド変更額
ＡーＢ×１．５％

ただし、Ａ＞Ｂ×１．５％
の場合のみ全体スライド

適用可能

１ 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準
又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の
変更を請求することができる。

２項以下 （略）

工事請負契約書 第２５条第１～４項（全体スライド条項）

長期にわたる工事期間中の比較的緩やかな価格水準の変動に対応
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工事の積算（その他：単品スライド）

単品スライド（工事請負契約書第２５条第５項） 対象資材：油脂類、鋼材類、コンクリート等
特定の資材

５ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当と
なったときは、発注者又は受注者は、前各号の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。

工事請負契約書 第２５条第５項（単品スライド条項）

特定資材の価格が著しい変動を生じた場合に適用

請 負 額

対 象 工 事

適用開始日

残工期２ヶ月以上

残工事に対する
変動前後の差額（Ａ）

（変動前残工事額：Ｃ）

インフレスライド変更額
ＡーＣ×1.0％

ただし、Ａ＞Ｃ×1.0％
の場合のみ、単品スライド

を適用可能

請求日

既済部分（検査済）

契約日 工期末

主要資材の変動額（Ａ）
（材料費のみを対象）
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工事の積算（その他：インフレスライド）

請 負 額

インフレスライドの概要（工事請負契約書 第２５条第６項）

残 工 事

基準日

残工期２ヶ月以上

残工事に対する
変動前後の差額（Ａ）

（変動前残工事額：Ｂ）

インフレスライド変更額
ＡーＢ×1.0％

ただし、Ａ＞Ｂ×1.0％
の場合のみインフレスライド

を適用可能

請求日

１４日以内

出 来 高

賃金水準
の変更

（受発注者協議）

次の賃金水準の
変更までに請求

６ 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレー
ションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の定めにかかわらず、請
負代金額の変更を請求することができる。

工事請負契約書 第２５条第６項（インフレスライド条項）

賃金等の急激な変動に対処するため、インフレスライド条項が適用できることを通知
（平成２６年１月３０日通知）

契約日 工期末

186
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６．工事の施工効率と品質向上対策
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施工効率と品質の向上対策（基準類の改訂）

【主な改定内容】
○土木工事共通仕様書、電気通信設備工事共通仕様書、施工管理基準、写真管理基準について、引用されている
技術基準等との整合を図るための改定や、現場の実態を踏まえた改定等を実施。
H31.4の主な改定は、ICT土工（軟岩・床堀）、ICT法面工（吹付工）、ICT付帯構造物設置工、ICT地盤改良工等を導入
している。

①共通仕様書
・工事請負契約書と設計図書の内容について、統一的な解釈と運用を図るとともに、その他必要な事項を定め

契約の適正な履行の確保を図ることを目的としたもの。

②施工管理基準
○出来形管理基準

・工事の施工管理を規定した「土木工事施工管理基準及び規格値」の中で工事目的物の出来形確保
のための、測定項目、規格値、測定基準、測定箇所をまとめたもの。

○品質管理基準
・工事の施工管理を規定した「土木工事施工管理基準及び規格値」の中で工事に使用する材料及び

施工時等の試験項目、試験方法、規格値、試験基準等の品質管理のための基本事項をまとめたもの。

③写真管理基準
・工事の施工管理を規定した「土木工事施工管理基準及び規格値」の中で写真による管理方法について

規定したもの。

【参考】

１．土木工事共通仕様書等の改定（平成31年4月版）

【共通仕様書 改定の経緯】
○発出された通達、改定された技術基準等にあわせ、概ね２年に１度、改定を実施。
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施工効率と品質の向上対策（基準類の改訂）

２．設計変更ガイドライン（案）の改定（平成27年8月）

１）改定のポイント

(1)設計変更協議会等での協議

＜策定の背景＞
・ 改正品確法（平成26年6月）の基本理念には、発注者の責務として、請負契約の当事者が対等の立場における合意に
基づいて「公正な契約を適正な額の請負契約代金で締結」することや「適切な設計変更」が示されている。

・ 受注者は、設計変更協議会等において、必要に応じて概算金額の提示を求めることができます。また、発注者は受注者
からの要請があれば、設計変更協議会等での結果を受けて、指示書に概算金額を明示します。

(2)概算金額の明示の考え方

１．指示書には、変更内容による変更見込み概算額を記載する。

２．類似する他工事の事例や設計業務等の成果、協会資料及び受注者からの見積書（妥当性を確認したもの）などを参考
に記載する。

３．概算金額は、百万円単位を基本（百万円以下の場合は十万円単位）とする。

４．記載する概算金額は、「参考値」であり、契約変更額を拘束するものではない。

５．緊急的に行う場合、または何らかの理由により概算金額の算定に時間を要する場合は、「後日通知する」ことを添えて

指示を行うものとする。

(3)請負代金額の変更について

・ 変更見込金額が請負代金額の30％を超える場合は、分離発注が著しく困難で、一体施工の必要性があるものに限って、
適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金又は工期の変更を行うこととする。
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施工効率と品質の向上対策（基準類の改訂）

２）設計変更ガイドライン（案）とは

土木工事の背景

○多種多様な現地の自然条件下で生産されるという特性から,
設計図書に示された施工条件が実際と一致しない場合がある。

○設計図書で想定していなかった条件が発生する場合がある。
○設計図書に誤謬、脱漏、不明確な表示の場合がある。

策定の目的

○契約関係の適正化、責任の所在の明確化。
○設計図書の変更手続きの円滑化
○契約関係の適正化により、必要とする工事目的物の品質の確保

設計変更ガイドライン（案）の主な内容

○設計変更ガイドライン（案）には、設計変更が可能なケースの具体的事例等が示されている
大きくは、(1)工事請負契約書第18条第1項に該当する場合、(2)設計の照査の範囲を超える作業が生じる場合、(3)発注者が変更を必要と認める

場合、(4)工事を一時中止する必要がある場合に分けられる

【参考】(1)工事請負契約書第１８条第１項第一号～第五号に該当する具体例を以下に示す
【第１項第一号】 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しない、設計書と図面で材料の規格が一致しない
【第１項第二号】 設計図書に誤謬又は脱漏がある、条件明示する必要がある場合にも係わらず、土質や地下水位に関する一切の条件明示

がない、設計図書に示されている工法では明示されている土質に対応していない
【第１項第三号】 設計図書の表示が明確でない、土質柱状図は明示されているが地下水位が不明確な場合

・使用する材料の規格（種類、強度等）が明確に示されていない
【第１項第四号】 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事

現場が一致しない、設計図書に明示された土質や、地下水位が現地条件と一致しない、設計図書に明示された地盤高と工事
現場の地盤高が一致しない

【第１項第五号】 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じた、埋蔵文化財が発見され調査
が必要となった、工事範囲の一部に軟弱な地盤があり、地盤改良が必要となった

○設計変更が可能なケースの他に、設計図書の照査（工事請負契約書第18条第1項の照査）や設計変更が不可能なケース、手続きの流れや工
期・請負代金額の変更等について記載されているため、受注者と発注者がともに対等な立場で協議を行い、円滑な請負契約を執行していくために
も、双方が設計変更ガイドライン（案）を今まで以上に活用して頂くことが重要である。
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施工効率と品質の向上対策（基準類の改訂）

３．工事一時中止に係るガイドライン（案）の改定（平成28年6月）

(1)工期短縮計画書の作成

• 発注者は工事一時中止の解除にあたり工期短縮を行う必要があると判断した場合は、受注者と工期短縮について協議し合
意を図る。

• 受注者は、発注者からの協議に基づき、工期短縮を行う場合はその方策に関する工期短縮計画書を作成し、発注者と協議
を行う。

• 協議にあたっては、工期短縮に伴う増加費用等について、受発注者間で確認し、 双方の認識の相違が生じないようにする。

(2)工期短縮を行った場合（当初設計から施工条件の変更がない場合）

■増加費用の考え方

■増加費用を見込む場合の主な項目の事例

①工期短縮の要因が受注者の責によらないもの ・・・・・・・・・・・・ 【増加費用を見込む】
ex. ・工事を中止及び新規工種を追加したにも関わらず工期延期せず当初工期のままとした場合

・想定以上の悪天候により、当初予定の作業日数の確保が見込めず、通常工期延期が必要であるところ、工期延期ができない条件の場合

②工期短縮の要因が受注者に起因するもの ・・・・・・・・・・・・ 【増加費用は見込まない】

ex. ・受注者の都合により、当初工程を短縮せざるを得ない場合

・当初昼間施工であったが、工種追加により夜間施工を追加した場合は、夜間施工の手間に要する費用。

・パーティー数を増加せざるを得ず、建設機械等の台数を増加させた場合に要する費用。

・その他、必要と思われる費用。

※増加費用の内訳については受注者と発注者で協議を行うものとする。

１）改定のポイント
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施工効率と品質の向上対策（基準類の改訂）

２）工事一時中止に係るガイドライン（案）とは

ガイドライン策定の背景

○工事の発注に際しては、地元設計協議、工事用地の確保、占用事業者等との協議並びに関係機関協議を整え、適正な工期を確保し、発注を行うこと
が基本となるが、 円滑かつ効率的な事業執行を図るため、一部の工事で各種協議や工事用地の確保が未完了な場合においてもやむを得ず条件明示
を適切に工事発注を行う場合がある。

○各種協議や工事用地の確保が未完了な状態で発注を行った工事や、工事の施工途中で受注者の責に帰することができない事由により施工ができな
くなった工事等については、工事の一時中止の指示・通知を行わなければならない。

しかし、一部の工事において一時中止の指示・通知を行っていない工事も見受けられ、受注者の現場管理費等の増加や配置技術者の専任への支障
が生じているといった指摘がある。

○これらの課題を踏まえ、受発注者が工事一時中止について、適正な対応を行うためにガイドライン（案）を策定したものである。

工事一時中止に係るガイドライン（案）の主な内容

○工事一時中止に係るガイドライン（案）には増加費用の考え方等が示されている
●増加費用等の適用は、発注者が工事の一時中止（部分中止により工期延期となった場合を含む）を指示し、それに伴う増加費用等について受注者
から請求があった場合に適用する。
●増加費用として積算する範囲は、工事現場の維持に要する費用、工事体制の縮小に要する費用、工事の再開準備に要する費用とする。

【参考】
◇工事現場の維持に要する費用

中止期間中において工事現場を維持し又は工事の続行に備えて機械器具、労務者又は技術職員を保持するために必要とされる費用等
中止に係る工事現場の維持等のために必要な受注者の本支店における費用

◇工事体制の縮小に要する費用
中止時点における工事体制から中止した工事現場の維持体制にまで体制を縮小するため、不要となった機械機器具、労務者、技術職員の 配置

転換に要する費用等
◇工事の再開準備に要する費用

工事の再開予告後、工事を再開できる体制にするため、工事現場に再投入される機械機器具、労務者、技術職員の転入に要する費用等

○増加費用の考え方の他、工事の一時中止に係わるフローや発注者の中止指示義務、基本計画書の作成、工期短縮計画書の作成等について記載さ
れているため、受発注者が工事一時中止する際に、適切な対応が行えるよう、工事一時中止に係るガイドライン（案）を今まで以上に活用して頂くことが
重要である。 192

『いきいき現場づくり』の要素
・ 発注者と受注者との信頼関係の構築し施工効率化の向上を目指す
・ 発注者の責務（適切な施工条件の明示・早急な回答）を果たす
・ 受注者の責務（適切な工程管理・品質管理・施工管理）を果たす

施工効率向上を図るため、次の取り組みを実施
・工事監理連絡会 ・設計変更協議会 ・ ワンデーレスポンス ・いきいき現場向上会議
・工事書類の簡素化 ・ＡＳＰ（情報共有システム） ・設計変更ガイドライン（案）
・工事一時中止に係わるガイドライン（案） ・設計図書の照査ガイドライン（案）等

大幅な公共工事の削減 入札・契約制度の激変

＜受注者からの意見＞
・厳しい経営環境（利益がない、人材が育たない）
・工事の施工における条件等が不明確で手待ちが多く、工期もタイト
・工事関係提出書類が多い
・変更等に関する受発注者の役割分担が不明確

・同一目標に向けた共通認識
・相互の理解と信頼

・早期の工事完成
・住民へのサービス向上
・安全な施工で良質な品質確保

いきいき現場づくりの取り組みの背景等
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施工効率と品質の向上対策（情報共有、協議の迅速化）

現場条件の把握
設計思想の把握
新技術の提案等

「三者会議」

発注者 設計者

施工者

発注者

変更設計の透明性を図り
円滑な変更手続

受注者
（施工者）

発注者
受注者

（施工者）

工事着手時 施工中 変更設計

協議・承諾・確認等

「ワンデーレスポンス」

構造物を主体とする工事などを中心に実施。

また、当初対象にしていなくても、施工中に現
場条件が大きく変化した場合や請負者からの
申し出による開催も可。

原則、全ての工事が対象 変更を伴う全ての工事が対象
（数量精査等軽微な変更は除く）

適切な工程管理が可能となり
現場の生産性が向上

課題を早期に把握し
円滑な工事着手や手戻りの防止

工事監理連絡会（三者会議） ﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽ 設計変更協議会

発注者と受注者が
・設計変更の妥当性

・工事の中止等の協議・審議 等を実施

受注者の立場に立った取り組みとするため、特記仕様書に明示し契約内容の一部として実施。

工事発注後の様々な課題を受発注者が一丸となって円滑かつ迅速に解決するため、以下の施策を継続して取り組む

・工事監理連絡会 ：発注者、設計者、施工者が一堂に会し、情報を共有し工事の円滑な着手、手戻りを防止

・ワンデーレスポンス ：施工者から質問等に対して、迅速な回答を実施し、施工者の手待ち時間を解消

・設計変更協議会 ：各種ガイドラインの活用を図り、設計変更の透明性を図り、円滑な設計変更の実施
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施工効率と品質の向上対策（いきいき現場づくり）

・ 工事品質の向上及び安全かつ工事の早期完成を目的として、発注者、受注者の連携を密に
して、工事工程の調整や現場施工に関する課題の協議調整を行う。

【会議の体制】

＜発注者＞
・技術副所長
・工事品質管理官
・発注担当課長
・主任監督員等

＜施工者＞
・現場代理人
・監理技術者
・技術担当部長等

＜必要に応じて＞
・設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
・専門工事業者
・現場監督補助員等

いきいき現場向上会議

１．会議の目的

・１事業区間の工事工程上、クリティカルパスとなる工事において、早期完成や円滑な工程管理の実施に取り組む必要の
ある工事。
・複数の企業が同時期に施工するような工事で、工事工程上調整が特に必要となる工事。

３．会議の体制

２．対象工事

・工事工程の調整や以下①工事監理連絡会、②設計変更協議会、③ワンデーレスポンスをパッケージ化して定例開催を
実施（例えば１回／月）

４．会議の内容

・受発注者双方の決定権者の出席（課題を持ち帰らない） 195



施工効率と品質の向上対策（工事書類の簡素化）

工事書類簡素化に向けた問題点と改善策

196

【問題点１】
受注者から発注者へ提出、提示等が必要な工事関係

書類が不明確であるとともに、電子と紙の二重提出があ
り非効率

【改善策１】
●工事関係書類一覧表を整備し、提出、提示等が必要な

書類を明確化
●提出する書類を順次削減し簡素化

・策定時（H１８．５） １０１項目
・簡素化（H２３．７） ９２項目
・更なる簡素化（H３０．４） ７９項目（８１項目枝番含）

●工事関係書類の提出方法（電子 又は 紙）を明確化し、
二重提出による非効率を解消

１30ｃｍ 削減 65ｃｍ 削減

納品資料

53ｃｍ

提示資料

112cm

安全書類関係紙と電子の二重提出防止

◆橋梁下部工事、工期：約１４ヶ月の場合） 全体約360cm

⇒建設業協会及び発注者との実務者WGにおいて、提出する書類を順次削減し簡素化

提出書類を明確化

工事関係書類毎に
提出方法（電子又は

紙）を明記化

施工効率と品質の向上対策（工事書類の簡素化）

工事書類簡素化に向けた問題点と改善策
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【問題点２】
建設業協会等との意見交換会の場において、

工事書類一覧表が整備されても、検査時に
必要な工事関係書類が不明確なため、多くの
資料を用意する必要があり非効率

【改善策２】
①『検査時持参不要な工事関係書類一覧表』を整備し明確化

（受注者が作成する７１項目（７３項目枝番含）のうち、３７項目
（３９項目枝番含）を検査時不要）

※発注者が作成する書類８項目は発注者で準備

②事前協議による作成書類以外の書類や見栄えの良い書類を
検査時に添付しても工事成績では評価しません

1 ○ 工事請負契約書 ―

2 共通仕様書 ―

3 特記仕様書 ―

4 発注図面 ―

5 現場説明書 ―

6 質問回答書 ―

7 工事数量総括表 ―

8 ○ 現場代理人等通知書 工事請負契約書第10条1項

9 ○ 請負代金内訳書 工事請負契約書第3条1項

10 ○ 工事工程表 工事請負契約書第3条1項

11 建退共掛金収納書

建設業退職金共済制度の普及徹底に
措置について（H11.3.31付建設省厚契

号）
共通仕様書1-1-1-40-5

12 ○ 建退共証紙受払簿

建設業退職金共済制度の普及徹底に
措置について（H11.3.31付建設省厚契

号）
共通仕様書1-1-1-40-5

13 ○ 請求書（前払金） 工事請負契約書第34条1項

14 ＶＥ提案書（契約後VE時）
契約後ＶＥ方式の試行に係る手続きに
H13.3.30付国地第24号、国官技第79号

営計第81号）

14-2 ○ 着工届 ―

14-3 ○ 専任技術者証明書 ―

○ 登録 容確 書 仕様書

№

工　　　事　　　関　　　係　　　書　　　類

作成
時期

種　　別

検
査
時
不
要

書　類　名　称
書類作成の根拠

契
約
図
書

契約書

設計図書

契約関係書類

　
　
工
事
着
手
前

第５
６ 評定にあたっては、事前協議による作成書類以外の書類は評価の対

象外とする。
なお、事前協議とは、工事着手前に別紙－６「工事関係書類一覧表」に

より、・・・・・受発注者間で取り決めることをいう。

考査項目別運用表の記載変更

⇒見栄えの良い資料や、監督職員が臨場した写真を作成させない
記載へ変更

２．施工状況 Ⅰ．施工管理
□工事関係書類を事前協議に基づき、過不足なく作成している・・・

３．出来形及び出来ばえ Ⅰ．出来形
□出来形管理が 出来形管理図及び出来形管理表により 確認できる。
□不可視部分の出来形が写真（監督職員が臨場した箇所を除く）で確認・・・

「簡潔に整理」を変更

「容易に把握できるよう」を削除 「工夫していること」を削除

追記

②-1 工事成績評定実施要領の項目追加

②-2

① 検査時持参不要な工事関係書類一覧（抜粋）



施工効率と品質の向上対策（工事書類の簡素化）

工事書類簡素化に向けた問題点と改善策
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【問題点３】
発注者等から設計図書の照査を超える資料作成や

変更指示に係る資料作成の依頼が多い

【改善策３】
設計図書の照査の範囲を超える資料作成は、「監督職員

の指示」とし、設計変更ガイドラインに基づき「設計変更の
対象とする」ことを明確化（土木工事共通仕様書・特記仕様書を変更）

さらに、工事の特記仕様書において、設計変更に必要な資料の作成について、やむを得ず受注者に行わせる場合は、設計
変更ガイドラインに基づき書面による協議にて合意のうえ、書面にて指示を行い、契約変更の対象とすることを新たに明記

第○条 設計図書の照査
発注者は、設計図書の照査の範囲を超える資料の作成については、監督職員の指示とし、その作成費用

は、設計変更の対象とする。なお、設計変更の対象については、直轄請負工事における設計変更ガイドライ
ン（案）によるものとする。

○特記仕様書

土木工事共通仕様書（H30.4）に、受注者が実施する「設計図書の照査」において、監督職員（発注者）が設計図書の照査を
超える範囲の資料作成の指示、及びその費用負担について新たに明記 （1-1-1-3 2.設計図書の照査）

旧（平成29年度版） 新（平成30年度版）

　受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により
契約書第18条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を
行い、該当する事実がある場合は、監督職員にその事実が確
認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならな
い。なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比
図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、監
督職員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった
場合は従わなければならない。

　受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により
契約書第18条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を
行い、該当する事実がある場合は、監督職員にその事実が確
認できる資料を提出し、確認を求めなければならない。なお、確
認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い
図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、監督職員から
更に詳細な説明または資料の追加の要求があった場合は従わ
なければならない。
　ただし、設計図書の照査範囲を超える資料の作成について
は、契約書第19条によるものとし、監督職員からの指示によるも
のとする。

○ 土木工事共通仕様書 新旧対照表

施工効率と品質の向上対策（いきいき現場づくり）

・ 公共工事の施工中における、スケジュールや工事書類管理共有機能、決裁機能（ワークフロー）、電子納品データの作成
支援機能を備えたアプリケーションソフトをインターネットを通じて公共工事の受発注者にレンタルし、事業者が提供するサー
ビスを活用することにより効率的に情報共有する。

監督員

発注者
契約・工務職員等主任監督員総括監督員 現場代理人

受注者

共有書類管理機能

スケジュール 管理機能 ワークフロー 機能書類管理機能掲示板機能 発議書類作成機能

工事書類等出力・保管支援機能

データ活用

工事情報共有 システム

データ活用

蓄積・共有
蓄積・共有蓄積・共有

蓄積・共有

データ活用

監理技術者等

受発注者間 のスケジ
ュール調整の効率化

協議経緯 、協議
内容の共有

施工・施工管理 、
工程管理情報
の一元管理

承認、確認行為
の時間短縮

二重入力 を排除
した帳票作成

工事帳票等取りま
とめの負荷軽減

電子データによる 検
査・検査準備作業 の
効率化

上流工程情報 （調査、設
計段階 の情報）引継ぎ

業務改善目標
凡例

蓄積・共有

機能名称

工事基本情報管理機能

蓄積・共有

帳票データファイル 入出力機能

システム管理機能

共有サーバ間、
関連システム との

データ連携

データ活用

ワンデーレスポンス
等の円滑な実施

ワークフロー機能

書類管理機能

○情報共有システムの利用は全ての工事において一般化した。

情報共有システム（ＡＳＰサービス）の活用
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施工効率と品質の向上対策（いきいき現場づくり）

【目的】

・ 九州地方整備局では公共工事の円滑な執行を図るために、工事監理連絡会、ワンデーレスポンス、設計変
更協議会、工事書類の簡素化等の「いきいき現場づくり」を実践しているところです。

・ この「いきいき現場づくり」の取り組みの更なる充実を図ることを目的として、現場で「いきいき現場づくり」を実
践している受注企業の技術者等の皆様から質問や改善等の意見を受ける窓口を平成２１年度から九州地方整
備局ＨＰに開設しています。

・ 皆様から頂いた意見及び回答については、九州地方整備局ＨＰで公開しています。（下記を参照）
http://www.qsr.mlit.go.jp/s_top/ikiiki/iken.html

（意見等の多くは、「積算及び特記仕様書に関すること」、「監督職員および監督補助員に関すること」、「設計
変更や照査に関すること」、「工事書類の作成に関すること」など）

・ いきいき現場づくりの施策やその運用（実施状況）に関する相談窓口を設置。
・ 原則として受注企業の現場技術者や技術担当責任者等を対象。
・ 相談者の個人情報や相談内容については、相談者の不利益にならないように慎重に対応しています。

いきいき現場づくり意見窓口

・ いきいき現場づくりに関する意見については、直接事務所窓口に連絡可能であり、相談者の個人情報や相
談内容については、相談者の不利益にならないよう慎重に対応しています。

【事務所相談窓口】（技術副所長・工事品質管理官等）

※ 連 絡 先 、 担 当 者 名 に つ い て は 下 記 ホ ー ム ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。
http://www.qsr.mlit.go.jp/s_top/ikiiki/index1.html 200

１）九州地区における土木コンクリート構造物設計・施工指針（案）及び手引書の策定

◆日本道路協会「道路橋示方書」、土木学会「コンクリート標準示方書」及び国土交通省のコンクリート構造物に関する各種規定・
基準等を相互に補完。
◆構造物の施行プロセスである計画、設計、施工計画、コンクリートの配合設計、コンクリートの製造、施工、検査、維持管理の各
段階における品質や耐久性の確保・向上に必要な基本的事項を規定。
◆構造物が所要の耐久性、安全性、使用性等を十分に果たす期間である「設計耐用期間」を規定。
◆設計段階において、耐久性照査及び温度ひび割れ照査を行うことを規定し、耐久性照査については普通ポルトランドセメントの
みではなく、九州地方で使用頻度が高い高炉セメントも適用可能とした。
◆スランプは、高密度配筋や施工条件を踏まえ、打込みの最小スランプを考慮し適切に設定することを規定。
◆三者会議（工事監理連絡会）を活用し、発注者、設計コンサル、施工業者が施工段階に発生する様々な問題について協議調整
することとし、高度な技術的課題など解決が困難な場合は三者連絡会に専門評価機関を交えて問題の解決を図ることを規定。

＊専門評価機関として「九州地方整備局コンクリート評価委員会」を設置

指針（案）のポイント

指針（案）策定の背景

・平成１１年に山陽新幹線の福岡トンネル（博多～小倉間）の覆工コンクリート剥落事故
・コンクリートの品質不良などによる道路橋のコンクリート片剥落
・九州地方整備局において、コンクリート構造物の品質確保と耐久性向上を図るため、 平成１４年に学・産・官の委員で構成する
「九州地区長寿命コンクリート構造物検討委員会」等を設置して検討に着手した。

・平成２０年４月九州地区における土木コンクリート構造物設計・施工指針（案）（以下、指針（案））策定
・平成２３年３月九州地区における土木コンクリート構造物設計・施工指針（案）手引書（案）（以下、手引書（案）） 策定
・平成２６年４月指針（案）、手引書（案）の改訂

指針（案）、手引書（案） http://www.qsr.mlit.go.jp/for_company/kensetu_joho/koujisekou/index.html

１．土木コンクリート構造物の品質向上対策

土木工事の品質確保対策（土木コンクリート構造物の品質向上対策）
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・ 九州地区における土木コンクリート構造物設計・施工指針（案）及び同手引書（案）に基づき、次の３項目について、
設計段階から検討する。

①耐久性の照査（対象は鉄筋コンクリート構造物）
・中性化に伴う鋼材腐食に対する照査及び塩害等に対する照査 → 設計で鉄筋かぶりに反映

②スランプの設定（対象は鉄筋コンクリート構造物）
・高密度配筋等を考慮し、打込みの最小スランプに基づく適切なスランプを検討
→ 施工条件等に見合った適切なスランプを選定

③温度ひび割れの照査（対象は当面、「橋台・橋脚・ボックスカルバート」）
・ひび割れ指数を検討 → 目標とするひび割れ指数（一般に１．０）を満足できない場合は、実行性が高く現実
的な対策を検討
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２）土木コンクリート構造物の品質向上対策の試行

設計段階

工事発注

工事監理連絡会（三者会議）

・ 工事設計図書に反映させている上記①～③の設計意図（条件・結果等）について、設計者から工事の施工業者
に伝達し、施工に反映させる。

土木コンクリート構造物の品質向上対策の試行

・ 土木コンクリート構造物の品質向上対策を目的として、指針（案）及び手引書（案）に基づく試行を平成２３年７月
から開始。
・ 本試行は、全国に先駆けて九州地方整備局において実施するもので、試行において運用上の問題点や課題を
把握して、指針（案）や手引書（案）等の充実を図り、本運用に移行する。

・ 上記①～③の検討結果は、工事設計図書に反映させて工事発注
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土木工事の品質確保対策（土木コンクリート構造物の品質向上対策）

①対象工事
・工期180日以上で、一般土木（Ｂ,Ｃランク）、Ａｓ舗装（Ａ,Ｂランク）、ＰＣ（H25.3.1以降に入札手続きを開始する工事より適用）

②第三者の選定
・第三者は、当該工事の施工者と資本若しくは人事面において関連のない者又は元下関係にない者
・一定の資格及び実務経験を有する者として発注者が示した者の中から施工者が選定、又は一定の資格及び実務経験を
有する者を施工者が選定し、発注者の確認を得る

③第三者の資格要件及び実務経験
・資格要件：技術士、一級土木施工管理技士、土木学会（特別上級、上級又は1級）技術者、公共工事品質確保 技術者
（Ⅰ）（Ⅱ）、ＲＣＣＭなど

・実務経験：技術者経験が20年以上であり、かつ下記の国土交通省発注工事のいずれかの経験を有すること。
・監理技術者又は主任技術者
・現場技術業務の現場技術員
・総括監督員、主任監督員又は技術検査官

④第三者の実施内容
第三者は、契約図書への適合状況を含む工事実施状況、出来形及び品質について、臨場において確認する。

⑤発注者の業務内容
品質証明結果を活用することにより、監督・検査職員は、第三者と同様の現地確認を原則実施しない
但し、契約図書の条件変更に関する臨場確認は、監督職員が実施する。

⑥受注者の業務内容
受注者は監督職員への「段階確認願」「材料確認願」「確認・立会願」の提出は不要。これらの臨場確認は第三者が実施。
第三者は、工程調整会議等で立会の時期を把握し、適切な時期に臨場して確認を行う。

・ 発注者及び受注者以外の第三者が工事の施工プロセス全体を通じて工事実施状況、出来形及び品質について契約図書との
適合状況を臨場にて確認を行い、その結果を監督及び検査に反映させることにより、品質確保の向上を図る

１）業務目的

２）実施要領

２．施工者と契約した第三者による品質証明の試行
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土木工事の品質確保対策（施工管理証明工事の試行） 全国試行



①試行件数
実施件数：９件で実施（Ｈ２６年度：３件、Ｈ２７年度：２件、Ｈ２８年度：４件） ※全国の件数は約７０工事

②効果（全国）
・第三者が従来監督職員が臨場確認していたより高い頻度で臨場確認することにより品質確保が図られる。
・監督・検査職員の臨場確認を、第三者の品質証明結果に代えることにより、監督・検査業務の効率化が図られる

②課題（全国）
・第三者が施工者との契約となることから、完全な中立性になっていない懸念がある
・第三者の確認が原因により不具合が生じた場合のリスク分担が不明確
・第三者は専任となることから、一定の業務数（２~３業務）がないと採算がとれず、第三者の確保が困難
・現運用の資格を有する技術者の不足（直轄のみの実務経験。河川・道路・砂防・ダムそれぞれの技術者確保）

発注者

第三者（個人・組織）
（品質証明者）

⑤品質証明結果の提出

②工事請負契約
（品質証明を規定・
品質証明費計上）

施工者と契約した第三者による品質証明の流れ

①資格者選定又は確認（個人・組織）

受注者

④施工プロセス確認の実施

⑤品質証明結果の提出

③品質証明を依頼
証明費用を支払

①資格認定（組織・個人）

行政機関
※ 調査、報告請求

資格認定
機関

（承認）

３）試行結果
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土木工事の品質確保対策（施工管理証明工事の試行） 全国試行

土木工事の品質確保対策（施工プロセスを通じた検査の試行）

３．施工プロセスを通じた検査の試行

※九州地方整備局管内での試行工事件数 Ｈ２６年度：１８件、Ｈ２７年度：９件、Ｈ２８年度：１３件

○施工プロセスを通じた検査試行対象工事は、出来高部分払が採用できる工事が１８０日を超える工事
のうち、以下の工事を対象とします。

・一般土木工事における５．８億円以上の工事全て。
・一般土木工事における３億円以上で難易度Ⅲの工事全て。
・３億円以上の工場製作のないプレストレスト・コンクリート工事

【検査業務の効率化】
品質検査員が報告した施工プロセス検査チェックシートを踏まえて検査を行うことで、工事書類及び現場

の確認を大幅に削減できるため、検査を効率良く実施することが可能となります。

【出来高部分払の目的】
出来高部分払方式は、支払の間隔が長く回数の少ない、現行の前金払方式から、受発注者が相互にコ

スト意識を持ち、短い間隔で出来高に応じた部分払いや設計変更協議を実施し、円滑かつ速やかな工事
代金の流通を確保することによって、より双務性及び質の高い施工体制の確保を目指すものです。

・「施工プロセスを通じた検査」は、施工プロセス全体を通じて工事実施状況等を確認し、その結
果を検査に反映させることによって工事の品質確保体制を強化し、既済部分検査や完成検査の
効率化を図るものです。あわせて、出来高部分払により出来高に応じた円滑な支払を図ります。

２）試行対象工事

１）業務目的
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土木工事の品質確保対策（粗漏・粗雑対策（工事・業務））

４．粗漏・粗雑対策（工事・業務）

事務所請負工事等検討会議 ＊随時開催
・粗漏及び手抜き又は瑕疵の疑いがあるものについて調査（発生原因、瑕疵、損害等）。
・調査結果を「九州地方整備局請負工事等検討会議」に報告。

工事又は業務の瑕疵の発見（発覚）または発生
瑕疵の疑い

九州地方整備局請負工事等検討会議 ＊随時開催
・事務所調査結果に基づき、瑕疵の判断及び措置の検討を行い、指名停止等調査部会に報告。

１）粗漏・粗雑における措置決定までの流れ

指名停止等調査部会（整備局） ＊毎月中旬に開催
・粗雑の状況、瑕疵の判断等を基に措置案を審議し「指名停止等審査委員会」へ報告。

指名停止等審査委員会（整備局） ＊毎月下旬に開催
・指名停止等調査部会で決定した措置案について審査し、決定。

指名停止通知（公表）

契約書に基づく
・修補請求
・損害賠償請求

↓
・修補実施
・損害国庫納入

必要に応じて
再発防止策を
事務所へ通知

速やかに通知（１週間以内）
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土木工事の品質確保対策（工事成績評定）

・ 工事の厳正かつ的確な評定の実施を図ることにより請負業者の適正な選定等に資することを
目的に『請負工事成績評定要領』を定め、施工状況や工事目的物の品質・出来形等を確認し、
成績評定を実施している。

なお、受注者には「工事成績評定通知書」を通知している。

・工事成績の採点は、「工事成績採点表」に基づき実施。
・工事成績の評定は、主任技術評価官、総括技術評価官、技術検査官（中間技術検査・完済、完成技術検
査）で実施。
・工事における「創意工夫」、「社会性等（地域への貢献等）」に関しては、受注者は当該工事における実施状
況を（主任監督員に）提出することができる → 加点の対象

・成績評定結果については、当該工事の受注者に「工事成績評定通知書」にて通知。

・請負者は通知を受けた日から起算して１４日以内に書面により評定点等について説明を求めることができます。

※成績評定に関する詳しい資料について国土交通省ＨＰを参照。
http://www.mlit.go.jp/tec/sekisan/sekou.html

１）工事成績評定

２）成績評定の方法

３）成績評定結果の通知

４）説明請求
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ホームページでの展開(参考）

◆『設計変更ガイドライン（案）』等については、九州地整ホームページに掲
載しています。 （http://www.qsr.mlit.go.jp/）
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安全対策（工事事故関係）

平成３１年度工事事故防止を目指して

安全大会の実施 安全講習会の実施安全パトロールの実施

事故の発生により、被災者のみならず家族や企業にも多大の労力と損害や不利益を与えることとなる。ま
た、事故の発生により国民の信頼を失うとともに施工効率が下がり、品質向上にも影響を与える。

このため、受発注者相互が連携し、常に危機感と緊張感を持って、安全対策に万全を期し、各現場とも「工
事事故ゼロ」を目指す。

事故防止重点項目

② 墜落・転落事故の防止

③ 建設機械との接触事故の防止

① 架空線・地下埋設物切断事故の防止

【事故防止対策】

① 担当作業を担う作業員一人一人までの作業手順の
確認･遵守の徹底

② 受発注者による安全パトロールや作業員等への
声かけの充実

③ 新規入場者等への教育の徹底やフォロー

④ 受発注者間の日頃からのコミュニケーションの充実
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工事事故における措置決定までの流れ

工事事故発生

指名停止等調査部会（整備局） 毎月中旬に実施
メンバー：技術調整管理官、契約管理官、契約課長、技術管理課長、

河川工事課長、道路工事課長、技術･評価課長

指名停止等審査委員会（整備局） 毎月下旬に実施
メンバー：局長、副局長、総務部長、企画部長、河川部長、

道路部長、営繕部長、建政部長

本省協議

指名停止通知（公表)

速やかに通知（１週間以内）

現地事故調査委員会（事務所にて随時開催）
メンバー：技術副所長、契約事務管理官、発注担当課長、経理課長、出張所長等

■事故調査委員会の目的
・事故の発生原因の究明
・再発防止策の検討、周知

・現地事故調査委員会は、事故原因の究明結果と
再発防止策を検討し、「整備局事故調査委員会」
へ報告する。

※整備局事故調査委員会では、現地事故調査委員
会が出した事故発生の原因が究明されていない場
合には、再度、事務所で審議してもらうことがある。

再整理（次回事故調査委員会へ）

各事務所へ類似工事における事故
防止対策の周知

■指名停止等調査部会の目的

・事故原因を基に指名停止等の措置案を審議して
「指名停止等審査委員会」へ報告する。

整備局事故調査委員会 毎月上旬に実施
メンバー：技術調整管理官、契約課長、技術管理課長、

総括技術情報管理官、地域河川調整官、河川工事課長、河川管理課長、
特定道路工事対策官、道路工事課長、道路管理課長、交通対策課長

■指名停止等審査委員会の目的

・指名停止等調査部会で決定した措置案に対して、
指名停止等の措置を審査し決定する。

各事務所へ緊急的な事故
防止対策を通知

（事故発生翌月の月末を目途に措置結果を通知）
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建設副産物等の取り組み

◆計画のポイント

○過年度の建設副産物実態調査や関係業界団体との意見交換会等の結果より、

九州地域で顕在化している課題について整理

○九州地域で顕在化している課題に対して、『重点的に取り組む施策』を５つ設定

○前回計画から引き続き取り組むべき施策に、他地域等での先進的な取組を追加し、１０項目５４施
策を設定

◆計画の位置付け

○国および地方公共団体のみならず民間事業者を含めた建設リサイクルの関係者が今後中期的に建設
副産物のリサイクルや適正処理等を推進することを目的として、九州地方における建設リサイクル
の推進に向けた基本的考え方、目標、具体的施策をとりまとめた計画

◆計画の対象

○九州地方建設副産物対策連絡協議会の構成機関が実施する全ての建設工事を対象とするが民間事業
者もおいても本協議会の活動を通じて要請する

◆計画期間と目標設定

○平成２７年度～３０年度の４ヵ年とし、平成３０年度目標値を設定（詳細は概要②）

「九州地方における建設リサイクル推進計画２０１４」概要①

建設副産物等の取り組みについて
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●九州における建設リサイクル推進計画２０１４の目標値

対 象 品 目
平成２４年度目標

（推進計画2010）
平成２４年度

実績
平成３０年度目標

ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 再資源化率
９８％以上

(９８％以上)
９９．３％

(９９．５％)
９９％以上

(９９％以上) 再資源化率が低下しないよう
現状を維持する

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 再資源化率
９８％以上

(９８％以上)
９９．０％

(９９．３％)
９９％以上

(９９％以上)

建設発生木材 再資源化･縮減率
９５％以上

(９５％以上)
９２．１％

(９４．４％)
９５％以上

(９５％以上)

再資源化率向上の検討を行い
ながら引き続き現計画の目標
達成を目指す

建設汚泥 再資源化･縮減率
８２％

(８２％以上)
８８．９％

(８５．０％)
９０％以上

(９０％以上)

再資源化率が低下しないよう
現状を低下しないよう全国の
目標水準を目指す

建設混合廃棄物

排出率※１ －
３．０％

(３．９％)
２．５％以下

(３．５％以下)
排出率の削減、再資源化率向
上の検討を行いながら現状を
低下しないよう実施
（指標を排出量から建設混合
廃棄物排出率※１と再資源化・
縮減率に変更）

再資源化･縮減率 －
４９．６％

(５８．２％)
５０％以上

(６０％以上)

建設廃棄物全体 再資源化･縮減率
９５％

(９４％以上)
９６．３％

(９６．０％)
９６％以上

(９６％以上)
再資源化・縮減率が低下しな
いよう維持

建設発生土
建設発生土
有効利用率※３ －

７７．２％
(７７．８％)

７８％以上
(８０％以上)

有効利用率向上の検討を行い
ながら現状を低下しないよう
実施
（指標を利用土砂の建設発生
土利用率※２から建設発生土有
効利用率 ※３に変更）

※１：全建設廃棄物排出量に対する建設混合廃棄物排出量の割合
※２：土砂利用量に対する現場内利用および工事間利用等による建設工事での有効利用量の割合
※３：建設発生土発生量に対する現場内利用およびこれまでの工事間利用等に適正に盛土された採石場跡地復旧や農地受入等を加えた有効利用量の割合

※下段の（ ）は全国版の値を示す

「九州地方における建設リサイクル推進計画２０１４」概要②
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建設副産物等の取り組み

●九州において重点的に取り組む施策 ＜５項目５施策＞

（１）民間団体の参画も含めた県単位の建設副産物対策連絡協議会の開催の検討

・現在、一部の県で実施されている県内地域の建設副産物対策連絡協議会を参考にしながら、民間団体の参画を含めた協議会の開催に

向けた検討を行う。

（２）産業廃棄物業界との連携した再生クラッシャランのストック状況の把握と情報提供の検討

・再生クラッシャランのストック状況の把握については、再資源化等を行う産業廃棄物処理業界の協力が必要であることから、連携した

仕組みづくり検討を行う。

（３）建設発生木材の再資源化・縮減に関する更なる対応策の検討

・熱エネルギーの回収を促進させるために地方公共団体と連携し先進的な導入事例や効果を周知する仕組みづくり。また、最終処分され

ている伐採根等のリサイクル促進のため、現場内利用事例集の作成や再資源化施設への搬出の徹底を行う。

（４）建設混合廃棄物の排出量削減に関する更なる対応策の検討

・民間も含めた現場分別の徹底が図れる仕組みづくりの検討を行う。

（５）適正な処理が確保される建設発生土受入地の登録制度の検討

・建設発生土の不適切な取扱いが一部で発生していることや大規模なトンネル工事等により建設発生土等が大量に発生することを踏まえ、

適正な処理が確保される建設発生土受入地の登録制度について、受入基準なども含めた検討を行う。

●建設リサイクル推進にあたり引き続き取り組むべき施策＜１０項目５４施策＞

（１）情報管理と物流管理 ＜１施策＞ （２）関係者の連携強化 ＜５施策＞ （３）理解と参画の推進 ＜６施策＞

（４）建設リサイクル市場の育成 ＜５施策＞ （５）技術開発等の推進 ＜２施策＞ （６）発生抑制 ＜４施策＞

（７）現場分別 ＜６施策＞ （８）再資源化・縮減 ＜２０施策＞ （９）適正処理 ＜２施策＞

（１０）再使用・再生資材の利用および災害廃棄物由来の再生資材の利用など ＜３施策＞

「九州地方における建設リサイクル推進計画２０１４」概要③
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建設副産物等の取り組み



（対象建設⼯事の届出等）
第⼗条 対象建設⼯事の発注者⼜は⾃主施⼯者は、⼯事に着⼿する⽇の七⽇前までに、主務省令で定めるところ
により、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

（国等に関する特例）
第⼗⼀条 国の機関⼜は地⽅公共団体は、前条第⼀項の規定により届出を要する⾏為をしようとするときは、あら
かじめ、都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

■建設⼯事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）

■通知の流れ ■通知書 再⽣資源利⽤計画書（別表イ．ロ）

・建設リサイクル法第１１条通知の徹底

建設副産物等の取り組み
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～現状～ ～試行～

郵送、持参

受理者
都道府県知事（市区町村長）

メール、持参等

メール、紙面

発注担当
（事務所等）

受注者

発注者

監督
（出張所等）

受注者

発注担当
（事務所等）

監督
（出張所等）

発注者

【電⼦化（試⾏）による通知】
・建設リサイクル法第１１条通知は、決裁後、郵送・持参など紙⾯で通知しており、時間と⼿間がかかって
いるところ。

・電⼦化にすることより、発注者、受理者双⽅の業務の効率化に繋がるとともに、受注者がCOBRISの⼊⼒を
⾏うことにより、発注者が意識しなくても第１１条通知の⼿続きの準備が進められる。

受理者
都道府県知事（市区町村長）

COBRIS

・建設リサイクル法第11条通知手続きの効率化及び通知漏れ防止の取り組み

建設副産物等の取り組み
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◆九州地区建設副産物に関する留意事項（案）

平成２８年４月に「九州地区建設副産物に関する留意事項（案）」を
作成。

◆混合廃棄物の現場分別関連資料

混合廃棄物の排出量削減のために現場で活用できる分別ポ
スターや啓発ポスターを作成。

◆伐木材の現場内利用事例集
排出抑制が重要で有り、現場内利用の事例集を作成。

重点施策の木材及び混合廃
棄物のリサイクル促進のた
め、九州地方整備局ホーム
ページに事例集やポスター
を作成し掲載。
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http://www.qsr.mlit.go.jp/kensetu_joho/index_09.html

建設副産物等の取り組み

○リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰

【②表彰の対象】
○循環型社会の形成に向け、再利用、省資源化等の促進、啓発・普及及び指導・教育等の多大に貢献している個人、グループ・学校

及び事業所・地方公共団体等とします。（以下、「候補者」といいます）

【③主催・後援等】
○主催：リデュース・リュース・リサイクル推進協議会
○後援：財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省

【④賞の種類】
（１）内閣総理大臣賞、（２）関係省庁大臣賞：財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省（※）、環境省大臣賞、
（３）リデュース・リュース・リサイクル推進協議会会長賞 （※）国土交通省の所管業務等に関する３Ｒ活動

【⑤近年の受賞状況】 九州地方建設副産物対策連絡協議会における受賞概要の紹介）

推薦年度 候補者名 活動テーマ 発注等関係機関 受賞の状況

H24d 鹿児島県さつま町役場
川内川激甚災害復旧で発生した建設発生土（約６０万m3）の有効活用
～ 地域産業振興や町づくりによる地域活性化へ ～

川内川河川事務所 会長賞

H25d
日本の石橋を守る会
株式会社尾上建設

全国の石橋の再生（リユース）と、そのための石工養成と法整備 緑川ダム管理所 会長賞

H25d
新門司沖土砂処分場築堤材製作工事 五
洋・りんかい日産特定建設工事共同企
業体

工事で使用する大型機械装備の使用電力量を抑え、Co2 排出量を削減させる。
北九州港湾空港整備事務
所

会長賞

H26d 田丸造園建設株式会社
河川維持管理における刈草リサイクルの取り組みについて
～酪農飼料への活用によるCo2削減～

遠賀川河川事務所 会長賞

H27d 長島町（鹿児島県 出水郡） 「掘削土から発生する天然石の３Ｒ実施と景観への配慮」 長島町 国土交通大臣賞

H28d 福岡市（福岡県 福岡市）
建設発生土の再利用について
「福岡市建設発生土リサイクルプラント認定審査制度」

福岡市 国土交通大臣賞

【①目的】
○リデュース・リュース・リサイクルに率先して取組み、継続的な活動を通じて顕著な実績を挙げている個人、グループ及び特に貢献の

認められる事業所等の実務担当部署を表彰することにより、循環型社会の形成を図ることを目的とする。
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建設発生土マッチング範囲の拡大（平成27年度上半期より）

【これまでのマッチング】
●公共工事及び民間公益工事

官民有効利用マッチング

●民間工事（民間公益工事以外の民間発注工事）

従来の情報交換の範囲

平成27年度（上半期）以降の情報交換の範囲

対象
拡大

これまでは、建設発生土の有効利用について、公共工事等間での工事間利用を推進してきまし
たが、『建設発生土の官民有効利用マッチング』により、 公共工事、民間工事を問わず、土砂
に関する情報交換を行い、『建設発生土の工事間利用』を推進します。

・建設発生土を搬出する工事《搬出工事》、・土砂を利用する工事《搬入工事》
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【搬入】【搬出】

建設発生土マッチングのイメージ

【情報交換専用ホームページ】

土を出したい！

公共建設工事発注者
【搬出工事】

土を出したい！

民間建設工事受注者
【搬出工事】

公共建設工事発注者
【搬入工事】

土が欲しい！

民間建設工事受注者
【搬入工事】

土が欲しい！

②情報入手

③マッチング調整

①搬出・搬入情報の登録
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建設発生土マッチングにおける参加者の実施手順

①土砂の搬出情報 / 搬入情報の登録

②相手先候補の情報入手
・情報交換専用ＨＰを介して入手

④マッチング結果の登録

工事間利用

個別調整が合意
に達した場合

個別調整が合意に
至らない場合

●【公共工事】：既存調査を活用
・『公共工事土量調査』として実施

●【民間工事】：新規
・『民間工事土量情報提出表』により情報登録

③個別のマッチング調整
・ＴＥＬ等により個別調整を実施

必要に応
じて、繰り
返し
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

７．業務の入札制度の透明性の
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平成３１年度 基本方針（業務） 九州地方整備局

 九州地方整備局では、平成１９年度より総合評価落札方式の試行・導入を図ってきた
ところであり、それまでの主な調達方式であったプロポーザル方式と価格競争を含めて業
務特性に応じた運用に努めてきた。

 一方、受注競争の激化による地域の建設産業の疲弊や就労環境の悪化に伴う担い手不
足等の課題を踏まえ、現在及び将来にわたるインフラの品質確保とその担い手の中長期的
な育成・確保を図るため、平成26年6月に品確法、入契法、建設業法のいわゆる「担い
手三法」の改正が行われ、平成27年度より、若手技術者・女性技術者の登用促進に向け
た試行業務をはじめ、総合評価落札方式の改善に取り組んできた。

 今後の担い手育成・確保の取り組みにあたっては、入札参加機会の公平性を確保しつ
つ、若手技術者、女性技術者に加え、ベテラン・シニア技術者からなる多様な技術者を
活用し、活躍機会を確保する環境整備が不可欠となってきている。また、近年頻発する
災害対応で、その重要性が増している地域コンサルタント等の競争参加機会の確保と継
続的な技術力向上にも繋がる入札契約制度としていく必要がある。

 このため、女性・若手技術者の試行においてベテラン・シニア技術者の活躍機会に
も配慮した試行制度への見直し、また地域コンサルタント等の競争参加機会の拡大に向
けた取り組みを進める。
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１．試行業務の改善について

１） 女性・若手技術者試行業務の見直し
女性技術者配置型、女性技術者評価型、若手技術者配置型、の３タイプの試行を集約・統合し、ベテラン・シニア技術者
の活躍機会にも配慮した制度へ改善を図る。

⇒  現行：若手技術者配置型、女性技術者配置型、女性技術者評価型の３タイプの試行を実施。
→ H3１年度：３タイプの試行モデルを集約・統合し、「担い手育成型」として「管理技術者へ若手技術者（４５歳未

満）若しくは女性技術者」とサポート役である「管理補助技術者」（ベテラン・シニア技術者）の配置
を参加資格要件とする。
また、技術者評価において、管理技術者は資格の有無のみ確認するものとし、管理補助技術者の資格・

実績（業務成績を除く）を加点評価する。

２）技術提案チャレンジ型試行業務の見直し
これまで試行対象としていた、「地質調査」及び「測量」に加え「土木コンサル」を追加し、かつ総合評価落札方式のう
ち難易度が低い業務についても適用対象に拡大する。
また、国土交通省の実績が少ない企業の積極的な競争参加を促すため、インセンティブ付与を目的とした評価項目の見直
しを行う。

⇒  現行：「地質調査」及び「測量」のうち価格競争方式で発注していた業務を対象として試行を実施
＜評価項目＞

企業（技術部門登録、業務実績、地域貢献度）
技術者（技術者資格、業務実績、地域精通度）

→ H３１年度：「地質調査」、「測量」及び「土木コンサル」のうち、価格競争方式もしくは総合評価落札方式（難易
度が低いもの）を対象とする。
＜評価項目＞

企業（技術部門登録、業務実績、地域貢献度、受注（契約）実績）
技術者（技術者資格、業務実績、地域精通度）

総合評価落札方式の改定のポイント（業務）
Ｈ３１年度からの総合評価における新たな取り組み
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試行業務名 試行概要
試行

開始時期

試行開始からの実施件数
（H30.12末時点契約済み） Ｈ３１年度の方針

九州
独自

対象業務

1 女性技術者配置型
女性技術者の登用、担い手の中長期的な育
成・確保を図ることを目的に、担当技術者
に女性技術者の配置を参加資格要件とする

H２７年度
（H29年度一部改正）

試行実施件数 ２８業務

継続

○

対象業務 総合評価落札方式全般

2 女性技術者評価型

女性技術者の登用、担い手の中長期的な育
成・確保を図ることを目的に、管理技術者
に女性技術者を配置した場合、優位に評価
する

H２７年度
（H29年度一部改正）

試行実施件数 １１業務

○

対象業務 総合評価落札方式全般

3 若手技術者配置型

若手技術者の登用、担い手の中長期的な育
成・確保を図ることを目的に、管理技術者
に若手技術者（４５歳未満）の配置を参加
資格要件とする

H２７年度
（H28年度一部改正）
（H29年度一部改正）

試行実施件数 ２８業務

○

対象業務 総合評価落札方式全般

4 一括審査方式

同一内容の業務かつ同時期の発注が予定さ
れている場合、競争参加者からの提出資料
を一部省略し、受発注者双方の業務負担の
軽減を図る。
複数の業務に参加表明できるが、落札決定
通知を受けた場合は、それ以外の業務を受
注出来ない

H２９年度

試行実施件数 ３８組（９６業務）

継続 ○

対象業務 総合評価落札方式全般

5 技術提案チャレンジ型

地域の防災力の維持、既存インフラの維持
管理を担う観点から、地場企業の技術力向
上を目的に、受注機会の無い企業へも同等
に競争参加の機会を与える

H２９年度

試行実施件数 ７業務 継続

○

対象業務
地質調査、測量のうち価格競争入札方式で
発注していたもの

6 技術者評価重視型
評価テーマに代わり、技術者の業務成績と
実施方針の配点ウェートを拡大することで、
業務成果の品質を確保する

H２６年度

試行実施件数 ９業務

継続

対象業務
堤防・護岸設計 道路予備設計（用地幅）
構造物予備（一般） 構造物詳細・補修設
計（一般） 道路詳細（一般）

平成３１年度 試行業務一覧表（業務）

※試⾏タイプを集約・統合し、
ベテラン・シニア技術者の
活躍機会にも配慮

※試⾏対象に「⼟⽊コンサル」
を追加し、また総合評価落札
⽅式（難易度の低いもの）に
対象を拡⼤
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【九州運用】【背景】

【内容】

 平成２７年度より導入した若手・女性技術者の登用を促す試行業務については、これまで改善を重ねつつ継続
実施してきたが、女性技術者、若手技術者それぞれの試行業務が独立して運用していることから調達方式の煩
雑化や、参加可能企業が偏る可能性もある。

 また、技術者の高齢化に伴い、ベテラン・シニア技術者の活躍機会の確保も求められていることから、多様な
人材を活用しつつ担い手育成を促す取組みが求められている。

 若手技術者配置型、女性技術者配置型、女性技術者評価型の３タイプの試行を集約・統合し、かつ、ベ
テラン・シニア技術者の活躍機会にも配慮した方式へ改善する。

１）女性・若手技術者試行業務の見直し（１／３）

【見直し】【現行】

若手技術者配置型

女性技術者配置型

女性技術者評価型

特徴：管理技術者へ若手技術者（４５歳未満）を配置
することを参加資格要件とする。

特徴：担当技術者へ女性技術者を配置することを参加
資格要件とする。

特徴：管理技術者へ女性技術者を配置した場合に、優
位に評価する。

担い手育成型

特徴①：管理技術者へ若手技術者（４５歳未満）若し
くは女性技術者を配置することを参加資格要
件とする。

特徴②：管理技術者のサポートのため、管理補助技術
者の配置も参加資格要件とする。

特徴③：管理技術者の評価に替えて、管理補助技術者
の実績等を用いて評価する。

特徴④：管理補助技術者の評価項目には、「業務成
績」は評価項目とせず、かつ「表彰実績」に
は評価対象期間の制限は設けない。 225



○各試行タイプ毎の参加資格要件等の設定が技術者を限定
○ベテラン・シニア技術者の活用を想定していない

若手技術者配置型

女性技術者配置型

女性技術者評価型

担当技術者への女性技術者配置

試行業務特有の設定無し
（※管理技術者への女性技術者配置を優位に評価）

技 術 提 案 ：

実施方針＋固定テーマ（※１）

技術提案：実施方針＋固定テーマ（※１）

担い手育成型

管理技術者への若手技術者（４５歳未満）若し
くは女性技術者配置

管理補助技術者の資格、実績等を点数評価

管理技術者をサポート

参加資格要件： 管理技術者への若手技術者（４５歳）配置

実施方針 ＋ 固定テーマ（※１）

参加資格要件：

技 術 提 案 ：

参加資格要件：

技 術 提 案 ：

参加資格要件：

評 価 項 目 ：

管理補助技術者を配置（年齢制限は設けない）

管理技術者は資格及び業務実績の有無のみ確認

○管理技術者の参加資格要件を集約化し、管理補助技術を追加
○管理技術者の評価においては管理補助技術者の資格・実

績等を評価（業務成績は除く）

実施方針 ＋ 固定テーマ（※１）技 術 提 案 ：

（※１）「人材育成及び働きやすい職場環境等の取り組みについて」を固定テーマとして設定

◆⾒直し◆現 ⾏

１）女性・若手技術者試行業務の見直し（２／３）

＜
＞

指
名
段
階
の
例

●：加点評価する項目 ○：加点評価しない項目（確認のみ）
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●⼥性・若⼿技術者それぞれ独⽴した試⾏
⇒ 企業規模等により競争参加機会の不平等

競争参加機会の公平性

若⼿技術者配置型：１件 ⼥性技術者配置型：１件

＜A企業：若⼿在籍＞

１回 １回

＜B企業：⼥性・若⼿在籍＞

２回

＜C企業：⼥性在籍＞

現⾏の課題・⾒直しの背景 改善の⽅向性

①在籍する技術者（⼥性、若

⼿）の種類に左右されない競

争参加機会の確保

●試⾏業務を遂⾏する上での実施体制
⇒ 担当技術者にベテラン技術者を配置し業務遂

⾏している（ベテラン技術者の評価は未実施）

管理技術者のサポート体制

④ベテラン・シニア技術者の
活躍機会確保につながる環境
整備

②管理技術者をサポートする、
ベテラン・シニア技術者の配
置を義務化

＜管理技術者：若⼿（⼥性）＞ ＜担当技術者：ベテラン＞

制度設計への反映

サポート

試⾏タイプの集約・統合

③担当に配置した、ベテラン・
シニア技術者の技術⼒を評価

担い⼿育成型：２件

＜A企業：若⼿在籍＞

２回 ２回

＜B企業：⼥性・若⼿在籍＞
＜C企業：⼥性在籍＞

●「⼥性」⼜は「若⼿技術者」の配置が参加資格要件

２回

管理補助技術者配置の義務化
●管理補助技術者の配置を参加資格要件に追加

＜管理技術者：若⼿（⼥性）＞ ＜管理補助技術者＞

サポート

●管理技術者に替えて管理補助技術者の実績を評価

※業務実施体制上は担当技術者

ベテラン・シニア技術者を配置しやすい評価設定

●管理補助技術者は成績を評価項⽬に設定しない

ベテラン・シニア技術者の活⽤
●建設コンサルタント業界が抱える課題

⇒ 技術者の⾼齢化
⇒ ベテラン・シニア技術者の技術継承 ●過去の表彰実績を評価するため、管理補助技術者の

評価対象期間は問わない（通常は過去４ヶ年）

＜ベテラン・シニア技術者＞

業務成績

表彰実績

設定しない

評価対象期間を問わずに評価

過去４年の実績
（直近の実績が少ない）

１）女性・若手技術者試行業務の見直し（３／３）

＜出典：平成30年度建設コンサルタント⽩書より＞ 227



【九州運用】【背景】

【内容】

平成２９年度より導入した「技術提案チャレンジ型試行業務」は、「地質調査」及び「測量」を対象に試
行を実施しているが、対象となる業務自体が少ないこともあり、試行件数も伸び悩んでいる。
本試行の目的である、地域の建設コンサルタント等の競争参加機会の確保及び技術力向上、育成の取り組
みを推進するためにも対象業務の拡大が求められている。
また、本試行では国土交通省の実績を有する企業が優位となる「成績」及び「表彰」を評価項目から除外
しているが、国の実績を有しない企業の参加は少ないのが実態であり、本試行の主旨を踏まえた改善が必要
である。

 これまで試行対象としていた、「地質調査」及び「測量」に加え「土木コンサル」を追加し、かつ試行対象業務範
囲を拡大する。
九州地方整備局の受注（契約）実績が無い若しくは少ない（過去５ヶ年度及び当該年度）企業のインセンティブ付
与を目的とした評価項目を追加する。

【見直し】

＜対象業務＞
・「地質調査」及び「測量」のうち価格競争

方式で発注していた業務

＜評価項目＞
【企 業】技術部門登録、業務実績、

地域貢献度
【技術者】技術者資格、業務実績、

地域精通度

【現行】

＜対象業務＞
・「地質調査」、「測量」及び「土木コンサ

ル」のうち価格競争方式もしくは総合評価落
札方式（難易度が低いもの）

＜評価項目＞
【企 業】技術部門登録、業務実績、

地域貢献度、受注(契約)実績
【技術者】技術者資格、業務実績、

地域精通度

２）技術提案チャレンジ型試行業務の見直し（１／４）
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◆⾒直し◆現 ⾏

○「地質調査」及び「測量」のうち価格競争⽅式で
発注していた業務

■道路事業

対象範囲（現行） 対象範囲（見直し）

※斜め象限図のうち、価格競争⽅式の範囲
（下図参照）

○「地質調査」「測量」に加え「⼟⽊コンサル」も
対象に追加

○現⾏の価格競争⽅式での範囲に加え、総合評価落
札⽅式にも対象を拡⼤（難易度が低いものに限る）
※イメージは下記を参照

２）技術提案チャレンジ型試行業務の見直し（２／４）

229



評価内容 評価基準 配点例

①登録有り 5

②登録無し 0

①同種業務の実績有り 10

②類似業務の実績有り 6

③実績無し 参加資格無し

①九州地域での災害協定等に基づく活動実績有り 5

③実績無し 0

①過去５ヶ年度及び当該年度の実績無し 10

②過去４ヶ年度及び当該年度の実績無し 8

③過去３ヶ年度及び当該年度の実績無し 6

④過去２ヶ年度及び当該年度の実績無し 4

⑤過去２ヶ年度及び当該年度の実績有り 0

①技術⼠ 総合技術監理部⾨（○○部⾨関連科⽬）

 技術⼠ ○○部⾨

②国⼟交通省登録技術者資格 6

③RCCM（②を除く） 2

④無し 参加資格無し

①同種業務の実績有り 10

②類似業務の実績有り 6

③実績無し 参加資格無し

①事務所管内における業務実績有り 10

②九州地⽅整備局管内における業務実績有り 6

③無し 0

実施
⽅針

⼯程計画、安全対
策、品質確保

40

100

地域精通度 過去１０年間の当該事務所・周辺での業務実績

当該業務を履⾏する上で配慮すべき事項として、「⼯程計画」「安全対策」「品質確保」のうち２項⽬を定め
て評価する。それぞれ、「可」「不可」の２段階評価を⾏い、２つの評価の合計点とする
なお、２項⽬とも「不可」だった場合、参加資格無しとする

合    計

②九州地⽅整備局の管轄区域での災害協定等に基づく
活動実績有り

3

受注(契約)実績 九州地⽅整備局発注業務の過去の受注実績

技術者

技術者資格 技術者の保有資格

10

業務実績 過去１０年間の同種⼜は類似実績

評価項⽬

企業

技術部⾨登録
建設コンサルタント登録規定に基づく登録がある機
関。または、公益法⼈、独⽴⾏政法⼈、＜中略＞と
同等と認められる機関

業務実績 過去１０年間の同種⼜は類似実績

地域貢献度 過去１０年間の災害協定等に基づく活動実績

評価内容 評価基準 配点例

①登録有り 5

②登録無し 0

①同種業務の実績有り 10

②類似業務の実績有り 6

③実績無し 参加資格無し

①九州地域での災害協定等に基づく活動実績有り 5

③実績無し 0

①技術⼠ 総合技術監理部⾨（○○部⾨関連科⽬）

 技術⼠ ○○部⾨

②国⼟交通省登録技術者資格 6

③RCCM（②を除く） 2

④無し 参加資格無し

①同種業務の実績有り 20

②類似業務の実績有り 12

③実績無し 参加資格無し

①事務所管内における業務実績有り 10

②九州地⽅整備局管内における業務実績有り 6

③無し 0

実施
⽅針

⼯程計画、安全対
策、品質確保

40

100

3

当該業務を履⾏する上で配慮すべき事項として、「⼯程計画」「安全対策」「品質確保」のうち２項⽬を定め
て評価する。それぞれ、「可」「不可」の２段階評価を⾏い、２つの評価の合計点とする
なお、２項⽬とも「不可」だった場合、参加資格無しとする

合    計

企業

10

技術者資格 技術者の保有資格

技術者

地域貢献度 過去１０年間の災害協定等に基づく活動実績

過去１０年間の当該事務所・周辺での業務実績地域精通度

業務実績 過去１０年間の同種⼜は類似実績

②九州地⽅整備局の管轄区域での災害協定等に基づく
活動実績有り

評価項⽬

技術部⾨登録
建設コンサルタント登録規定に基づく登録がある機
関。または、公益法⼈、独⽴⾏政法⼈、＜中略＞と
同等と認められる機関

業務実績 過去１０年間の同種⼜は類似実績

◆現 ⾏ ◆⾒直し ○企業の評価へ「受注（契約）実績」を追加

＜試⾏の特徴＞
①⼀般競争（総合評価落札⽅式）とする
②九州地⽅整備局の管轄区域（福岡県、佐賀県、⻑崎県、⼤分県、熊本県、宮崎県⼜は⿅児島県）内に本店（⼜は⽀店等営業所）を有し
ていること。

③「地域貢献度（企業）」、「地域精通度（技術者）」の評価項⽬を必須項⽬として評価する
④国⼟交通省等の受注実績を有する企業が優位となる企業及び配置予定技術の「業務成績」「表彰」は評価項⽬としない。

２）技術提案チャレンジ型試行業務の見直し（３／４）
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評価内容 評価基準 配点例
①過去５ヶ年度及び当該年度の実績無し 10

②過去４ヶ年度及び当該年度の実績無し 8

③過去３ヶ年度及び当該年度の実績無し 6

④過去２ヶ年度及び当該年度の実績無し 4

⑤過去２ヶ年度及び当該年度の実績有り 0

受注(契約)実績 九州地⽅整備局発注業務の過去の受注実績

評価項⽬

企業

２）技術提案チャレンジ型試行業務の見直し（４／４）

【企業】受注実績の評価について
○九州地方整備局発注業務の過去の受注実績有りとは、履行期間に関わらず、契約した年度を基準とし評価する。

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度
（当該年度）

評価

実績有り ➀過去５ヶ年度及び当該年度の実績無し

実績有り ②過去４ヶ年度及び当該年度の実績無し

実績有り ③過去３ヶ年度及び当該年度の実績無し

実績有り ④過去２ヶ年度及び当該年度の実績無し

実績有り
⑤過去２ヶ年度及び当該年度の実績有り実績有り

実績有り

【見直し後の評価項目抜粋】

【評価の例】

過去５ヶ年度実績無し 当該年度実績無し

当該年度実績無し

当該年度実績無し

当該年度実績無し

過去４ヶ年度実績無し

過去２ヶ年度実績無し

過去３ヶ年度実績無し

当該年度実績無し

当該年度実績無し
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平成31年３月から適用する設計業務委託等技術者単価について

１．設計業務委託等技術者単価とは
・ 設計業務委託等技術者単価は、国土交通省が発注する公共工事の設計業務委託

（コンサルタント業務・測量業務等）の積算に用いるための単価。

・ 毎年度実施している給与実態調査結果に基づいて決定。

２．平成31年度技術者単価の概要
対前年度比 （H24比）

【全職種平均】３９，０５５円 ＋３．７％ （＋25.0％）

(内訳)                                  対前年度比 （H24比）

設計業務 平均 47,300円 ＋3.1％ （＋23.4%）

測量業務 平均 32,620円 ＋4.7％ （＋43.8%）

航空・船舶関係業務 平均 36,560円 ＋3.7％ （＋20.5%）

地質調査業務 平均 34,700円 ＋3.9％ （＋27.3%）

（参考）近年の技術者単価の伸び率（全職種平均）

H25 H26 H27 H28     H29     H30 H31 (H24比)

全職種：＋0.4% ＋4.7% ＋4.7% ＋3.8% ＋3.1% ＋3.0% ＋3.7% (＋25.0%)
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最近の給与等の実態を適切・迅速に反映
設計業務委託等（設計、測量、地質関係）

３９，０５５円 平成３０年３⽉⽐；＋３．７％
（平成24年度⽐＋25.0％）

全職種平均

39,033 
38,943 

37,890 

35,133 
34,505 

33,119 

31,657 
31,000 

30,690 
30,386 

30,919 31,133 
31,510 

31,681 
31,671 

31,248 
31,633 

32,640 

34,175 

35,470 

36,580 

37,665 

39,055 

26,000

28,000

30,000

32,000

34,000

36,000

38,000

40,000

H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

設計業務委託等技術者単価 全職種単純平均値の推移

平成31年３月から適用する設計業務委託等技術者単価について
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旅費交通費の率化について

○旅費交通費の原則率化について、設計業務等標準積算基準書（参考資料）の一部改定
○継続的に実態調査を行い、適宜見直しを図っていく

従来の積算方法 原則率化（通勤による業務の場合）

• 旅費交通費の率計上

• 実態調査の継続的な実施

• 実態に応じた旅費交通費の設定

※1 宿泊、滞在なしの場合
※2 地質調査業務については直接調査費
※３発注者支援業務：平成３１年４月１日以降

入札公告手続きを開始する業務より適用

国技建官第25号
（平成30年3月26日）

• 旅費交通費の積み上げ

旅費交通費＝
交通費（鉄道運賃等）＋宿泊料
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【範囲】
予定価格の

６０～８０％

【計算式】
・直接人件費×1.00
・直接経費 ×1.00
・その他原価×0.90
・一般管理費等×0.48

H31.4～

測
量

【範囲】
予定価格の

６０～８２％

【計算式】
・直接測量費×1.00
・測量調査費×1.00
・諸経費 ×0.48

【範囲】
予定価格の

６０～８０％

【計算式】
・直接測量費×1.00
・測量調査費×1.00
・諸経費×0.40

【範囲】
予定価格の

６０～８０％

【計算式】
・直接測量費×1.00
・測量調査費×1.00
・諸経費 ×0.40

【範囲】
予定価格の

６０～８０％

【計算式】
・直接測量費×1.00
・測量調査費×1.00
・諸経費×0.45

【範囲】
予定価格の

６０～８０％

【計算式】
・直接測量費×1.00
・測量調査費×1.00
・諸経費×0.48

H22.4～H23.3 H23.4～ H28.3 H28.4.1～ H29.4.1～

土
木
コ
ン
サ
ル

【範囲】
予定価格の

６０～８０％

【計算式】
・直接人件費×1.00
・直接経費 ×1.00
・技術経費 ×0.60
・諸経費 ×0.50

【範囲】
予定価格の

６０～８０％

【計算式】
・直接人件費×1.00
・直接経費 ×1.00
・その他原価×0.90
・一般管理費等×0.30

【範囲】
予定価格の

６０～８０％

【計算式】
・直接人件費×1.00
・直接経費 ×1.00
・その他原価×0.90
・一般管理費等×0.45

【範囲】
予定価格の

６０～８０％

【計算式】
・直接人件費×1.00
・直接経費 ×1.00
・その他原価×0.90
・一般管理費等×0.48

低入札価格調査基準（業務）

○ 平成31年4月1日以降に入札公告を行う測量業務を対象に、低入札価格調査基準の範囲の上限を
80%から82%へ引き上げ

○ 平成31年4月1日以降に入札公告を行う地質調査業務を対象に、低入札価格調査基準の諸経費
の算入率を0.45から0.48へ引き上げ

【範囲】
予定価格の

２／３～８５％

【計算式】
・直接調査費×1.00
・間接調査費×0.90
・解析等調査業務費

×0.80
・諸経費 ×0.48

地
質

【範囲】
予定価格の

２／３～８５％

【計算式】
・直接調査費×1.00
・間接調査費×0.90
・解析等調査業務費

×0.75
・諸経費 ×0.40

【範囲】
予定価格の

２／３～８５％

【計算式】
・直接調査費×1.00
・間接調査費×0.90
・解析等調査業務費

×0.75
・諸経費 ×0.40

【範囲】
予定価格の

２／３～８５％

【計算式】
・直接調査費×1.00
・間接調査費×0.90
・解析等調査業務費

×0.80
・諸経費 ×0.45

低入札価格調査基準の見直しについて

【範囲】
予定価格の

２／３～８５％

【計算式】
・直接調査費×1.00
・間接調査費×0.90
・解析等調査業務費

×0.80
・諸経費 ×0.45
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

８．業務の効率と品質向上対策

, Kyusyu Regional Development Bureau

設計業務の品質確保対策

・設計業務等は、事業の上流に位置していることから、その成果が工事に与える影響は大きい。
近年、特に設計業務の成果に不備が施工段階において発見されるなど、その品質低下が懸念されていることから、
効果的な対策を講じることが急務となっている。

・九州地方整備局としては、設計業務等における成果品の品質確保対策として、以下に取り組んでいるところです。

入札手続き期間中
○ 業務実績評価の制限〔平成21年2月23日から〕
・ 業務成績が70点未満の場合、業務実績として認めない。

○ 配置予定技術者の手持ち業務の制限〔平成21年10月19日から〕
・ 当初の設定の手持ち業務金額４億円未満、件数の合計１０件未満からそれぞれ２億円未満、５件未満（補償コンサル業務

においては当初の設定の手持ち業務金額１億円未満、件数の合計１０件未満から、手持ち業務金額１億円未満、件数の
合計５件未満）に読み替える。

履行期間中
○ 監督の強化〔平成21年2月23日から〕
・ 測量、地質調査業務などの外業の現地履行確認体制の強化。（主任技術者の現場常駐の義務づけ）
・ 業務の節目毎に行う照査について、管理技術者及び照査技術者により調査職員に説明。
・ 担当技術者にも有資格者であることを求める。

○ 第三者による妥当性確認の義務付け
・ 自社の照査とは別に、第三者による妥当性確認を明示（実施）。〔平成21年2月23日から〕
・ 第三者照査を実施する技術者資格を技術士（総合技術管理部門又は建設部門）を有する者に強化。

〔平成21年7月7日から〕

・ 第三者照査の実施にあたっては、設計業務成果点検用チェックシートにより実施。〔平成21年7月7日から〕

入札公告時の取組
○ 履行体制確認型総合評価落札方式の実施〔平成22年6月1日から〕
・平成２５年度から全ての総合評価落札方式で発注する建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務等で予定価格が５百万円を超える業務に拡大。

○低入札対策及び低入札時における取り組み
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設計業務の品質確保対策

○適正な履行期間の設定と履行期限（納期）の平準化

○ 適正な履行期間の設定〔平成23年4月から〕
・ 業務内容を踏まえ、業務実施に過不足のない適正な履行期間を設定する。

〔原則、設計業務等標準積算基準書および同（参考資料）より設定〕

○ 詳細設計業務における履行期間設定支援（試行）〔平成29年11月から〕
・ 労働環境の改善及び業務特性に応じた「照査期間」の確保を目的に、「履行期間設定

支援ツール」を活用し、詳細設計の作業項目について、過去の作業期間に基づいた
履行期間を設定する。

○ 履行期限（納期）の平準化〔平成23年4月から〕
九州目標 4～12月 1月 2月 3月

平成31年度
目標値（※１）

30％以上 30％以上 40％以下

※１：年間を通しての業務（履行期間が4～3月の業務：発注者支援業務、
環境調査等）は除く
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土木コン 測量 地質調査 全体（％）

17.5% 19.6% 22.3%19.8%

■ 履行期限（納期）の平準化状況

平成27年度：912件 平成28年度：927件 平成29年度：791件（件） （％）

・国債制度の活用や早期発注及び翌債・繰越し制度の活用に努めることで、履行期限（納期）の平準化
を推進。

・３月納期の割合は低下傾向にあり、平成３０年度は、土木コンサル、測量、地質調査の業種全体では
３７．８％となり、Ｈ２３取り組み開始以来初めて目標値４０％以下を達成。

業務の納期平準化（H27年度～H30年度）
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○履行期限（納期）の平準化状況

平成30年度：817件



業務スケジュール管理表　【履行期間設定支援型】 平成○年○月○日

履行期間(休日含む) 273 日

（※設計着手日：設計業務として着手を開始した日（履行期間設定支援の起算日）を記入。）

西暦 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

計画日数（クリティカル） 181 日

実施日数（クリティカル） 181 日
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14AA AA AA 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 143 3 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14BA BA BA 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 144 4 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14AA AA AA AA AA AA 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 143 3 3 3 3 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14BA BA BA BA BA BA 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 144 4 4 4 4 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14AA AA AA AA AA AA AA AA AA 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14BA BA BA BA BA BA BA BA BA 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14AA AA AA AA AA AA AA AA AA 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 143 3 3 3 3 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 144 4 4 4 4 4 4 4 4 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 3 3 3 3 3 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 4 4 4 4 4 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 3 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AB AB AB 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 3 3 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BB BB BB 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 4 4 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AB 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 3 3 3 3 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BB 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 4 4 4 4 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 AA AA AA AA AA AA AB 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 3 3 3 3 3 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 BA BA BA BA BA BA BB 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 4 4 4 4 4 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14

完了日（当初）

(月)

(月)

(月)

(木)

手動設定の理由　　　　　　　　　　　　　業　　種　　区　　分　（複数選択可） 詳細設計業務

12/19 (火)

計画

実施

計画

実施

計画

計画

実施

計画

実施

関
連
業
務

測量

土工の3次元設計

設計計画(現地踏査等含む)

2/20

2/20

11/10 (金)

11/10 (金)

適宜追加
計画 0

受
注
者

11/22 (水)

11/22 (水)

12/19 (火)

クリティカル(実施) 0 日
適宜追加

計画 0 クリティカル(計画)

実施

基本事項の確定

実施

計画

実施

計画

実施

6/30

(金)

(月)

(月)

(金)

(金)

(金)

(火)

(月)

(月)

(水)

(水)

(月)

(金)

下旬 上旬

2017 2017 2017 2017 2018

12/11 41

(金)

(水)

(月)

(月)

(火)

(火)

(金)

(金)

(月)

(月)

(月)

2017 2017

(火)

(月)

(金)

(火)

2017 2017 2017

上旬 中旬

道路設計（詳細設計） 履行期間設定支援

設計着手日（※）

自動（デフォルト）

(月) (水)

(月) (水)

着手日

平成30年1月15日

●●　　□□@×××

●●　　□□@×××

●●　　□□@×××、●●　　□□@×××

～平成29年4月17日

完了日（変更）

※変更があった場

合のみ

　　　業　　務　　名

　　　受　　注　　者

　　　　　　　　　　契　　約　　額　(消費税込み)

　　　主　た　る　工　　種

　　　履　　行　　期　　間

　　　管 理 技 術 者

　　　照 査 技 術 者

日

20 日

0

計画

設計条件の整理・確認

上旬(～10日),中旬(11～20日),下旬（21日～）

作業日数（休日含まない）⇒

実施

計画

実施

計画

実施

計画

実施

計画

実施

(月)

(月)

(水)

(水)12/11 1/10 21 クリティカル(実施)

2 9

日

0 クリティカル(実施) 0 日

10/20

(月)

(火)

(火)

(火)

(火)

(金)

7/3

7/17

9/20

9/20

6/20

6/20

15 日

21

22 日

クリティカル(実施) 0 日

0

◆

クリティカル(計画) 0

4

上旬 中旬 下旬

6 8

0

10/10 55

10/30 79

11/10 77

36

36

11/6 104

作業日数

15 日

クリティカル(実施) 18

104

12/11

平成○年度 ▲▲詳細設計業務

◇◆株式会社　　TEL

¥35,000,000

クリティカル(実施)

クリティカル(実施)

クリティカル(実施)

作業日数（実施）

2/20 6/5 72

2/20 6/8 75

163

4/17 4/28 10

4/17

18

0 日

日

クリティカル(実施) 56 日

クリティカル(実施) 22 日

クリティカル(実施) 32

日

10 日

日

日

クリティカル(計画)

7 日

クリティカル(計画) 10 日

日

作業日数（実施） 0 日

クリティカル(実施) 10

クリティカル(計画)

0 日

7

下旬 上旬 中旬 下旬

クリティカル(計画)

作業項目

成果照査・納品

6 8 7 8

下旬

クリティカル(計画)

中旬 下旬

平成29年4月17日

7 6

上旬 中旬

66

中旬 下旬 上旬 中旬上旬

6 8

中旬 下旬

19

4/17 5/30 29

上旬上旬 中旬 下旬

クリティカル(計画)31

5/19 7/14 41

7/3 9/29 59

7/17

5/19

11/10

10/25 38

12/12

◆

7 7 7 6 8

◇ ◇ ◆

◇

地質調査

施工計画・仮設構造物設計

△△詳細設計

◇

〇〇詳細設計

日

設計条件の確定（第1回照査報告）

◇

4/21 12/26

日

4/26

4/17 5/30 29

照査◇、照査報告◆　（※手動入力、日付は初回照査～成果照査完了）
◇ ◆

報告書作成・設計成果とりまとめ
(金)

(水)

(火)

(月)

4/28 10

5/1 5/30 19

5/1

1/10 20

5/30

実施

実施

計画

1/15 (月)

1/15 (月)

◇

166

12/26

11 12

現 在 の 状 況

１．設計計画：初回業務計画書(案)提出、TECRIS提出、現地踏査申請書提出
　　　　　　　事前協議チェックシート確認、個人情報に関する管理体制報告書提出
２．既往資料確認：既往資料借用依頼

次 回 打 合 せ

5 6 7 8 9 10

5 7 8 7 7 6 7

◇

1

中旬 下旬

◆

5 8 7

上旬

◇ ◆

5/17

5/17

59

59

履行期間　集計　（休日除く）

作業日数（計画） 0 日

作業日数（計画） 0 日

日

クリティカル(計画)

クリティカル(計画)

クリティカル(計画)

59

照査報告（計画） 4 回

照査報告（実施） 4 回

　　　　　　　　　担 当 技 術 者（主）、担 当 技 術 者（副）

◆

◇ ◆

10 日

クリティカル(計画) 20

【スケジュール管理表への意見・改善点

（自由記述）

 詳細設計の作業項目について、過去の作業期間に基づき履行期間を設定できる履行期間設定支援ツールを作成。

 「契約金額」「主たる工種」から実績に基づく条件確定時期等までの標準的な作業期間を表示。

 本ツールを発注時の履行期間の設定に活用、契約後は業務スケジュール管理表として活用する試行業務を実施。

 蓄積される実績データをさらに分析し、各作業の標準期間の設定支援を改善予定。

作業日数は、休日を除いた
日数でカウント

（※）今回の試行版では、①～③をハイライト表示する機能を具備。次年度以降、実績データ
に基づき、個々の作業項目毎の標準期間の確認できるよう改善

各項目の着手日、完了予定日を入力す
ることでバーチャートを自動表示。

「契約金額」「主たる工種」の情報から、標準的な作業完了時期を表示（※）
①設計条件の確定（第１回照査報告）
②報告書とりまとめ時期
③成果照査・納品時期

※実績から平均、標準偏差等に基づき設定。

【設定イメージ】

【契約金額】
➀1,000万円未満
②1,000万円～2,000万円
③2,000万円～3,000万円
④3,000万円～4,000万円
⑤4,000万円～5,000万円
⑥5,000万円以上

【主たる工種】
➀道路橋設計【詳細設計】
②道路設計【詳細設計】
③トンネル設計【詳細設計】
④河川構造物設計【詳細設計】
⑤砂防構造物設計【詳細設計】
⑥その他設計【詳細設計】
⑦その他業務

参照：分類データ

設計条件確定時期 報告書とりまとめ時期 成果照査・納品時期

※ただし、「⑦その他業務」につ
いては設定支援のハイライト表
示機能は未実装。履行期間の
蓄積のための活用を想定。

各項目ごとの作業日数
の実績が集計可能。

設計業務の品質確保対策

240

○詳細設計業務における履行期間の設定支援（試行）

業務スケジュール管理表　【履行期間設定支援型】 平成○年○月○日

履行期間(休日含む) 273 日

（※設計着手日：設計業務として着手を開始した日（履行期間設定支援の起算日）を記入。）

西暦 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

計画日数（クリティカル） 177 日

実施日数（クリティカル） 0 日
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14AA AA AA 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 143 3 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14AA AA AA AA AA AA 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 143 3 3 3 3 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14AA AA AA AA AA AA AA AA AA 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14AA AA AA AA AA AA AA AA AA 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 143 3 3 3 3 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 3 3 3 3 3 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 3 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 3 3 3 3 3 3 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 AA AA AA AA AA AA 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 3 3 3 3 3 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 AA AA AA AA AA AA 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14

完了日（当初）

(月) (月)

手動設定の理由　　　　　　　　　　　　　業　　種　　区　　分　（複数選択可） 詳細設計業務

計画

実施

計画

実施

計画

計画

実施

計画

実施

関
連
業
務

測量

施工計画・仮設構造物設計

設計計画(現地踏査等含む)

2/20

適宜追加
計画 0

受
注
者

クリティカル(実施) 0 日
適宜追加

計画 0 クリティカル(計画)

実施

基本事項の確定

実施

計画

実施

計画

実施

6/30

(月)

(金)

(金)

(月)

(火)

(月)

(月)

下旬 上旬

2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018

1/10 17

(金)

(月)

(火)

(金)

(月)

(月)

2017 2017

(月)(金)

2017 2017 2017

上旬 中旬

道路設計（詳細設計） 履行期間設定支援

設計着手日（※）

自動（デフォルト）

(月) (水)

着手日

平成30年1月15日

●●　　□□@×××

●●　　□□@×××

●●　　□□@×××、●●　　□□@×××

～平成29年4月17日

完了日（変更）

※変更があった場

合のみ

　　　業　　務　　名

　　　受　　注　　者

　　　　　　　　　　契　　約　　額　(消費税込み)

　　　主　た　る　工　　種

　　　履　　行　　期　　間

　　　管 理 技 術 者

　　　照 査 技 術 者

日

0 日

0

計画

設計条件の整理・確認

上旬(～10日),中旬(11～20日),下旬（21日～）

作業日数（休日含まない）⇒

実施

計画

実施

計画

実施

計画

実施

計画

実施

(水)

(水)

0 クリティカル(実施)

2 9

日

0 クリティカル(実施) 0 日

12/12

(火)

(火)

(金)

7/3

6/20

10/20

0 日

21

22 日

クリティカル(実施) 0 日

0

クリティカル(計画) 0

4

上旬 中旬 下旬

6 8

0

0

10/30 79

0

11/6 92

0

12/11 35

作業日数

0 日

クリティカル(実施) 0

0

平成○年度 ▲▲詳細設計業務

◇◆株式会社　　TEL

¥35,000,000

クリティカル(実施)

クリティカル(実施)

クリティカル(実施)

作業日数（実施）

2/20 6/5 72

0

0

4/17 4/28 10

15

0 日

日

クリティカル(実施) 0 日

クリティカル(実施) 0 日

クリティカル(実施) 0

日

0 日

日

日

クリティカル(計画)

7 日

クリティカル(計画) 23 日

日

作業日数（実施） 0 日

クリティカル(実施) 0

クリティカル(計画)

0 日

7

下旬 上旬 中旬 下旬

クリティカル(計画)

作業項目

適宜追加

6 8 7 8

下旬

クリティカル(計画)

中旬 下旬

平成29年4月17日

7 6

上旬 中旬

66

中旬 下旬 上旬 中旬上旬

6 8

中旬 下旬

0

4/17 5/30 29

上旬上旬 中旬 下旬

クリティカル(計画)31

0

7/3 9/29 59

5/19

0

12/12

7 7 7 6 8

◇ ◇ ◆

地質調査

報告書作成・設計成果とりまとめ

△△詳細設計

〇〇詳細設計

日

設計条件の確定（第1回照査報告）

4/21 12/26

日

0

照査◇、照査報告◆　（※手動入力、日付は初回照査～成果照査完了）
◇ ◆

成果照査・納品
(火)

(火)

0

5/1 5/30 19

1/10 17

実施

実施

計画

166

11 12

現 在 の 状 況

１．設計計画：初回業務計画書(案)提出、TECRIS提出、現地踏査申請書提出
　　　　　　　事前協議チェックシート確認、個人情報に関する管理体制報告書提出
２．既往資料確認：既往資料借用依頼

次 回 打 合 せ

5 6 7 8 9 10

5 7 8 7 7 6 7

1 2

中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

5 8 7 8

上旬

◇ ◆

5/17 59

0

下旬

8 5 96 6

履行期間　集計　（休日除く）

作業日数（計画） 0 日

作業日数（計画） 0 日

日

クリティカル(計画)

クリティカル(計画)

3

上旬 中旬

クリティカル(計画)

59

照査報告（計画） 4 回

照査報告（実施） 0 回

　　　　　　　　　担 当 技 術 者（主）、担 当 技 術 者（副）

◇ ◆

10 日

クリティカル(計画) 20

【スケジュール管理表への意見・改善点等】

（自由記述）

【発注者】⇒ 全体履⾏期間の設定
設計条件の確定時期（計画）、報告書とりまとめ（計画）、
成果照査・納品（計画）時期が表⽰された各標準期間内に
収まることを確認した上で履⾏期間を設定して発注する。

【受注者】⇒ ⼯程の詳細設定、業務計画の協議
発注者から貸与されたスケジュール表をもとに受注者が実施
体制等を考慮して更新、初回打ち合わせ時に発注者へ提出し
て計画について協議を実施。

 各項⽬の作業期間について受発注者間でのスケジュールを共有する。

設定⽀援結果に基づき履⾏期間をセット。

発注者側の履⾏期間設定イメージ

・契約⾦額、主たる⼯種等から標準的な業務内容
⇒標準範囲の中央（平均）で各作業が完了

設計業務の品質確保対策

241

○詳細設計業務における履行期間の設定支援（試行）



受注者の技術者からの意見や質問、
改善策を受け付ける。

【目的】受発注者間の連携を強化し、更なる調査・設計業務の品質確保や
労働環境改善等を図る。

受発注者合同で現地調査を行い、現
地状況の意思疎通を図る。

受発注者双方の問い合わせ等に対し、
早期に課題解決できるよう連携強化を
図る。

受発注者で業務の適切な執行と工期
の確保等のため、業務の中間打合せ等
で業務履行上の課題や問題点の解決を
図る。

受発注者間の連携を図り、業務の円
滑化・効率化を図る取組を実施する。

◆「いきいき現場づくり」の施策は以下の通り。

受発注者相互で労働環境改善に向け
た仕組み作りを実施する。

⑤合同現地踏査

③ワンデーレスポンス

⑦意見の窓口

④円滑な業務を実施するための情報共有

⑥業務適正履行協議（中間打合せ）

①労働環境改善の取組

全業務の受発注者双方が役割分担を
明確化し、打合せ時に業務進捗状況を
適切に管理する。

②業務スケジュールの適切な管理

いきいき現場づくり【業務版】推進のための施策

242

概要

目的 ○受発注者相互で労働環境改善に向けた仕組み作りを実施する。

○九州地方整備局が発注するすべて業務において、労働環境改善につながる取り組みを実施

する。なお、受発注者間で、業務着手時打合せで以下に示す項目から複数項目以上取り組む。

○取組内容については、定時退社などの労働環境改善の取り組みが各企業で異なることが考

えられるため、以下に示す項目を参考として、受発注者間で調整のうえ取り組む。

１）月曜日は依頼の期限日としない
２）金曜日は依頼しない
３）週１回以上は定時に帰るよう心がける
４）１７時以降の打合せは行わない
５）その他、取り組みが必要と思われる内容

調整

実施体制

○発注者＋受注者 （業務着手時の打合せで調整。業務計画書に記載する。）

受注者の勤務形態や業務形態に応じて、取り組みを受発注者間で調整し、取り組む。

発注者 受注者

水曜日はお互い定時に帰る事にしようか。
あと勤務時間外の打合せはやめよう。

土日は休日なので金曜日の依頼と
月曜の期限避けて頂きたい。

【取組内容の決定】
１）月曜日は依頼の期限日としない
２）金曜日は依頼しない
３）週１回以上は定時に帰るよう心がける
４）１７時以降の打合せは行わない

① 労働環境改善の取組 ～平成29年度から本格実施～

243



その他

概要

目的

○業務の受注者は、契約後速やかに業務スケジュール管理表（以下管理表）を作成し、発注者
の承諾を得る。

管理表の記載項目例（作業内容、工程、発注者が行うべき※条件明示内容、受発注者の検討期限等）

○全業務の受発注者双方が役割分担を明確化し、打合せ時に業務進捗状況を適切に管理する。

○発注者は管理表に記載された測量・調査・設計条件等に関する質問等に迅速に対応し、回
答待ちによる作業時間・照査時間の短縮を防ぎ、適切な業務の実施に努める。

※条件を明示する前提条件として、「設計が進捗しなければ判断できない項目」、「関係者との協議が必要な項目」もあること
から、あらかじめ当該項目については明示可能な時期等を受注者と合意しておく事も必要。

○受注者は、管理表を業務進捗にあわせ常時最新の情報に更新する。
○全業務※において、作業項目毎の履行期間の蓄積等のため、
○｢業務スケジュール管理表【履行期間設定支援型】｣様式を使用する。
※平成31年度より、検討業務においては「業務スケジュール管理表【検討業務型】」様式になります。

○詳細設計については、「業務履行期限設定支援ツール」の活用を原則※とする。
※業務履行上やむを得ない事情等により履行期間の設定支援ツールを活用することが適切でないと判断される場合を除く。

実施体制

○業務発注担当課＋受注者（コンサル等）

発注者 コンサル等
管理表

（進捗状況共有）

A案でどうか？ 3日後の地元説

明後に回答しま
す。

承諾

発注者

立案・協議

・全体履行期間の設定・提示
・履行状況の把握

・工程の詳細設定
・業務計画協議

② 業務スケジュールの適切な管理 ～平成30年度から本格実施～
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確認・
協議

その他

実施体制

概要

目的 ○受発注者双方の問い合わせ等に対し、早期に課題解決できるよう連携強化を図る。

○業務実施中に受注者より設計上検討に関する質問・協議があった場合には、その日に

回答することを原則とする。

○なお、回答に検討期間を要する場合は、回答が可能な日を受注者に通知する。

※確認・協議に対する回答については、主任調査職員等による書面で行う。

○業務発注担当課＋受注者（コンサル等）

○受注者は、業務進捗に合わせて、適切な時期に確認・協議を行う。

※確認・協議事項の優先順位や重要度を示した上で、検討期間も踏まえ、適切な時期に

行う。

発注者 受注者（コンサル等）

A案でどうか？ 3日後の地元説

明後に回答しま
す。

受注者
発注者

③ ワンデーレスポンス ～平成23年3月から実施～
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概要

目的 ○受発注者間の連携を図り、業務の円滑化・効率化を図る取組に努める。

○成果品のアウトラインやスケジュールの共有に努めるものとし、業務着手時の打合せにおいては、受発注

者共に、業務に係わる関係者のうち責任のある立場のものが出席するものとする。

○メール等の情報伝達の際、調査員と管理技術者のみで行わず、業務に係わる関係者全体で情報を共有し

ながら、円滑な業務履行を図る。なお、情報共有者は業務着手時の打合せで、受発注者間で協議し決定する。

実施体制

○発注者【関係者】＋受注者【関係者】

調査員 管理技術者

忙しくて、対応できてません。
1週間待ってください。

例の他工事（業務）との調整は
どのような状況ですか？個々のメールでの対応×

【発注者側】
主任調査員

調査員
（副所長など

関係者）

【受注者側】
管理技術者
担当技術者
（照査技術者
など関係者）

クループメールなどで対応
（Outlookの連絡帳など）

○
（）は必要に応じて対応 （）は必要に応じて対応

④ 円滑な業務を実施するための情報共有 ～平成29年度から実施～
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その他

実施体制

概要

目的 ○受発注者合同で現地調査を行い、現地状況の意思疎通を図る。

○設計に際し留意すべき各種現地の情報や状況を関係者が一同に会し共有する事により、
現地の詳細状況や制約等を成果品に反映させる。

事例：設計条件、施工の留意点、関連事業や計画の進捗、用地取得状況、

進入路、施工ヤード、周辺施設、用排水路等

○業務発注担当課＋工事監督者等＋受注者（コンサル等）

・発注担当課とは、主任調査職員または調査職員

・受注者とは、管理技術者、担当技術者

・工事監督員等とは、当該業務に関連のある事業箇所の監督職員、

事業箇所の監督職員が未定の場合は、主任監督員として見込まれる者等

○業務内容に応じて、「参加者の選定」と「適切な開催時期」を検討する。

○事前に確認事項を整理する等、効率的な合同現地踏査の実施に努める。実施後は、実施内容につい

て記録等をし、受発注者間での情報共有を徹底する。

（事例：議事録、合同現地踏査時の情報を平面図に落とし、参考資料として成果に添付するなど）

発注担当課 工事監督員等

コンサル等

現 地

主任調査職員

または

調査職員

監督職員

または
主任監督員と見込まれる者

管理技術者

⑤ 合同現地踏査 ～平成23年3月から実施～
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概要

目的 ○受発注者で業務の適切な執行と工期の確保等の解決のため、業務履行上の課題や問題点の解決を図る。

発注者と受注者が設計変更の適切な執行と、その変更に伴う適正な工期を確保することを

協議する他、業務履行上の課題や問題点等についても中間打ち合わせ等で協議する。なお、

打合せ対象者は、業務を追加する場合などその都度受注者間で協議し決定する。

業務適正履行協議（イメージ）

（副所長）、主任調査員、調査員、関係者
管理技術者、担当技術者、（関係者）

実施体制

【例２】

発注者 受注者

検討項目を追加したいが、検討内容と
工期とか大丈夫かな？ 検討項目は、それで十分でだけど、

工期は1ヶ月ほしい。
【会議の結果】
・検討項目の追加
・工期の延伸が決定

よりよい成果物が出来るため、
検討ケースを増やそう。

工期は大丈夫かな。

検討を進めていたら、良い案が出てきたけど、
検討ケースを増やせないかな？

【会議の結果】
・検討ケースの増
・工期の延伸が決定

○発注者【関係者】＋受注者【関係者】）

【例１】

１
２

１２

（）は必要に応じて対応

⑥業務適正履行協議（中間打合せ） ～平成29年度から実施～
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意見の窓口
（ホームページ）

実施体制

概要

目的 ○受注者の技術者からの意見や質問、改善策を受け付ける。

○九州地方整備局発注の業務に従事されている又は従事された技術者からの意見を対象

に、「意見の窓口」を活用し業務履行業者と円滑な意思疎通が図られることを目指す

○九州地方整備局＋履行業者（随時受け付け）

九州地方整備局

回答投稿 意見投稿

履行業者

その他
◇意見の窓口URL（平成27年11月から実施）

http://www.qsr.mlit.go.jp/s_top/ikiiki/iken2.htm

⑦意見の窓口 ～平成27年11月から実施～
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○ 設計業務成果品点検用チェックシート（ＣＳ）の活用の義務化〔平成23年9月から〕 ・・・【九州の取組】

【内容】
・１６７細目について、共通仕様書〔第１２１１条（１）設計業務成果概要書または報告書作成〕をチェックシート作成に読み替え

作成・提出。なお、主な内容としては、「設計条件」「各部材等の計算結果」「設計フロー」「標準断面図」等を取りまとめる。

○ 照査報告時における照査技術者の同席〔平成24年1月から〕 ・・・【全国の取組】

・回数については、「詳細設計照査要領（Ｈ１１．３）」を準拠し、原則、３回実施する（詳細設計照査要領（H29.3）も同様）。

○ 条件明示チェックシートの作成〔平成24年5月から〕 ・・・【全国の取組】
【内容】

・詳細設計業務の発注時において、必要な設計条件等を受注者へ確実に明示し、発注者の業務履行上の責任を確実に履行
するために作成するものである。
※条件明示チェックシートは、予備設計の成果品として納品し、詳細設計発注時に活用する。（条件明示ガイドラインより）

【対象】
①道路詳細設計（平面交差点設計含む）、②橋梁詳細設計、③山岳トンネル詳細設計（換気検討を含む）、④共同溝詳細設計
⑤樋門・樋管詳細設計、⑥排水機場詳細設計、⑦築堤護岸詳細設計、⑧砂防堰堤詳細設計

○ 照査結果の根拠資料提示による照査体制の強化（赤黄チェック）〔平成25年7月から〕 ・・・【全国の取組】
・詳細設計業務において、受注者は照査時の確認・修正結果を設計図面、設計計算書及び数量計算書に書き込んだ資料を残し、
その資料を照査根拠として、成果品の納入時に発注者に提示する照査体制強化の取組を試行的に実施。

○ 詳細設計照査要領の改定に基づく照査結果の報告〔平成29年3月から〕 ・・・【全国の取組】
【改定概要】

・関連基準の改定に基づく照査項目の追加、・重要度が高い照査項目の追加 など。

【対象】
①樋門・樋管詳細設計、②排水機場詳細設計、③築堤護岸詳細設計、④道路詳細設計（平面交差点、小構造物を含む）
⑤橋梁詳細設計（鋼橋、コンクリート協）、⑥山岳トンネル詳細設計（換気検討含む）、⑦共同溝詳細設計、⑧仮設構造物詳細設計

設計業務の品質確保対策
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○照査に関する取り組み

受

注

者

（照
査
計
画
含
む
）

条
件
等
打
合
せ

（照
査
①
）

基
本
条
件
の
照
査

（照
査
②
）

細
部
条
件
等
の
照
査

（照
査
③
）

成
果
品
・設
計
調
書
等

の
照
査

成
果
品
の
完
成

詳細設計業務

・条件明示ﾁｪｯｸｼｰﾄ（案）の貸与資料作成
「詳細設計照査要領」確認項目一覧表等を用いて

確認し、詳細設計発注時の貸与資料を作成。
（例－１参照）

発注準備（特記仕様書・設計書等の作成）

受
注
者

予備設計業務

・条件明示ﾁｪｯｸｼｰﾄ（案）の作成・納品
※予備設計の成果品として納品。

専門技術者を活用した業務の完了検査の実施（橋梁設計）

発
注
者

・ 「詳細設計照査要領（H29.3）」による
照査を実施（例－３参照）

・「設計業務成果品点検用チェックシート（ＣＳ）」による
照査を実施（例－２参照）

双方をセットで照査する（同一の項目
はリンク）※受注者作成。

発
注
者

○照査に関する取り組み（フロー）

設計業務の品質確保対策
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○「条件明示チェックシート」 様式（例ー１）

・例として、道路詳細設計（平面交差点設計含む）３頁を以下に示す。

確認日

項目
№

明示項目
内容
№

主な内容 【選択】
○：対象
×：対象外

【選択】
○：全条件確定
済
△：一部条件確
定済
×：条件未確定

項目を確認した
日付を記入

確認できる資料
の名称、頁等を
記入

確認状況「○」以外の進捗状況を記
入。
確定予定、協議実施予定の時期がわ
かるもの等については、具体的に記入
する。なお、対象項目から外す場合
は、その理由を「備考」欄に記載する。
イ→設計に関連しない。ロ→現場条件
に無い。ハ→その他記載

【選択】
・確認済
・未確認

2 基本的な設計条件（つづき） 16 歩行者、自転車の動線計画（処理方法）は明確になっているか。 ○ ○ 2011年12月22日 ○○○・・・ 確認済

17 用地境界は明確になっているか。また、用地買収は完了しているか。 ○ ○ 2011年12月22日 ○○○・・・ 確認済

18 バス路線の対象となるか。また、停留所の必要性は明確になっているか。 ○ ○ 2011年12月22日 ○○○・・・ 確認済

19
当該道路や関連する道路の将来計画（電線地中化計画、立体交差化等）は
明確になっているか。

○ ○ 2011年12月22日 ○○○・・・ 確認済

20
設計条件（平面線形、縦断線形、横断勾配等）及び道路線形は明確になって
いるか。

○ ○ 2011年12月22日 ○○○・・・ 確認済

21 登坂車線の要否は明確になっているか。 ○ ○ 2011年12月22日 ○○○・・・ 確認済

22 側道や副道および取付道路の計画条件は明確になっているか。 ○ ○ 2011年12月22日 ○○○・・・ 確認済

23
適用基準に準拠しないまたは記載されていない特殊な荷重条件はあるか
（遮音壁、標識、雪荷重、大規模建築物の上載荷重等）。

○ ○ 2011年12月22日 ○○○・・・ 確認済

24
雪氷対策計画は明確になっているか。

○ ○ 2011年12月22日 ○○○・・・ 確認済

発注時の確認

条件明示チェックシート（案） （道路詳細設計（平面交差点設計含む））
道路詳細設計業務実施における条件明示チェックシート（案）

道路詳細設計業務実施に必要な条件 対象項目 確認状況 確認資料 備考

・・・重点項目（条件確定に時間がかかる項目であり、条件

未確定の場合は、業務履行に影響が大きくなるため、

早期に調整すること）

設計業務の品質確保対策
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○「設計業務成果品点検用チェックシート（ＣＳ）」 様式（例ー２）

・例として、道路詳細設計（普通道路）２頁、10頁を以下に示す。

設 図 設 図

第 種 第 級

設 図 排　　水
設 図

―

─ ―

― ― ─ ―

― ― ─ ―

― ― ─ ―

― ― ─ ―

― ― ─ ―

― ― ―

― ― ―

設 図 ―

―

― ― ―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

○ ：

△ ：

× ：

土木工事設計要領　　九州地方整備局　H22.5

付加追越車線　　(m)

ゆずり車線　　(m)

―

その他の地域

─構造例p413に準ずる

特例

本線の幅員

3.0m

3.00（標準）

示方書の規定

#N/A

項目

中央帯　　(m) 標準 #N/A 特例 #N/A

#N/A標準

幅(ｍ)

高さ(ｍ)

1.5（水路あり）,1.0(水路なし)幅(ｍ)

高さ(ｍ)

5

3.0～4.0m程度

:　　:

─

設計要領 基準値　0.5～0.7

〃

設計要領 基準値　0.7～1.2

〃

盛土工指針 解表4-3-2

〃　　　〃

水路は十分検討し設置

のり面保護工選定フローより選定

〃　　　〃

〃　　　〃

〃　　　〃

〃　　　〃

協議により土砂、軟岩部設置

20～30m毎

特例

小型自動車及びセミトレーラ連結車

縦断曲線長(m)

#N/A道路土工　盛土工指針　日本道路協会　　H22.4

km/h道路規格・設計速度・設計車輌

地域分類・積雪寒冷地区分、分類

道路構造令p-342

標準横断勾配(％）

標準

片側1車1.5%､片側2車2.0%

標準 9

項　　　　　　目

車　　線　　数

最小

曲線部の拡幅

最大

21

#N/A

縦断曲線半径(m)

車線幅員　(m)

　　　上　位　計　画

道路交差物件、支障物件

─

道路土工　切土工･斜面安定工指針　日本道路協会　　H21.6

横断面の構成
設計値

項目

道路名称

適用示方書等

道路構造令の解説運用　　日本道路協会　　H16.2

計画交通量(台/日）(大型車混入率)

円 曲 線

A 長 ： R 長 ： A 長

縦 断

組 み 合 わ せ

直 線

 切土工指針 (6-3-2) P134に該当する切土検討有無

#N/A

特例 #N/A 最　大　盛　土　高#N/A

特例 #N/A

盛 切 り 境

歩道　　(m)

路 肩 (m)
右側路肩

片 勾 配

左側路肩

停車帯　　(m)

登 坂 車 線
幅 員

非 常 駐 車 帯

中 央 分 離 帯

設置が望ましい

地下水位が高い場合は設置

土　　工

湧水：設置　現況：要否検討

植樹帯　　(m) 1.5

20m以上の長大法面

最　小　勾　配（％）

集　　水　　桝　　間　　隔

タ　　テ　　溝　　間　　隔

勾
配

縦 断 管

検討を行い法勾配、対策工等を決定する自転車道　　(m)

10

自転車歩行者道　　(m)

特例

40,30又は20副道幅員(m)、速度(㎞/h)

1.50

環境施設帯 最
　
小

断
　
面

盛土工指針 解表4-3-2

流速≦許容上限流速

管
渠

1.5（水路あり）,1.0(水路なし)

設計要領 基準値　0.3

項　　　　　　目 示方書の規定

項　　　　　　目

片勾配打ち切り曲線半径

#N/A

#N/A

#N/A

最　大　切　土　高

最小曲線半径(m)

チェックシート参照

設計業務等のチェックシート

【道路詳細設計　10/11】普通道路
照査結果一覧表

基本条件 幾何構造･線形組合わせ

最小曲線長(m)

道路土工要綱　日本道路協会　H21.6

標準

標準

最急縦断勾配(％）

最大片勾配

凸

凹

合成勾配

片勾配すり付け率

─

特例

標準 #N/A 特例 #N/A

#N/A標準 #N/A 特例

限界曲線半径(ｍ) #N/A

#N/A緩和区間長(m)

12

特例

#N/A

1/500

標準

─

チェックシート参照

〃

1.0:1.0:1.0が望ましい

設計値

7

設計要領 基準値　0.5

検討を行い法勾配、対策工等を決定する

設計要領 道路編表2-7

H≦5.0m

粘性土

7（協議による）

7（協議による）

3(道路土工要綱 参表2-2)

7（協議による）

7（協議による）

30(協議事項)

道路土工要綱 解図2-14

確率降雨強度式･特性係数式

ｶﾙﾊﾞｰﾄ工指針　資料ｰ3

道路土工要綱 解表2-2(a)

道路土工要綱 解表2-2(b),2-3

示方書の規定

隣　　　接　　　地

土砂混入率(％)

横断構造物

流速＞許容上限流速

流速×断面積×0.8

流下能力or維持管理面(最小断面φ600㎜orφ1000㎜以上)より決定

0.3m×0.3m(小段排水除く)

φ300㎜（協議による）

許容上限流速×断面積×0.8側溝

管渠

管
渠 φ200㎜（協議による）歩道横断管

横 断 管 渠

路　面・小規模法面係
数

粗
度

示方書の規定

係
数

盛土工指針解表4-3-2以上は要検討

切土工指針解表6-2以上は要検討

流
出

場所打ち，二次製品

降
雨

強
度 隣　　　　接　　　　地

路　面・小規模法面

地形、現地調査より設定

道路縦横断勾配より設定

場所打ち=0.015二次製品=0.013

道路土工要綱 解表2-4

隣　　　　接　　　　地

そ　　　　の　　　　他

路　面・小規模法面

─

─

─

横 断 函 渠隣接地

付 替 水 路

重 要 横 断構 造 物

側 溝降
雨
確
率
年

側溝

4.0以上又は3.0以上

標準 2.00以上

標準 #N/A 特例 #N/A

3.5以上又は2.0以上

管種・基礎形状の決定根拠

0.5＋4.0＋0.5

湧 水 、 現 況 水 路

設計値

土　砂　混　入　率　(％)

流
域

設
定

路　面・小規模法面

断
面
決
定

地
下
排
水

溝
工
計
画

切 土 路 肩 部

最　大　勾　配（％）

函　　渠

管　　渠

土被り変化箇所の対応
比較検討書､設計計算書添付

用水路・排水路の分離

流　域　変　更　の　有　無

断面照査ﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄの妥当性(流末含む)

流域変更はしない

原則分離（協議事項)

流域合流点流末全てﾁｪｯｸする

設計値

路肩排水構造より決定

路肩排水構造より決定

協議により0.5～1.5

すり付け方法

地下水位が高い場合は設置

盛土工指針 P184 

0.1

10

最小：10m　最大：30m

土被り変化に応じ管種を変更

項　　　　　　目 示方書の規定設計値

#N/A 特例 #N/A

盛土工指針 P264 

切土工・斜面安定工指針 P150（要協議）

構造令p366

拡幅方向

の
り
面
勾
配

盛土

切土

土
砂

軟
岩

軟
岩

H＞5.0m

風化岩

幅広
小段

構

造
物

軟岩

中硬岩

硬岩

位置

切土

土　　砂

軟　　岩

小
　
　
段

排水

幅(ｍ)

設置法高(ｍ)

小段

の
り
面
保
護
工

植
生
工

盛土

切土

切土工・斜面安定工指針 P150

原則内側

盛土工指針 解図4-10-6

設計要領 P道1-45～48

法尻小段

路床

すり付け

道路横断方向

道路縦断方向

ラ ウ ン

すり付け
構造令p-375～378

硬　　岩

盛　土

切　土

盛土

砂質土

####

 盛土工指針解表4-3-1該当する盛土の検討有無

〃

線
形
バ
ラ
ン
ス

ク ロ ソ イ ド

保護路肩
盛土部

切土部

片勾配回転軸の位置

切土両端

段　　　切　　　　り

幅杭余裕幅

ディング

切土のり肩

設計照査値 不適切 設計図

判定の評価 報：

入 力 値 適切 報告書

標準断面図

設 計 諸 量 要検討 図：

凡　　　例
与 条 件

間 隔

形 状

標準 #N/A

#N/A

幅 員 #N/A

有効長 #N/A 擦付長 #N/A

標準 特例 #N/A

望ましい値15

─

標準視距

─

各シートを入力すると一覧表に反映する。

設計業務の品質確保対策

253

第 種 第 級

・ 積雪寒冷地は冬季幅員､堆雪幅及び寸法線を別途

旗上げする。

・ 暫定断面の場合は併せ完成断面を旗上げする

設計業務等のチェックシート

【 道路詳細設計 2/11】 普通道路

受　託　者　名 業務の実施期間

(記載不要)対象工事名

対
象
業
務

設計条件・幾何構造

業務等の名称

道路構造延長(ｍ） 土工 トンネル橋梁

設 計 延 長 ( ｍ ) 道路土工要綱　日本道路協会　H21.6

施 工 箇 所

道 路 名 称 適　用　示　法　書　等

共 同 溝 等

判定

道路構造令の解説運用　　日本道路協会　　H16.2

H  .  .  ～H  .  .

積 雪 寒 冷 地 の 区 分

設 計 対 象 積 雪 深 （ ｍ )

積 雪 寒 冷 地 域 分 類

橋梁部トンネル部

交通管理施設

防雪・落石施設

計画交通量(大型車混入率)

附
属
施
設

自動車駐車場等

上位計画、都計、保

建 築 限 界

道 路 規 格

km/h

道路交差物件

横
　
断
　
面
　
の
　
構
　
成

施工区分

その他の地域

小型自動車及びセミトレーラ連結車

安林等・特記事項

設
計
条
件 設 計 車 輌

設 計 速 度

地 域 分 類

交通安全施設

─4.50m+α（20cm）

判定

土  工  部

土木工事設計要領　　九州地方整備局　H22.5

道路土工　切土工･斜面安定工指針　日本道路協会　　H21.6

道路土工　盛土工指針　日本道路協会　　H22.4



○「詳細設計要領（平成29年3月）」 様式（例ー３）

確認
確認日

該当対象項
目を抽出し
○印を記入

照査を完了
した項目に
ついて○印

を記入

その日付を
記入

確認できる資料の名称、頁等を記入
（例）関連基準類、過年度成果の該当頁　等

詳細設計照査要
領の概要「６．
その他記載等に
あたっての留意
事項」を参照

1)
設計に使用する技術基準、参考図書や各自治体における条例等を確
認したか。また、最新版であるか確認したか。

2) 整備計画（暫定計画・部分供用の有無等）を確認したか。

3)
道路構造（道路区分、計画交通量、設計速度、横断面等）を確認し
たか。

4)
飛地や用地分断等、用地図から機能補償道路に漏れがないか確認し
ているか。

5) コントロールポイント条件は整理されているか。

6)
関連する最新の設計成果と整合がとれているか。また、前段の設計
を基に詳細設計（修正設計）を行う場合、過年度経緯を確認し成果
の照査を行ったか。

7)
既往調査結果より、地質、地盤の性状及び地下水状況は確認した
か。

8)
測量成果の内容（測量座標系と座標、高さの基準と地形図、線形と
の整合、震災補正の状況）などを確認したか。

9) 積雪寒冷地、およびその度が甚だしい地域の適用が適正か。
10) 休憩施設、チェーン着脱場等の計画は確認したか。
11) 施工時を含め、作用する荷重条件を確認したか。

12)
道路土工について、影響する作用、要求性能、重要度について確認
したか。

13) 盛土の重要度及び要求される性能は決定しているか。

1)
平面・縦断線形の採用値及び縦断・横断視距の確保は適切か（積雪
寒冷地の適用の有無）。組み合わせは適正か。また、修正設計の場
合、設計条件のどの部分が変更となったか確認したか。

2)
幾何構造の使用値（歩道の有無、車線幅員、片勾配、視距等）は適
正か。

3)
積雪寒冷地等の場合、積雪寒冷地等の地域特性を踏まえた幾何構造
の使用値となっているか。

4)
隣接工区や土工、橋梁、トンネル等との取合い（路肩摺り付け，翼
壁，排水処理，構造物掘削等）を配慮したか。

5)
幅員の決定根拠は明確で適正か。（道路規格との適合、積雪寒冷地
の適用及び堆雪幅、道路付属施設に配慮した有効幅員の確保など）

6)
函渠工の上部では排水施設や通信管路等埋設物、防護柵の設置に必
要な土被りが確保されているか。

7)
交差施設との交差条件は明確か。（交差方法、交差角、幅員、建築
限界、余裕高など）

8)
分合流部の幾何構造採用値は適正か。また、分流部のオフセットに
ついて確認したか。

1) 工事時期と工程及び施工手順を確認したか。
2) 暫定施工時の施工区分を把握したか。
3) 現道拡幅時の施工区分を把握したか。
4) 施工計画に関する既存資料を入手・確認したか。
5) 施工に支障となる旧施設の撤去条件を確認したか。
6) 近接構造物等への影響を考慮する必要があるか。

基本条件の照査項目一覧表（様式－１）

No. 照査項目 照査内容

照査①
確認資料 備考

該当対象

設計基本条件

幾何構造、線形条
件

施工条件

4

5

6

どのような根拠から、その照査内容を確認したか、その判断の根拠（関連
基準類や過年度業務成果の該当ページなど）を記入する欄を掲載した。
→ 設計業務の考え方を確認する上で、重要

・Ⅳ 道路詳細設計（平面交差点を含む） 基本条件の照査項目一覧表（照査①） 様式－１ の一部抜粋

設計業務の品質確保対策
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

９．受発注者相互の技術力向上と
技術伝承

, Kyusyu Regional Development Bureau



新技術の活用促進

① 新技術活用のねらい

③ 新技術の活用方式

② 新技術の活用状況

公共工事の諸課題解決
（コスト縮減、品質・安全の確保、環境の保全など）

技術力に優れた企業が伸びる環境づくり

民間分野での新技術開発に向けた取り組み促進

豊かな国民生活の実現と安全の確保
環境の保全と良好な環境の創出
自立的で個性豊かな地域社会の形成

H29年度

H29年度

256

九州 全国

本システムは、開発会社が新技術を登録申請することから始まり、

「活用」→「事後評価」→「評価結果」を開発会社へ情報提供を行ない、

スパイラルアップを図るものである。

Ｗｅｂ上で情報提供
http://www.netis.mlit.go.jp

ＮＥＴＩＳ～新技術情報提供システム～
Ｎｅｗ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ

約3,500件登録
（H29年2月現在）
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新技術の活用促進



平成３０年度開催一覧

平成３０年度実施状況写真

設計・監督職員、地方自治体、コンサルタント、施工者を対象に九州７県において新技術の役割と意義、ＮＥ
ＴＩＳにおける個々の新技術の理解を深めるため、新技術活用システムの説明や、ＮＥＴＩＳに登録済みの開発
者による新技術のプレゼンテーション、ブース展示を開催。特に活用する立場から要望の高かった｢九州の技術｣
を優先して実施し活用促進に寄与。
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新技術の活用促進

ブロック 開催地
説明会
実施日

会場名
開催会場

（説明会・ブース展示）
プレゼンテー

ション数
展示数 備考

宮崎 宮崎市 10月26日（金） 宮崎市民文化ホール イベントホール（1F） 16 14

佐賀 佐賀市 10月31日（水） 佐賀市文化会館 イベントホール（1F） 16 16

福岡 福岡市 11月9日（金） 福岡県自治会館
大会議室（2F）

201、202会議室（2F）
20 19

大分 別府市 11月16日（金）
別府国際コンベンションセンター

B-CON PLAZA
国際会議室（3F） 17 15

鹿児島 鹿児島市 11月21日（水）
鹿児島県市町村

自治会館
ホール（4F） 16 16

長崎 長崎市 11月30日（金） ブリックホール 国際会議場（3F） 16 16

熊本 熊本市 12月6日（木）
くまもと県民交流館

パレア
パレアホール（10F） 18 16

プレゼンテーション ブース展示

産学官の連携推進

② 九州建設技術フォーラム① 産学官技術交流会

建設技術フォーラムの開催状況交流会の開催状況（第１回交流会）

目的：九州内における建設分野の産学間の皆様が新技術の開発、活用、普及の促進を通じ建設
技術の振興、発展に寄与するため、オープンな形で情報交換を行う場

開催状況：8/24 H30年度第1回交流会開催

◎情報交換の場（講演、話題提供、会場を交えた意見交換会）

◎開催規模 第１回：参加者２３０人程度（平成３０年度実績）

第２回：参加者２８０人程度（平成２９年度実績）

開催状況：10/9・10 H30年度フォーラム開催

◎情報交換の場（基調講演、新技術相談対応、ブース展示、プ
レゼンテーション、ポスターセッション、「技術概要集」の配布）

◎開催規模 参加者３０００人程度（平成３０年度実績）
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（参考）駆け込みホットライン（建設業法違反通報窓口）

■駆け込みホットライン （平成１９年４月～）

法令違反情報の収集体制の強化

○各地方整備局等に設置された「建設業法令遵守推進本部」

に通報窓口として開設（平成１９年４月より）

●通報された情報に対し必要に応じて立入検査・報告徴収を実施

●法令に違反する行為があれば監督処分等により厳正に対応

・元請業者と下請業者の間の請負契約上の法令違反

・工事の施工現場に関する法令違反

・虚偽の許可申請・経営事項審査による法令違反

駆け込みホットライン通報件数

○ 平成２９年度 九州地方整備局の実績 ２７４件
(平成２８年度 九州地方整備局の実績 １５０件)

○法令違反情報の通報のほか、建設業法に関する質問・相談に

関するものも相当数寄せられている状況
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建設業フォローアップ相談ダイヤルのリーフレット

262

（参考） 防災・減災、国土強靱化のための
３カ年緊急対策と２０１９年度予算



264

「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」の概要

265



公共事業関係費の推移（政府全体）

出典：財務省ＨＰより 266

九州地方整備局の平成31年度当初予算

267



九州地方整備局の平成31年度 新規事業箇所

268

◯地域計画は、国⼟強靱化の観点から、地⽅公共団体における様々な分野の計画等の指針となる
ものであり、国における基本計画と同様に、地域における国⼟強靱化に係る計画等の指針とし
ての性格を有するもの（国⼟強靱化基本法第13条）

◯地⽅公共団体の地域の状況に応じた施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有
する（国⼟強靱化基本法第４条）

国土強靱化地域計画の概要

◯地域計画に基づき実施される取組に対しては、関係府省庁による
補助⾦・交付⾦による⽀援を実施

◯具体的な事業名や事業量を明記した地域計画の策定が必要

国土強靱化基本計画及び国土強靱化地域計画の関係 地域計画の位置付けイメージ

◇内閣官房 国⼟強靱化HP◇
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/

kokudo_kyoujinka/

国土強靱化の進め方

九州地方整備局

H30.12⾒直し
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国土強靱化対策工事（例）

拡大 272

（参考） 新・担い手３法



品確法と建設業法・⼊契法（担い⼿３法） Ｒ１改正時の概要

※担い⼿３法の改正（公共⼯事の品質確保の促進に関する法律、建設業法及び公共⼯事の⼊札及び契約の適正化の促進に関する法律）

相次ぐ災害を受け地域の「守り⼿」としての建設業への期待
働き⽅改⾰促進による建設業の⻑時間労働の是正
i-Constructionの推進等による⽣産性の向上

予定価格の適正な設定、歩切りの根絶
価格のダンピング対策の強化
建設業の就業者数の減少に⻭⽌め

新たな課題・引き続き取り組むべき課題 担い⼿３法施⾏(H26)後５年間の成果

平成26年に、公共⼯事品確法と建設業法･⼊契法を⼀体として改正※し、適正な利潤を確保できるよう予定価格を適正に設定することや、ダンピング対策を
徹底することなど、建設業の担い⼿の中⻑期的な育成・確保のための基本理念や具体的措置を規定。

新たな課題に対応し、
５年間の成果をさらに充実する
新・担い⼿３法改正を実施

建設業法・⼊契法の改正 〜建設⼯事や建設業に関する具体的なルール〜

品確法の改正 〜公共⼯事の発注者･受注者の基本的な責務〜

cv

○発注者の責務
・適正な⼯期設定 （休⽇、準備期間等を考慮）
・施⼯時期の平準化 （債務負担⾏為や繰越明許費の活⽤等）
・適切な設計変更
（⼯期が翌年度にわたる場合に繰越明許費の活⽤）

働き⽅改⾰の推進

○受注者（下請含む）の責務
・適正な請負代⾦･⼯期での下請契約締結

○発注者の責務
・緊急性に応じた随意契約･指名競
争⼊札等の適切な選択

・災害協定の締結、発注者間の連携
・労災補償に必要な費⽤の予定価格
への反映や、⾒積り徴収の活⽤

○発注者･受注者の責務
・情報通信技術の活⽤等による
⽣産性向上

⽣産性向上
への取組

災害時の緊急対応強化
持続可能な事業環境の確保

○調査･設計の品質確保
・「公共⼯事に関する測量、
地質調査その他の調査及
び設計」を、基本理念及
び発注者･受注者の責務の
各規定の対象に追加

○現場の処遇改善
・社会保険の加⼊を許可要件化
・下請代⾦のうち、労務費相当については現⾦払い

○⼯期の適正化
・中央建設業審議会が、⼯期に関する基準を作成・勧告
・著しく短い⼯期による請負契約の締結を禁⽌
（違反者には国⼟交通⼤⾂等から勧告・公表）
・公共⼯事の発注者が、必要な⼯期の確保と施⼯時期の平準化
のための措置を講ずることを努⼒義務化＜⼊契法＞

○技術者に関する規制の合理化
・監理技術者：補佐する者(技⼠補)
を配置する場合、兼任を容認

・主任技術者(下請)：⼀定の要件を
満たす場合は配置不要

○災害時における建設業者団体
の責務の追加

・建設業者と地⽅公共団体等との
連携の努⼒義務化

○持続可能な事業環境の確保
・経営管理責任者に関する規制を
合理化

・建設業の許可に係る承継に関す
る規定を整備
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●公共工事の品質確保の促進に関する法律 Ｒ１改正時の概要

背景・必要性

１. 災害への対応 ２. 働き方改革関連法の成立
〇「働き方改革関連法」の成立により、公共工事においても長時間

労働の是正や処遇改善といった働き方改革の促進が急務

３. 生産性向上の必要性
〇建設業・公共工事の持続可能性を確保するため、働き方改革の促

進と併せ、生産性の向上が急務

４. 調査・設計の重要性
〇公共工事に関する調査等の品質が公共工事の品質確保を図る上で重要な
役割

〇全国的に災害が頻発する中、災害からの迅速かつ円滑な復旧・復興
のため、災害時の緊急対応の充実強化が急務

法案の概要（改正のポイント）

【基本理念】
災害対応の担い手の育成・確保、災害復旧工事等の迅速かつ
円滑な実施のための体制整備

【発注者の責務】
①緊急性に応じて随意契約・指名競争入札等適切な入札・契約方法を選択
②建設業者団体等との災害協定の締結、災害時における発注者の連携
③労災補償に必要な保険契約の保険料等の予定価格への反映、災害時の見積り徴収の活用

Ⅰ. 災害時の緊急対応の充実強化

【基本理念】
適正な請負代金・工期による請負契約の締結、公共工事に従事する
者の賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の
適正な整備への配慮

【公共工事等を実施する者の責務】
適正な額の請負代金・工期での下請契約の締結

Ⅱ. 働き方改革への対応

【発注者の責務】
①休日、準備期間、天候等を考慮した適正な工期の設定
②公共工事の施工時期の平準化に向けた、

債務負担行為・繰越明許費の活用による翌年度にわたる工期設定、中長期的な発注
見通しの作成・公表等

③設計図書の変更に伴い工期が翌年度にわたる場合の繰越明許費の活用等

【基本理念、発注者・受注者の責務】
情報通信技術の活用等を通じた生産性の向上

Ⅲ. 生産性向上への取組
公共工事に関する調査等（測量、地質調査その他の調査（点検及び診断を含む。）及び設計）に

ついて広く本法律の対象として位置付け

Ⅳ. 調査・設計の品質確保

(1)発注者の体制整備
① 発注関係事務を行う職員の育成・確保等の体制整備【発注者の責務】
② 国・都道府県による、発注関係事務に関し助言等を適切に行う能力を

有する者の活用促進等

Ⅴ. その他

(2)工事に必要な情報（地盤状況）等の適切な把握・活用【基本理念】
(3)公共工事の目的物の適切な維持管理

【国・特殊法人等・地方公共団体の責務】

法改正の理念を現場で実現するために、地方公共団体、業界団体等の意見を聴き、基本方針や発注者共通の運用指針を改正

（令和元年６月７日成立 ６月１４日公布・施行）
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【目標・効果】
建設業における働き方改革の実現を通じて、女性や若年層など将来における担い手を確保

（１）長時間労働の是正 （工期の適正化等）
■ 中央建設業審議会が、工期に関する基準を作成・勧告。

また、著しく短い工期による請負契約の締結を禁止し、
違反者には国土交通大臣等から勧告等を実施。

■ 公共工事の発注者に、必要な工期の確保と施工時期の
平準化のための方策を講ずることを努力義務化。

（２）現場の処遇改善

■ 建設業許可の基準を見直し、社会保険への加入を要件化。

■ 下請代金のうち、労務費相当分については現金払い。

（１）限りある人材の有効活用と若者の入職促進
■ 工事現場の技術者に関する規制を合理化。

（ⅰ）元請の監理技術者に関し、これを補佐する制度を創
設し、技士補がいる場合は複数現場の兼任を容認。

（２）建設工事の施工の効率化の促進のための環境整備
■ 建設業者が工場製品等の資材の積極活用を通じて生産性を向上できるよう、資材の欠陥に伴い

施工不良が生じた場合、建設業者等への指示に併せて、国土交通大臣等は、建設資材製造業者に
対して改善勧告・命令できる仕組みを構築。

＜元請の監理技術者＞

３．持続可能な事業環境の確保
■ 経営業務に関する多様な人材確保等に資するよう、経営業務管理責任者に関する規制を合理化（※）。

※ 建設業経営に関し過去５年以上の経験者が役員にいないと許可が得られないとする現行の規制を見直し、
今後は、事業者全体として適切な経営管理責任体制を有することを求めることとする。

■ 合併・事業譲渡等に際し、事前認可の手続きにより円滑に事業承継できる仕組みを構築。

法案の概要
１．建設業の働き方改革の促進

２．建設現場の生産性の向上

（ＫＰＩ）・建設業入職者数：４万人（2017年度）→5.5万人（2023年度） （1.5万人純増）
・技術者・技能労働者の週休２日の割合

：技術者8.5％（2017年度）、技能労働者47％（2018年度）→原則100％（2024年度）
・下請代金のうち、少なくとも労務費相当分を現金払いとする割合：91.4％（2018年度）→100％（2025年度）

建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の
一部を改正する法律

（ⅱ）下請の主任技術者に関し、一定未満の工事金額等の
要件を満たす場合は設置を不要化。

＜下請の主任技術者＞
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（令和元年６月５日成立 ６月１２日公布）

公共工事の現状と今後の取り組み（九州地方整備局ＨＰ）

① ここをクリック

③ ここをクリック
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② ここをクリック
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